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１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人教職員支援機構 

評価対象事業年度 年度評価 令和３年度 

中期目標期間 令和３年度～令和７年度（第６期） 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 文部科学大臣 

 法人所管部局 総合教育政策局 担当課、責任者 教育人材政策課、小幡泰弘 

 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 政策課、奥野真 

 

３．評価の実施に関する事項 

令和４年７月１９日 独立行政法人教職員支援機構の評価等に関する有識者会合に評価結果案を諮り、意見を聴取した。 

同日、上記の有識者会合において、教職員支援機構理事長のヒアリングを実施した。 

令和４年７月２０日 教職員支援機構監事と面談し、意見聴取を実施した。 

 

４．その他評価に関する重要事項 

教育公務員特例法等の改正（平成 30 年 4月 1 日施行分）により、免許状更新講習及び免許法認定講習等の認定事務並びに教員資格認定試験の実施事務が文部科学省から移管した。 
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１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

A （参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

A     

評定に至った理由 法人全体に対する評価に示すとおり、全体として中期計画に定められた以上の業務の進捗が認められるため。 

 

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価 教職員支援機構は、教員研修のナショナルセンターとしての機能強化（平成 29 年４月）による新規事業（教員の育成指標に関する専門的助言、教職員の資質に関する調査研究）の高

度化、研究成果等の研修事業への反映・活用に努め、教員免許状関係事務の文部科学省からの事務移管（平成 30 年４月）を確実に実施するとともに、教職員の総合的支援の全国拠点と

して文部科学省が進める「教員の養成・採用・研修の一体的改革」の実現に寄与している。 

以下に示すとおり、中期計画に定められた以上の業務の顕著な進捗が認められるなど、全体として、中期計画に定められた以上の業務の進捗が認められる。 

 

【中期計画に定められた以上の業務の顕著な進捗が認められる事項（Ｓ評価）】 

〇「学校教育関係職員を対象とした研修に関する指導、助言及び援助」（p20 参照） 

（１）オンライン研修動画コンテンツを充実させるとともに、新たに実践力向上シリーズを創設。研修企画や教材作成について情報集約をホームページで行うとともに、Facebook や

メルマガ等で積極的な情報発信をして、都道府県教育委員会等へ精力的に援助を実施。 

・再生回数 校内研修シリーズ：720,249 回  

            実践力向上シリーズ：2,816 回 ※令和４年３月 18 日公開 

・動画教材アクセス数 5,910 件 

・メールマガジン登録者数 21,405 件 

（２）「新たな教師の学びの姿」の実現に向けた体制の構築 

     ・教育委員会や大学等の関係者による協議会立ち上げのための意見交換会実施 

     ・大学や民間団体等が広く全国の教職員に提供している多様な学習コンテンツ等を一元的に検索できるシステムを開発 

     ・議役をリーダーとした数名の職員に戦略調整担当を命じ、その役割遂行に向けた準備実施 

（３）教職大学院等との連携・協力 

・大学院生等延べ 259 名が機構の実施した研修を受講。 

・教職大学院向け集中研修講座では 52 名が単位認定 

・中央研修の校長研修において、26 大学延べ 33 名の講師が「学校マネジメントプランの設計」の指導従事 

 

 

【中期計画に定められた以上の業務の進捗が認められる事項（Ａ評価・・・以下の５事業）】 

〇「学校教育関係職員に対する研修」（p6 参照） 

（１）研修事業において研修の改善を図り、基盤研修及び指導者養成研修について、オンライン研修へと移行し、このオンライン研修に関しては、Ａ～Ｃの３タイプを設定。 

（２）研修事業においては、令和３年度に実施すべきとされた 17 研修について実施し、年間約 10,170 人が受講。女性教職員の割合については、実施した 22 研修のうち、21 研修で

各々の設定する目標値を超え、達成率 95.5％となり、目標を達成。 

（３）新たに採用から４～８年目の教員に対する研修を開設し、学校マネジメントを軸とした切れ目のないシームレスな研修体系の構築を図った。 

（４）事前課題動画を活用し、効果的な研修の運営に努め、オンライン研修における講義・演習・課題・フォローアップ等の最適な方法の組合せの具体的な検討を実施。 

（５）防災教育セミナーや令和の日本型学校教育実践セミナーの新設。 

 

〇「学校教育関係職員が職務を行うに当たり必要な資質に関する調査研究及びその成果の普及」（p26 参照） 

（１）５つの調査研究を実施し、研究結果を研修のベストミックスへのエビデンスとして提供。研修事業への改善に寄与。 

（２）ホームページやメルマガ等で効率よく行うと同時に、セミナーや講演のエビデンスとして提供し、内容の一部として還元して成果の普及を効果的に実施。 

 

〇「教員資格認定試験の実施に関する事務」（p33 参照） 

（１）受験者の安全を確保するために必要な対応策について「令和３年度教員資格認定試験における新型コロナウイルス感染症への対応について」を策定。 
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（２）小学校教員資格認定試験第２次試験について、新型コロナウイルス感染症の感染リスク回避のため、受験案内においてウェブ会議ツールにて実施。会場の第１次試験実施に際

し、急遽 PCR 検査による陰性確認をすることが条件とされたことに対しても、受験予定者全員に連絡・確認を行うとともに、検査に要した費用の一部を負担。 

（３）幼稚園教員資格認定試験及び特別支援学校教員資格認定試験については、実施要領に定められたとおり確実に実施。 

  

 

〇「人事に関する計画」（p41 参照） 

（１）機構のミッションを実現するための組織体制の構築（審議役をリーダーとする戦略調整担当チームを発足、教育委員会や大学等の関係者による協議会立ち上げへの意見交換会

を実施。） 

（２）人件費の適切な執行（予算額に対する決算額の差額については、研修事業、調査研究、免許関係事務及び国際連携・協力などの新たな事業展開・充実のための経費に充当。） 

（３）役職員の給与水準（職員の給与については「適正である」となっており、その検証結果や取組状況を機構ホームページにおいて公表。） 

（４）職員の資質向上のための研修（全職員を対象とした「スキルアップ研修制度」を創設。） 

（５）健全な職場環境の形成（健全な職場環境の形成に資するため、当機構の行動規範を改定。） 

 

〇「内部統制の充実・強化」（p45 参照） 

 

（１）機構のミッションの啓発（「令和の日本型学校教育」を担う新たな教師の学びの姿に向けた取組を推進するために戦略調整担当チームを発足。） 

（２）内部統制の充実・強化に関する取組（理事長と職員が直接意見交換ができる機会を設けるとともに日常的なモニタリング等実施。） 

（３）監査の実施（契約事務の業務フローや契約決議書類の把握・確認から財務諸表等の作成に至る決算処理まで外部監査を実施。）  

（４）規程の不断の見直し（「内部統制規程」を新たに制定。「教職員支援機構行動規範」の見直しを実施。） 

（５）倫理・コンプライアンスの意識向上の取組（機構全職員を対象とした「コンプライアンス教育」研修を実施。） 

 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 

依然としてコロナ禍であるため、本来業務である集合研修の開催中止を余儀なくされているため、各施設（研修、宿泊、体育）の稼働率については、評価対象から除外した。 

 

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した

課題、改善事項 

〇成果活用率が目標に届かないものもあるため、研修の構成や内容について改善を図ることが望まれる。また、基盤研修や指導者養成研修においては、改善の余地について自認している

ところであり、ABC の３タイプについてもさらなるブラッシュアップを図る必要がある（p9 参照） 

〇令和４年の法改正に伴い、戦略調整担当の担う役割が高まるため、より一層の文部科学省との連携が求められる。また、学びのプラットフォームの運用においては、教師や教育委員会

のニーズに合わせてより充実したものとなるよう工夫していく必要がある。（p22 参照） 

その他改善事項 特になし。 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 

特になし。 

 

４．その他事項 

監事等からの意見 〇コロナ禍等、大きな変化に即応し、滞りなく事業を完遂していることは評価に値する。 

〇ハイブリッド研修の模索とともに研修のオンライン化を進めるとともに、同じ研修を３つのタイプ（Ａタイプ…同時双方向型研修であり、できるだけ集合型研修に近づけようとするも

の。Ｂタイプ…Ａタイプと同じく同時双方向型研修であるが、講義はリアルタイムで配信する収録動画を視聴し、視聴後のリフレクションの時間に、機構の研修プロデューサーのファシ

リテートによるグループ協議を行う形式。Ｃタイプ…非同期型のオンデマンド研修であり、学習管理システム（LMS）を用いて配信するもの。）に分けて行うなど挑戦を続ける姿勢が見

られた。 

 

その他特記事項 特になし。 

※ 評定区分は以下のとおりとする。（「文部科学省所管の独立行政法人の評価に関する基準(以降「評価基準」とする)」p13） 

Ｓ：中期目標管理法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる。 

Ａ：中期目標管理法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 

Ｂ：全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。 

Ｃ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する。 

Ｄ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める。 
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１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表 

中期目標 年度評価 項目別

調書№ 

備考 

 

 中期目標 年度評価 項目別

調書№ 

備考 

 令和３

年度 

令和４

年度 

令和５

年度 

令和６

年度 

令和７

年度 

  令和３

年度 

令和４

年度 

令和５

年度 

令和６

年度 

令和７

年度 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項  

 １．学校教育関係職員に対

する研修 
A○重     １－１  

  

業務運営の効率化に関する

事項 
B     ２  

２．公立学校の校長及び教

員の資質の向上に関する指

標を策定する任命権者に対

する専門的な助言 

B○重     １－２ 

 
  

３．学校教育関係職員を対

象とした研修に関する指

導、助言及び援助 

S○重     １－３ 

   

４．学校教育関係職員が職

務を行うに当たり必要な資

質に関する調査研究及びそ

の成果の普及 

A○重     １－４ 

  Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

 

財務内容の改善に関する事

項 
B     ３  

５．免許状更新講習及び免

許法認定講習等の認定に関

する事務 

B     １－５ 

  

Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項 

 
６．教員資格認定試験の実

施に関する事務 
A     １－６ 

   中長期的視点に立った施

設・設備等の整備・管理の

実施 

B     ４－１ 

 

 

         人事に関する計画 A     ４－２  

 
     

   内部統制の充実・強化 A     ４－３  
 

     

 
   業務の電子化の推進及び情

報セキュリティの確保 
B     ４－４  

※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

※２ 難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 

※３ 重点化の対象とした項目については、各標語の横に「重」を付す。 

※４ 「項目別調書 No.」欄には、本評価書の項目別評定調書の項目別調書 No.を記載。 

※５ 評定区分は以下のとおりとする。 

Ｓ：中期目標管理法人の業績向上努力により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる（定量的指標の対中期計画値（又は対年度計画値）が 120％以上

で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合、又は定量的指標の対中期計画値（又は対年度計画値）が 100％以上で、かつ中期目標において困難度が「高」とされており、かつ質的に顕

著な成果が得られていると認められる場合）。  

Ａ：中期目標管理法人の業績向上努力により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定量的指標の対中期計画値（又は対年度計画値）が 120％以上、又は定量的指標の対

中期計画値（又は対年度計画値）が 100％以上で、かつ中期目標において困難度が「高」とされている場合）。  

Ｂ：中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 100％以上）。  

Ｃ：中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未満）。  
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Ｄ：中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％未満、又は主務大臣が業務運営の改善その

他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。 

なお、「Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項」、「Ⅲ．財務内容の改善に関する事項」及び「Ⅳ．その他の事項」のうち、内部統制に関する評価等、定性的な指標に基づき評価せざるを得ない場合や、一定の条

件を満たすことを目標としている場合など、業務実績を定量的に測定し難い場合には、以下の要領で上記の評定に当てはめることも可能とする。 

Ｓ：－ 

Ａ：難易度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしている。 

Ｂ：目標の水準を満たしている（「Ａ」に該当する事項を除く。）。 

Ｃ：目標の水準を満たしていない（「Ｄ」に該当する事項を除く。）。 

Ｄ：目標の水準を満たしておらず、主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合を含む、抜本的な業務の見直しが必要。  
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１ 学校教育関係職員に対する研修 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標 1 新しい時代に向けた教育政策の推進 

施策目標 1－3 魅力ある教育人材の養成・確保 

 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人教職員支援機構法第 10 条第 1 項第 1 号 

当該項目の重要度、難易

度 

重要度：「高」（新たな課題に対応した教育が学校現場で効果的に実践

されるよう、研修事業の再構築を図るとともに、校内研修等の活性化

を促進していくことは、教員の資質向上を図る上で極めて重要である

ため） 

困難度：「高」（調査研究の成果や関係機関との連携を通じて、教職員

研修の高度化及び体系化を図ること並びにＩＣＴ活用やオンライン

研修の一層の充実を進めるとともに、集合・宿泊型研修とオンライン

研修を最適に組み合わせることで研修効果の最大化を目指すハイブ

リッド型研修を確立することは、新たな研修の仕組みを構築する取組

であるため） 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

令和４年度行政事業レビュー番号 0024 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 

指標等 達成目標 
基準値 

（前中期目標期間最終年度値等） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

  

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

 

参加率が 90%以

上となった研

修数 

－ 
14 研修 

（16 研修を実施） 

17 研修 
（17 研修

を実施） 
－ － － － 

 

予算額（千円） 258,182 －   －   －   

 

 －   

 教職員等中央

研修で有意義

率が 95%以上、

及び指導者養

成研修で有意

義率が 80%以上

となった研修

数 

－ 
16 研修 

（16 研修を実施） 

17 研修 
（17 研修

を実施） 
－ － － － 

 

決算額（千円） 255,524 －   －   －   － 

 教職員等中央

研修で大変有

意義率が 80%以

上となった研

修数 

－ 
1 研修 

（1 研修を実施） 

1 研修 
（1 研修を

実施） 
－ － － － 

 

経常費用（千円） 374,540 － － － －     

 教職員等中央

研修で成果活

用率が 85%以上

となった研修

数 

－ 
1 研修 

（1 研修を実施） 
－ － － － － 

 

経常利益（千円） △7,560 －   － － －     
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 教職員等中央

研修で校内研

修における成

果活用率が 85%

以上となった

研修数 

－ 
0 研修 

（1 研修を実施） 
－ － － － － 

 

行政サービス実施コ

スト（千円） 
－    －    －    －    －    

         
 行政コスト（千円） 414,661 －    － － － 

         
 従事人員数 14 －    － － － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標、中期計画、年度計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 評定 A 

＜主な定量的指標

＞ 

・参加率 90％以上 

 

・教職員等中央研

修における有意義

率 95％以上、指導

者養成研修におけ

る有意義率 80%以上 

 

・教職員等中央研

修における大変有

意義率 80％以上 

 

・教職員等中央研

修における研修成

果活用率 85％以上 

 

・教職員等中央研

修における校内研

修等への研修成果

活用率 85％以上 

 

＜その他の指標＞ 

中期目標に定めた

研修を適切に行

う。 

 

調査研究の成果や

関係機関との連携

を通じて、教職員

研修の高度化及び

体系化を図る。 

 

ICT活用やオンライ

＜主要な業務実績＞ 

【研修事業の実施体制の確立と研修の改善】 

独立行政法人教職員支援機構（以下「機構」という。）では、教職員に対する総合的な支援を行う全国

的な中核拠点としての機能強化を図るため、研修の高度化に向けた実施体制を確立し、不断に改善を進め

ている。 

機構では、令和３年度から第６期中期目標へと移行した。この間、学校現場では新学習指導要領の実

施、GIGA スクール構想下での ICT 活用、学校における働き方改革の推進、新型コロナウイルス感染症へ

の対応など、急激な変化に直面しており、教職員研修も新たなスタイルの構築が求められることとなっ

た。そこで、機構では教職員等中央研修（以下、「中央研修」）を集合・宿泊型研修として、学校経営に関

する基盤研修（以下、「基盤研修」）、及び教育課題に対応する指導者養成研修（以下、「指導者養成研修」）

をオンライン研修として実施することとした。 

① 研修の実施体制の確立 

研修の企画・実践・評価・改善に関して、研修運営に従事した経験を豊富に持ち、府県から推薦された

学校教職員（研修プロデューサー）、学校経営について研究業績を有し、その知見をもとに研修の改善に

貢献することが期待されるポスドククラスの若手研究員（アシスタント・フェロー）、研修運営の連続性

を担保し、今後の研修運営の中心として活躍が期待されるプロパー職員、マネジメント研修の高度化・体

系化に係る能力を獲得するために県から派遣された現職教員等（特別研修員）が協働して行う体制とし

た。 

中央研修については、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せなかったことから、令和２年度末に令

和３年７月末までに計画されていた研修の全てをやむを得ずオンライン研修に変更することとなった。

その後も、全国から参集する貴重な研修機会を容易に無くしてはならないとの思いから、新型コロナウイ

ルス感染症の感染状況を見極めながら研修開始の２ヶ月前毎にオンライン研修へ変更の判断を行った。

結果的には、令和３年度中の全ての中央研修をオンライン研修へと変更して実施せざるを得なかった。変

更に際しては、推薦者、受講者には研修で使用する機器の準備や、勤務地を離れない研修となるため、研

修に集中できる環境の確保等を依頼した。また、ネットワークへの接続テストや不安を解消するガイダン

スを研修実施日の前週に行った。担当講師ともできる限り対面研修に近づけるよう、講義内容・方法につ

いて入念に打ち合わせを重ねた。研修では、受講者がオンライン上で講師とのやり取りができるようにし

たり、受講者を小グループに分けて講師の指導の下で協議・演習を行ったりすることで、対面研修を意識

したものへと改善を図った。 

基盤研修、及び指導者養成研修については、オンライン研修へと移行した。このオンライン研修に関し

ては、実施形態や方法についての十分な検証がなされていないため、約３年間の取組を通して、オンライ

ンに適した研修内容や研修方法などを探ることとなっている。それらの検証にあたり、基盤研修と指導者

養成研修についてはＡ～Ｃの３タイプを設定し、それぞれから得られるデータをもとに研修のベストミ

ックスを検討することとした。 

Ａタイプは同時双方向型研修であり、できるだけ集合型研修に近づけようとするものである。講師がリ

＜自己評価評定：Ａ＞ 

【根拠理由】 

当機構では、令和３年度から第６

期中期目標へと移行した。この間、

学校現場では急激な変化に直面し

ており、教職員研修も新たなスタイ

ルの構築が求められることとなっ

た。 

このうち、中央研修については、

新型コロナウイルス感染症の収束

が見通せなかったことから、計画し

ていた研修の全てを集合・宿泊型

研修からオンライン研修へ変更す

ることとなった。このオンライン研

修について、令和２年度の研修は全

てオンデマンド方式での実施であ

ったが、令和３年度には初めて同時

双方向のオンライン方式で研修を

実施することとなった。変更に当た

っては、研修プロデュース室会議で

実施方法や改善点を共有し、担当者

間でも連携を密にしながら取り組

んだ。その結果、オンライン研修と

しての制約の中でも、集合・宿泊型

研修に近い内容により、予定通り研

修を終了することができた。 

基盤研修、及び指導者養成研修に

ついては、オンライン研修へと移行

した。このオンライン研修に関して

は、Ａ～Ｃの３タイプを設定した。

オンライン研修については、令和３

年度から実施した新たな研修スタ

イルであり、実施に当たっては確認

や協議を要する内容が多岐にわた

った。そのため、中央研修と同じく、

＜評定に至った理由＞ 

 

以下に示すとおり、期計画に定められた

以上の業務の進捗が認められるため、自己

評価書の「A」との評価結果が妥当である

と確認できた。 

 

機構では、令和３年度から第６期中期目

標へと移行した。この同じ時期にコロナ禍

となったことが、教職員研修においても新

たなスタイルの構築が求められることの

一因となっており、集合とオンラインのベ

ストミックスを模索している過程である。 

このなかで、基盤研修及び指導者養成研

修については、オンライン研修へと移行し

た。このオンライン研修に関しては、Ａ～

Ｃの３タイプを設定した。オンライン研修

については、令和３年度から実施した新た

な研修スタイルであり、実施に当たっては

確認や協議を要する内容が多岐にわたっ

た。そのため、中央研修と同じく、会議や

打合せで実施方法等の検討を重ね、研修後

も研修内容等について、研修後の受講者ア

ンケートから得られる客観的なデータや、

実際に運営した反省などをもとに、最適な

実施形態に向けた反省を共有し、改善策を

全体で検討するなどしており、実施初年度

に PDCA サイクルを構築していることは評

価に値する。Ａ～Ｃいずれのタイプの研修

においても、滞りなく研修を終了できたほ

か、今後のオンライン研修の在り方を検討

するに当たって「大変有意義」という評価

が82.5%と高い評価を得ることができてお

り、新たな挑戦が功を奏している。 
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ン研修の一層の充

実を進めるととも

に、集合・宿泊型

研修とオンライン

研修を最適に組み

合わせることで研

修効果の最大化を

目指すハイブリッ

ド型研修を確立す

る。 

 

＜評価の視点＞ 

学校教育関係職員

に対する研修が適

切に実施されてい

るか。 

 

新たな研修フェー

ズに対応した研修

体系を確立できて

いるか。 

 

アルタイムで講義を行い、小グループによる演習を取り入れた。 

Ｂタイプは、Ａタイプと同じく同時双方向型研修であるが、講義はリアルタイムで配信する収録動画を

視聴し、視聴後のリフレクションの時間に、機構の研修プロデューサーのファシリテートによるグループ

協議を行う形式とした。講義（コンテンツ）と受講者同士の協働的な学びを切り離すことで、ファシリテ

ーターの養成と配置を意識した新たな研修スタイルの確立を視野に入れている。 

Ｃタイプは非同期型のオンデマンド研修であり、学習管理システム（LMS）を用いて配信するものであ

る。受講者自身が設定した研修日に、クラウド上に保存されている講義動画を視聴し、個人でリフレクシ

ョンを行うこととした。ここでいうリフレクションとは、受講後の学びをまとめる時間、再視聴して知識

の定着を図る時間、ネット等を利用して学びを発展させる時間等を指している。 

Ａタイプ及びＢタイプのオンライン研修については、令和３年度から実施した新たな研修スタイルで

あったが、研修前にアプリケーションの使用法や研修の運営方法などについて綿密に確認、協議を行うと

ともに、研修後も研修内容や運営方法等について反省点を共有し、改善策を全体で検討するなどしたこと

で、計画していた全ての研修を終えることができた。 

 

② 中央研修（校長研修、副校長・教頭等研修、中堅教員研修、次世代リーダー育成研修、４～８年目教

員育成研修、事務職員研修） 

中央研修は、上記のとおり、リアルタイムのオンライン研修に切り替えて実施した。オンデマンド型で

はないため、どうしても定員に限りが出てしまうが、それでも 1,934 名の参加があった。 

プログラム設計に際しては、できる限り集合型研修に近づけたいという思いから、講座の中にオンライ

ン上で協議する時間を設け、講師もその様子を見ることができるようにした。こうすることで、受講者同

士で考えを深められるとともに、講師は各グループの協議の内容を活かした講義を展開することが可能

となった。また、各研修の内容については、マネジメントを軸としながらも、教員育成指標等に見られる

各職階に必要な能力を加味して検討した。そして、研修の最後には、「研修成果の活用」の演習を取り入

れ、研修で学んだことを活かしながら、これまでの実践を振り返り、学校改善に反映させる計画の立案を

行った。今後、この計画に研修で学んだことを十分反映させる手立てや、より創造的に学校文化を創り上

げるにはどのような手立てが必要か、調査研究とも連携しながら、引き続き検証を行う。 

 

③ 基盤研修、指導者養成研修（学校組織マネジメント指導者養成研修、カリキュラム・マネジメント指

導者養成研修等 16研修） 

Ａタイプの研修として、学校組織マネジメント研修、カリキュラム・マネジメント開発研修等、６研修

を実施し、885 名の参加があった。 

Ｂタイプの研修として、教育相談指導者養成研修や人権教育推進研修等の５研修を実施し、737 名の参

加があった。 

Ｃタイプの研修として、学校教育の情報化指導者養成研修や、道徳教育推進研修等の７研修を実施し、

6,614 名の参加があった。オンデマンド型であり、受講者数の制限なく受け入れることができたためであ

るが、いつでも、どこでも研修可能であることが、多忙な中でも学びたいという受講者の思いと一致した

ものであると思われる。 

なお、「学校組織マネジメント研修」と「カリキュラム・マネジメント開発研修」は、学校改善の核と

なる研修であることから、ＡタイプとＣタイプの２タイプにより研修を行った。 

 

④ NITS オンライン研修（教職大学院向け集中研修講座） 

令和２年度の指導者養成研修のオンライン化（11 月～１月に実施）によって、新たに企画、実施され

た研修である。機構と連携協定を結んだ教職大学院の院生（現職教員派遣に限る）を指導者養成研修へ受

け入れ、その修了証をもって教職大学院の指定授業科目の一部として認定されるという仕組みがすでに

実績を上げていたことを背景としている。教職大学院の授業の開設学期に配慮し、令和３年度は８月～９

月にかけて３講座（「スクール・マネジメント」「生徒指導（教育相談含）」「道徳教育」）を NITSオンライ

ン研修として開講した。受講者はそれぞれ、74 名、27 名、16名であった。なお、令和４年度以降は、本

研修は実施せず、基盤研修と指導者養成研修の中に大学院生を受け入れる予定である。 

 

⑤ セミナーの開催 

会議や打合せで実施方法等の検討

を重ね、研修後も研修内容等につい

て反省を共有し、改善策を全体で検

討するなどした。その結果、Ａ～Ｃ

いずれのタイプの研修においても、

滞りなく研修を終了できたほか、今

後のオンライン研修の在り方を検

討するに当たっての様々なデータ

を得ることができた。 

また、プロジェクトα・βを組織

し、中央研修、基盤研修、指導者養

成研修のそれぞれの改善点につい

て検討を行ったことで、令和４年度

の研修計画に反映させ、具体化する

ことに繋げた。 

 

（１）研修・セミナーの運営と改善 

①研修の高度化及び体系化 

 中央研修では、新たに採用から４

～８年目の教員に対する研修を開

設し、学校マネジメントを軸とした

切れ目のないシームレスな研修体

系の構築を図った。研修後の受講者

アンケートの記述から、研修の目的

である学校経営に対する理解を深

めることができたと考える。 

 基盤研修と指導者養成研修につ

いては、Ａ～Ｃの３タイプの研修を

設定し、最適な実施形態を探った。

どのタイプの研修も運営方法等を

入念に検討したこともあり、受講者

から高い満足度を得た。あわせて、

受講者同士の協議の在り方や、受講

者自身の個の学びと研修全体の学

びとの関連など、今後のオンライン

研修を計画する上で、引き続き検討

すべき課題も明らかとなった。 

研修の高度化及び体系化について

は、当機構の調査研究プロジェクト

とも連携しながら、引き続き検討を

進めていく。 

②研修の効果的・効率的な実施 

中央研修では、研修の効率化を図る

ため、動画の視聴を事前課題とし

た。講義内容について、事前に理解

した上で講義や協議に臨むことが

でき、講義の内容の深い理解につな

がった。また、事前課題動画をテー

マにユニットミーティングで協議

を行ったことで、そのテーマに関す

また、プロジェクト α・β を組織し、

中央研修、基盤研修、指導者養成研修のそ

れぞれの改善点について検討を行ったこ

とで、令和４年度の研修計画に反映させ、

具体化することに繋げており、実施方法を

工夫するための組織作りから、研修で得た

成果を次年度に繋げるという良い流れを

構築したと言える。 

 さらに、中央研修では新たに採用から４

～８年目の教員に対する研修を開設し、学

校マネジメントを軸とした切れ目のない

シームレスな研修体系の構築を図った。ど

のタイプの研修も運営方法等を入念に検

討したこともあり、受講者から高い満足度

を得ている。プログラム設計に際しては、

できる限りコロナ禍以前の集合型研修に

近づけたいという思いから、講座の中にオ

ンライン上で協議する時間を設け、講師も

その様子を見ることができるように工夫

した。受講者同士で考えを深めることや、

講師は各グループの協議の内容を活かし

た講義を展開することを目標とした工夫

であり、協働的な学びの実現に向けての工

夫として評価でき、研修受講者からも「大

変有意義」という回答が 80％を上回った

ことは、前述のタイプ別研修を開始したな

かで、これまでの研修についても充実した

ものが行えたとして評価できる。 

また、各研修の内容については、マネジ

メントを軸としながらも、教員育成指標等

に見られる各職階に必要な能力を加味し

て検討した。そして、研修の最後には、「研

修成果の活用」の演習を取り入れ、研修で

学んだことを活かしながら、これまでの実

践を振り返り、学校改善に反映させる計画

の立案を行った。今後、この計画に研修で

学んだことを十分反映させる手立てや、よ

り創造的に学校文化を創り上げるにはど

のような手立てが必要か、調査研究とも連

携しながら、引き続き検証を行う。 

 調査研究プロジェクトとも連携し、研修

の体系化を進めており、こちらも研修事業

単体で取り組むのではなく、他のプロジェ

クトと連携を図りながら行えており、機構

内での組織連携が円滑に行われていると

判断される。 

 

 令和３年度は、「防災教育推進セミナー」

「令和の日本型学校教育実践セミナー」の

２つを新設するともに全てオンラインで
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令和３年度、セミナーは全てオンラインで開催した。 

「全国研修担当者セミナー」及び「教職大学院セミナー」を、１日目は合同で、２日目は個別に計２日

間の日程で開催した。１日目は国内外の教育政策の最新動向について、機構から荒瀬克己理事長と百合田

真樹人上席フェローが基調となる講義において問題提起し、それを巡り対談を行った。２日目には、全国

研修担当者セミナーにおいてコロナ対策と GIGAスクールをめぐる学校現場の状況と研修の在り方につい

て協議を行い、教職大学院セミナーにおいて「学び続ける教員像」を目指した教職大学院の在り方につい

て協議を行った。 

令和３年度に新設した「防災教育推進セミナー」、令和２年度の開催を踏まえ大幅な改善を図った「地

域とともにある学校セミナー」をそれぞれ２日間の日程で実施した。前者は、防災教育を広義の視点から

読み解き、災害を誘引する社会の脆弱性に学校教育がどう向き合えばよいのかについて深く検討するこ

とができた。後者は、「地域と学校との連携」に関する多様なステイクホルダーの思いや願いを読み解き

つつ、「社会に開かれた教育課程」の実現に向けて、コンテンツ・ベースからコンピテンシー・ベースへ

と転換することの重要性を共有した。これらのテーマにおいて、新しい学校経営やカリキュラム・マネジ

メントへの展開に繋げることに寄与した。 

「共生社会を実現する教育研究セミナー」では、普通学級にも在籍する発達障害をもつ児童生徒にフォ

ーカスし、その正しい理解と教員として学級経営にどのように生かしていくか、さらにはその児童生徒が

大学へ進学したり、社会人として働き始めたりすることを見通して、改めて共生社会を実現する教育の在

り方について協議を行った。 

「令和の日本型学校教育実践セミナー」は長野県教育委員会と共催した。本セミナーは年度計画にはな

かったが、「令和の日本型学校教育」実現のため、計画・開催することとなった。当初は長野県へ参集し

てのセミナーを予定していたが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、オンラインでの開催となっ

た。長野県からの参加者のみならず、全国から参加者を募ったところ、所定の人数を上回る参加申し込み

があり、結果的に約 360 人が参加した。荒瀬理事長の基調講演の後、横浜創英中学・高等学校長の工藤勇

一氏、軽井沢風越学園校長の岩瀬尚樹氏がそれぞれ講演を行い、その後３者に長野県の先生方を交え、学

びの改革をテーマに協議を行った。本セミナーを通じて、学びの改革のために必要な教育理念の変革につ

いて、いくつかの実践の背景にある理念を共有することができた。 

「研修企画担当職員研究セミナー」及び「教職大学院教職員研究セミナー」では、前者は、都道府県教

育委員会等事務局、教育センター職員等を対象として、研修企画力向上に特化した研修を行い、後者は、

教職員支援機構と日本教職大学院協会との連携協定を踏まえ、全国の教職大学院教職員に参加いただき、

当機構と教職大学院・教育委員会の連携の在り方について協議した。 

 

【研修事業の実施実績】      

機構では、中期計画及び年度計画に基づき、令和３年度に実施すべきとされた 17 研修について実施し、

年間の受講者数は、約 10,170 人であった。 

主催する研修における女性教職員の割合については、実施した 22研修のうち、21研修で各々の設定す

る目標値を超え、達成率 95.5％となり、目標を達成した。 

 

【研修の高度化及び体系化の実施状況】 

① 中央研修（校長研修、副校長・教頭等研修、中堅教員研修、次世代リーダー育成研修、４～８年目教

員育成研修、事務職員研修） 

令和３年度より、中央研修は５日間の研修とした。研修プログラムの設計にあたっては、研修の目的や

ねらいを達成することを第一義的に考え、併せて研修の効率化を図るため、令和３年度は、集合・宿泊型

研修についてもオンラインを活用したハイブリッド展開（集合とオンラインの多様で効果的な組合せ）を

構想した。そのため、研修を担当する講師がグループ演習の円滑な実施のために課した 20 分程度の講義

動画と、文部科学省が制作した教育政策等の最新情報を同じく 20分程度にまとめた複数のオンライン動

画を、事前視聴の課題とした。後者については、受講者同士の学び合いをねらい、研修中に設定している

ユニットミーティングの協議の中でその動画について協議を行った。 

また、新たに採用から４～８年目の教員に対する研修を開設し、学校マネジメントを軸とした切れ目の

ないシームレスな研修体系の構築を図った。当該研修の受講者アンケートからは、高い有意義率ととも

に、「学校全体を見通すことの大切さを感じた。」「学校の一員として、学校経営に携わる必要性を感じた。」

る理解を深めることもできた。 

基盤研修と指導者養成研修のオン

ライン研修については、Ａ～Ｃの各

タイプの特性を最大限活かし、どう

すれば研修効果が最大になるかを

観点に研修を組み立てた。試行錯誤

しながら研修を運営する中で、新た

な課題も数多く見つかった。この課

題については、新たな研修スタイル

を確立するためのヒントと捉え、今

後も研修の改善を図っていく。 

③セミナーの新設 

 令和３年度は、２つのセミナーを

新設した。 

「防災教育推進セミナー」は、防災

教育を広義の視点から読み解き、災

害を誘引する社会の脆弱性に学校

教育がどう向き合えばよいのかに

ついて、講義や協議を通じて深く検

討できた。 

「令和の日本型学校教育実践セミ

ナー」はオンラインでの開催となっ

た。講演や協議など、３つのセッシ

ョンで学びの改革をテーマに協議

を行った。本セミナーを通じて、学

びの改革のために必要な教育理念

の変革について、いくつかの実践の

背景にある理念を共有できた。 

 

（２）地域センター（教職大学院）

等との連携・協働 

連携協定を締結した教職大学院

のうち、機構の地方ブランチとして

令和２年度までに８つの地域セン

ターを設置している。各地域センタ

ーでは、近隣の教育委員会とも連携

し各教職大学院の強みを活かした

研修プログラムの計画・実施をし

ており、今年度は各地域で 144 研修

に 8,292名が参加した。このことに

より、各地域における研修機会の拡

大に貢献し、現職教員等の研修の高

度化・体系化の実現に寄与した。 

今後は、各地域センターの取組を

それぞれの地域センター同士で交

流できる場を設けるとともに、その

成果を広く周知することで、より充

実した取組としていく。 

 

（３）研修と調査研究との有機的連

開催したこと、また、「令和の日本型学校

教育実践セミナー」において長野県教育委

員会と共催し、受講者のニーズをとらえた

内容であったことは評価に値する。 

 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方

策＞ 

  

 成果活用率が目標に届かないものもあ

るため、研修の構成や内容について改善を

図ることが望まれる。また、基盤研修や指

導者養成研修においては、改善の余地につ

いて自認しているところであり、ABCの３

タイプについてもさらなるブラッシュア

ップを図る必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

 

 ６月の研修参加率が低いのは、教育委員

会の周知が遅いためではないか。教育委員

会への周知を早める工夫を求める。 

 

 

 

 防災教育推進セミナーは災害をどうと

らえていくのかが鍵になる。津波や豪雨の

知識とともに被害に遭った心理を幅広く

とらえ、大規模な災害の被害に遭ったとい

う視点で東日本大震災や広島の原爆被害

にもつなげており、ますます工夫を期待し

たい。 
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との声があった。 

 

② 基盤研修、指導者養成研修（学校組織マネジメント指導者養成研修、カリキュラム・マネジメント指

導者養成研修等 16研修） 

基盤研修と指導者養成研修については、各研修にＡ、Ｂ、Ｃのいずれかのタイプを設定（複数回実施す

る研修については、複数のタイプを設定）した。そして、研修後の受講者アンケートから得られるデータ

や、実際に運営した反省などをもとに、最適な実施形態を探った。 

Ａタイプは同時双方向型研修である。同時双方向であることから、受講者はオンタイムで講師に質問し

たり、受講者同士で協議したりすることができた。また、講師は協議の様子を把握することができ、グル

ープで話し合われた内容を活かしながら講義を再構成することが可能となっている。研修後の受講者ア

ンケートでは、94.6%が「大変有意義であった」との高い評価であった。一方で、協議や情報交換の時間

がもっとほしいという声もあった。オンラインでの実施ということで、どうしても時間的な制約はある

が、研修全体の時間の使い方を再検討したり、テーマを焦点化したりすることで、より協議が充実するよ

う、引き続き検討を進めていく。 

Ｂタイプは、講義は収録動画をリアルタイムで配信し、視聴後に、機構の研修プロデューサーのファシ

リテートによるグループ協議を行う形式とした。計画段階で、研修の目的を達成するために、グループ協

議においてどのような内容で協議を展開するか、それをどう共有するか、また、研修全体の流れをどのよ

うに作っていくかについて、担当を中心に、講師にも相談しながら研修を組み立てた。研修後の大変有意

義率も 86.4%と、高い評価であった。ただ、Ｂタイプは講師に直接、質問等ができないため、グループ協

議で出てきた疑問等をどう解決するかという点が課題となった。 

Ｃタイプはオンデマンド研修であり、学習管理システムを用いて配信した。いつでも、どこでも研修が

できること、また、システム上、制限なく受講者を受け入れることができるという利点から、受講者数が

最も多いタイプの研修である。ただ、収録された動画を視聴し、その後、個人でリフレクションを行うと

いう形をとることから、どうしても個人の学びになってしまい、当初は有意義率も低くなるのではないか

と予想していた。しかし、実際は 82.5%から「大変有意義であった」との評価があった。一方で、やはり

他の受講者の考えを聞きたいとの声が多く寄せられた。そのため、各研修で１回はリアルタイム・オンラ

インによる情報交換会を設定した。事前に日時を設定し、希望制で参加者を募る形態をとり、参加を希望

した受講者同士で、日頃の実践や講義を受けて考えたことなどを交流する場とした。今後、オンデマンド

の良さを活かしながら、より深い学びにするためにはどのような手立てが必要か、引き続き検討を進めて

いく。 

 

③ 調査研究プロジェクト「アフターコロナ時代の新たな研修スタイルの確立に関する調査研究プロジ

ェクト」 

清國つくば中央研修センター長をリーダーとするプロジェクトを立ち上げた。本研究では、集合・宿泊

型研修として実施する中央研修、オンライン研修として実施する基盤研修及び指導者養成研修の受講者

を対象に調査を行い、それぞれの研修の成果と課題等を抽出することを目的とした。令和３年度は、実施

したオンライン研修の受講者アンケートの分析を行った。今後行う調査の結果も踏まえ、各研修の目的を

達成するベストミックスやハイブリッドを体現する研修体系の構築を図る。 

 

【ハイブリッド型研修の確立】 

① ハイブリッド型研修の在り方の追求 

ハイブリッド型研修の在り方について、令和３年度は、事前課題動画を研修にどう活かすかという点に

ついて考えた。事前課題動画は、講師が作成した動画（必修２本）と文部科学省の各課が作成した動画（必

修１本、選択３本）とした。講師作成動画は、課題動画を活かした講義の組立や研修内容の基礎的な理解

の統一を目的とし、文部科学省動画は、中央研修の研修期間が５日間になったことによる研修内容の補填

を目的とした。 

講師作成動画については、実際の研修で動画の続きから講義を始める講師や、事前動画で基礎的な内容

については理解していることを前提に話を進める講師がおり、効率的な研修の運営に寄与した。 

文部科学省動画については、「令和の日本型学校教育」や ICT教育、特別支援教育、働き方改革等の内

容があり、中央研修の１日の最後に設定されているユニットミーティングの中で、視聴した動画ごとのグ

携 

調査研究プロジェクト「アフター

コロナ時代の新たな研修スタイル

の確立に関する調査研究プロジェ

クト」では、令和３年度に実施した

オンライン研修の受講者アンケー

トの分析結果から、Ａ～Ｃのそれぞ

れのタイプの特性が明らかとなっ

てきた。この結果を、次年度以降の

研修に活かすとともに、今後は基盤

研修、指導者養成研修の全ての研修

において３つのタイプを試行し、ま

た、新たなプロジェクトを立ち上げ

るなどしながら、その効果について

引き続き調査・分析を行い、各研修

の目的を達成するベストミックス

やハイブリッドを体現する研修体

系の構築を図る。 

 

 これらのことから、中期計画にお

ける所期の目標を上回る成果が得

られたため、自己評価評定をＡとし

た。 

 

〈課題と対応〉  

第６期、新たな研修スタイルの確

立を求めてスタートした。新たな取

組を進めると、既に企業等では一般

的なオンライン研修や ICT 化への

対応に後れをとっていたことが明

らかとなった。新たな研修スタイル

の確立のためには、学びを取り巻く

環境とその有り様を改めて分析し、

取組を検討する必要がある。今後も

不断の見直しを行いながら、新たな

研修スタイルについて追究、構築し

ていく。 
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ループをつくり、その動画についてグループで協議し、理解を深めた。 

これらのことから、事前課題動画を活用することが、効果的な研修の運営につながると考えた。 

 

② オンライン研修における講義・演習・課題・フォローアップ等の最適な方法の組合せ 

・Ａタイプ 

Ａタイプは同時双方向型研修であり、できるだけ集合型研修に近づけようとするものである。そのた

め、事前に各講師には講義の中にできるだけ受講者同士が協議をする演習を取り入れてもらうよう依頼

した。また、グループで協議する時間を設け、講師から指示された協議内容について、意見交換する場を

設けた。これまで、方眼模造紙や付箋を使って行っていた協議を、画面共有やアプリケーションのホワイ

トボード機能等を使うことで、オンラインであっても、受講者同士で活発に意見交換を行う姿が見られ

た。協議した後は、グループ毎に協議内容を発表したり、講義内容等について講師へ質問したりする時間

も設けた。 

・Ｂタイプ 

Ｂタイプは、講義はリアルタイムで配信する収録動画を視聴し、視聴後のリフレクションの時間に、機

構の研修プロデューサーのファシリテートによるグループ協議を行う形式としている。これは、コンテン

ツを用い、研修全体をどのような流れで構成し、どのようなことを受講者に考えさせれば研修の目的が達

成されるのかといったことについて先導的に実施することで、各自治体の教育センターや各校の校内研

修に波及させることを狙いとしている。このリフレクションについては、単にその日の講義の振り返りで

はなく、観点を提示し、それをもとに日頃の実践を振り返らせることで、研修の最後に作成する研修成果

活用計画につながるような内容とすることが、受講者からの高評価にもつながった。 

ただ、受講者アンケートからは、Ａ、Ｂタイプ共に、もっと協議の時間が欲しいという要望があった。

集合型であれば、研修時間外でも話をすることはできるが、オンラインでは時間的な制約があり、それは

難しい。そのため、グループ内で円滑な協議ができるよう協議前に協議の役割分担をしたり、協議内容を

焦点化したりするなどして、充実した協議ができるよう、引き続き検討を進める。 

・Ｃタイプ 

Ｃタイプは非同期型のオンデマンド研修であり、いつでも、どこでも研修が可能となることが一番のメ

リットである。一方で、非同期型であることから、受講者同士の意見を交流することができず、学びが個

人で留まってしまうことが考えられる。そこで、令和３年度は情報交換会の場を各研修で設けた。任意の

参加ではあったが、受講者同士で意見交流する姿があった。 

それでもやはり、受講者からはもっと受講者同士で意見交換する場が欲しいといった声が多かった。今

後、Ｃタイプの良さを活かしながら、どのような方法でそれが可能となるのか（本当にそれが必要かとい

ったことも含め）、引き続き検討を進めていく。 

・新たな調査研究プロジェクトの設置 

（２）でも説明したとおり、「アフターコロナ時代の新たな研修スタイルの確立に関する調査研究      

プロジェクト」を立ち上げた。今後、実際に研修を運営する研修プロデューサーとも連携しながら、研修

の最適化とその普及について、引き続き検討していく。 

 

【地域センターを拠点とした研修機会の提供】 

① 地方での研修機会の拡大 

連携協定を締結した教職大学院のうち、地域性、大学と地域の教育委員会等との協力体制や連携実績を

考慮し、機構の地方ブランチとして令和２年度までに８つの地域センターを設置している。各地域センタ

ーでは、近隣の教育委員会とも連携し各教職大学院の強みを活かした研修プログラムの計画・実施をして

おり、令和３年度は各地域で 144研修に 8,292 名が参加した。 

 

② 研修成果の発信 

地域センターの事業実施に当たっては、地域センター協議会を開催し、定期的な情報交換および事業計

画の共有を図っており、令和３年度は個別も含め６回開催した。地域センター協議会では、従来から行っ

ていた各地域センターの取組内容を協議するに留まらず、機構の事業との関係性の強化方策や教育委員

会等の連携強化の方針について協議を行った。 

各地域センターの成果については、各地域センターのホームページで活動内容等の紹介が行われてお
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り、当機構のホームページにもリンクを掲載している。ただ、より広く成果を周知するためには、成果報

告の様式を統一し、地域センター同士が研修の成果を容易に交流できる仕組みづくりを行うなど、改善が

必要である。また、LMS を用いた成果の発信についても検討することで、地域センターの素晴らしい成果

をより全国に広められるよう、取り組んでいく。 

 

【調査研究の成果や関係機関との連携を通じた研修の高度化及び体系化】 

調査研究プロジェクト「アフターコロナ時代の新たな研修スタイルの確立に関する調査研究プロジェ

クト」では、令和３年度に実施したオンライン研修の受講者アンケートの分析を行った。主な質問項目

は、「有意義率」、「研修による自己の成長や変化」、「所属校等への還元見通し」、「研修の構成（協議時間、

グループ編成）」である。まだ分析の途中段階ではあるが、以下のような傾向が見られた。 

・有意義率について、全てのタイプで９割以上が「有意義であった」などのプラスの評価による回答で

あった。 

・Ａタイプは、全ての質問項目において、プラスの評価による回答の割合が３タイプの中で最も高かっ

た。 

・Ｂタイプは、「所属校等への還元見通し」の割合が約７割であり、他のタイプと比べるとやや低かっ

た。小項目では、「自身の役割の捉え直し」が約６割に留まっていた。これは、実施した指導者養成研修

等に参加する受講者が校内で指導的立場（生徒指導主任、体育主任、養護教諭、栄養教諭等）にあり、そ

の役割を既に認識していることが考えられる。 

・Ｃタイプは、「研修による自己の成長や変化」の割合がＡタイプに次いで高い割合を示した。Ｃタイ

プはオンデマンド型であり、良質なコンテンツと効果的なリフレクションが実施できれば研修効果が高

いことを示唆していると考えられる。 

この調査は、まだ１年間実施した結果を分析したものにすぎず、最終的な結論を得るには至っていな

い。そのため、今後は基盤研修、指導者養成研修の全ての研修において３つのタイプを試行し、その効果

について引き続き調査・分析を行い、各研修の目的を達成するベストミックスやハイブリッドを体現する

研修体系の構築を図る。 

 

【ICT 活用やオンライン研修の一層の充実とハイブリッド型研修の確立】 

令和３年度、Ａタイプで実施した研修については、グループ協議において、画面共有やアプリケーショ

ンのホワイトボード機能等を使って協議を行った。協議を行う前には、機構担当者からこれらの機能につ

いて使用方法の説明をしたり、練習する時間をとったりして円滑に協議を行うことができるようにした。

これにより、これまでオンラインで研修を受講したことがなかった受講者でもこれらの機能を使い、充実

した協議を行うことができていた。しかし、受講者側の機器やセキュリティの関係でこれらの機能を使う

ことができないこともあった。都道府県、もしくは市町村ごとにＯＳが異なることもあり、一律でアプリ

ケーションを使用する難しさも感じた。このような状況で、どのような方法がとれるのか、引き続き検討

していく。 

ハイブリッド型研修の確立については、（３）①に記述したとおりである。 

 

【研修の目標とする成果の指標に対する達成状況（中央研修）】 

令和３年度の標準定員での参加率は、中央研修は、1,780 人の標準定員に対し、1,934 人の参加があり、

参加率は 108.7％であった。 

また、令和３年度実施した中央研修において、受講者の 95％以上から「有意義であった」などのプラ

スの評価を得るとともに、受講者の 80％以上から「大変有意義であった」の最高評価を得た。 

 

【実施研修に係る研修成果の活用状況に関するアンケート調査（成果活用率）】 

令和３年度計画に基づき実施した研修の受講者に対するアンケート調査は、研修終了後１年程度経過

後の、令和５年１月に実施する予定である。 

令和３年度は、令和２年度計画に基づき、令和４年１月に実施した、研修の受講者に対するアンケート

調査の結果を分析した。対象は令和２年度の受講者であり、実践期間は令和２年度受講後から令和３年１

２月である。この期間は、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が数回にわたり発出され、学校

現場も感染拡大防止対応に追われた。校内や地域で行われる各種研修会も中止となったものも多く、令和
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元年度の受講者まで約 95％あった活用率が、令和２年度受講者では 89％となり、影響が大きく現れた。

今後も引き続き研修成果の効果的な活用について、受講者、推薦者等に呼びかけるとともに、活用を促す

研修の構成について改めて検討を進める。 

全体の成果活用率については、令和３年度の目標である「85%以上」に対して、評価対象となる 15研修

のうち 13 研修で目標を達成した。 

未達成（全体の成果活用率 85%未満） 

 ・外国人児童生徒等に対する日本語指導指導者養成研修（80.4%） 

 ・体力向上マネジメント指導者養成研修（82.4%） 

上述したとおり、学校現場が感染拡大防止対応に追われたことにより、多くの研修会等が中止となっ

た。アンケートの回答内容から、体力向上マネジメント指導者養成研修については、特にそうした影響を

大きく受けたと考えられる。外国人児童生徒等に対する日本語指導指導者養成研修については、受講した

ことで概要はつかめたものの、個別の指導法についてはさらに研修が必要であることが理由として挙げ

られていた。研修のオリエンテーションや講座内において、研修成果の活用について繰り返し伝えるな

ど、引き続き改善を図っていく。 

 

校内研修等における成果活用率については、令和３年度の目標である「学校経営研修において 85％以

上」「指導者養成研修において 60％以上」に対して、評価対象となる 15研修のうち 11 研修で目標を達成

した。 

未達成（校内研修での成果活用率 85%未満（学校経営研修）、60%未満（指導者養成研修）） 

 ・教職員等中央研修 

 ・外国人児童生徒等に対する日本語指導指導者養成研修 

 ・体力向上マネジメント指導者養成研修 

 ・食育指導者養成研修 

上述したとおり、学校現場が感染拡大防止対応に追われたことにより、校内研修も多くが中止となっ

た。アンケートの回答内容から、食育指導者養成研修は、体力向上マネジメント指導者養成研修と同様、

そうした影響を大きく受けたことが読み取れた。新型コロナウイルス感染症の影響の他、教職員等中央研

修については、行政等への異動が理由に挙げられていた。校内研修は、今後その重要性が増すことが考え

られるため、研修成果の活用につながるような研修構成に変更し、学校改善に継続的に取り組むことがで

きるよう、改善を図っていく。 

 

評価については、受講者が研修成果を活用した割合や自由記述を分析した。特に精力的に取り組んだ活

用例の自由記述は以下のとおり。 

ア 学校経営研修 

【学校組織の改善】 

・自主公開型の研究発表会に向けて、組織的な校内研修体制の構築を図り、ベテラン教員も若手教員も

共に学ぶことで参画意識の向上を図ることができた。また、地域との連絡調整を密にし、時期の変更や

ICTの活用等、工夫したことで、コロナ禍においても可能な限り地域の特長を生かした教育活動を実践す

ることができた。（校長研修） 

【校内研修の改善】 

・年度当初に、本県の教員育成指標を示し、各自資質の向上に努めるよう促した。また、研修主任と連

携し、校内研修の改善・充実を図った。さらに、授業をはじめ、様々な場面を捉えて助言等を行うなどの

取組により、教員の中に資質の向上に向けた言動が見られるようになった。（副校長・教頭等研修） 

【学校ビジョンの構築】 

・SWOT 分析を行い、学校の課題を共通理解した。一方で強みについても確認、意識化した。その後、

子どもの良さ、学級の良さ、学力調査で良かった単元等、ことあるごとに聞き取り言語化し全体で共通理

解することで、学校全体の前向きな雰囲気づくりをする一助となった。（中堅教員研修） 

【学校財務マネジメントの改善】 

・職員個々の「力」が十分発揮され学校全体の力量が高まるよう、一人一人に対する支援と職種間をつ

ないで「チーム」として課題への対応ができるようスタッフ・マネジメントを意識して取り組んだ。例と

して本校の課題であった学校徴収金のシステム化に向けた取り組みにおいて、会計担当教員の役割と矜
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持を明確化するとともに、負担軽減のため会計ソフトを提示し使用に際しては指導助言や不具合への対

応など不安解消も図った。又、校長及び副校長と協議し学校徴収金のガイドラインを見直し、保護者対応

を複数(各々が役割をもったチーム)で行うこととした。（事務職員研修） 

 

イ 指導者養成研修 

【学校外組織との連携の改善】 

・各校の生徒指導主事（不登校児童生徒支援教員を含む）を対象にした研修会を実施し、市や学校の課

題を共有し解決方法についてともに考え、地域や外部機関との連携について具体的に示した。また、毎月

SC、SSW、教育支援センター支援員、心の教室相談員と定期的に情報交換をし、それぞれの立場から解決

策について検討し、学校と共有した。（生徒指導指導者養成研修） 

・勤務する教育委員会管轄の小中学校の体力向上を目的として、「子どもの体力アップ支援委員会」を

組織し、児童生徒の体力向上を目指した取り組みについての情報発信、動画制作などを行った。（体力向

上マネジメント指導者養成研修） 

【校内研修の改善】 

・年度初めの校内研修において、教員が体験、体感できる内容を企画した。具体的には、エピペントレ

ーナーを全員が使用する、色覚多様性についてアプリを使って板書体験をする、といったことを行った。

体験することで例年よりも多くの教員が意欲的に研修に参加する態度が見られ、研修後の質問や肯定的

な感想が多かった。感染症対策や精神疾患については特に、職員向けの資料を配布したり、会議や打ち合

わせで説明する時間を設けたりすることを数回行った。（健康教育指導者養成研修） 

【カリキュラム・マネジメントの改善】 

・指導主事として、研究協力校の担当者の先生と話し合いながら、各学校の実態に応じて、カリキュラ

ム・マネジメント推進のためにできることを具体的に提案し、一緒に取り組んできた。その結果、先生方

一人一人が学校の教育目標を日常的に意識し、資質・能力の育成という同じ目標に向かって、日々の実践

に取り組むことができるようになった。（カリキュラム・マネジメント指導者養成研修） 

 

【研修の目標とする成果の指標に対する達成状況（基盤研修及び指導者養成研修）】 

令和３年度に実施した基盤研修及び指導者養成研修において、研修の目標とする成果の指標に対する

達成状況（参加率、有意義率等）は、別紙１「令和３年度 実施研修一覧（受講者数・参加率・有意義率・

女性比率）」のとおりである。全ての研修で標準定員に対する参加率が 90％以上となった。特に、Ｃタイ

プで実施した研修では、参加率が 500％を超えるものもあり、「学校教育の情報化指導者養成研修」は

1046.5%となった。また、受講者の 99.8％から「有意義であった」などのプラスの評価を得た。 

 

【研修の効果的・効率的な実施のための方法の導入】 

年度計画に定めた以下①から④の項目の方法を導入し、効果的・効率的に研修を実施した。 

①国の教育施策の方向性や地方公共団体等の研修ニーズ等の把握並びに地方自治体との連携 

令和２年度に引き続き、令和３年度も新型コロナ感染症により、教育現場は大きな影響を受けることと

なった。そこで、地方公共団体等のコロナ禍での研修実施に関する情報共有のため、５月に開催した「全

国研修担当者セミナー」においては、コロナ禍と GIGA スクールをめぐる学校現場の状況と研修の在り方

について情報交換を行った。 

また、「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な

学びと、協働的な学びの実現～（答申）」（令和３年１月、中央教育審議会）の実現のため、１月に長野県

教育委員会とセミナーを共催した。当初は長野県へ参集してのセミナーを予定していたが、新型コロナウ

イルス感染症の拡大により、オンラインでの開催となったが、長野県内外から約 360 名の参加者があっ

た。３つのセッションで「学びの改革」をテーマに協議を行った。 

２月には、「教職大学院教職員研究セミナー」を実施し、教職員支援機構と日本教職大学院協会との連

携協定を踏まえ、全国の教職大学院教職員と共に、当機構と教職大学院・教育委員会の連携の在り方につ

いて協議した。 

大学、関係機関及び企業等との連携協力については、教員研修の高度化、体系化、組織化の実現に一層

寄与することを目的として、地域における都道府県等と大学の連携・協働の拠点となる地域センターを、

前期において８カ所整備した。各地域センターは、所在する都道府県等と連携して、現職教員研修の高度
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化、体系化に資する研修事業、教職大学院学生の単位修得に資するプログラムの開設、教職員の資質能力

の向上に資する調査研究事業等を行っている。 

 

②研修内容・方法等の見直し 

令和３年度から同時双方向型の研修がスタートした。事前に、予想されるトラブル等については対処法

を確認していたが、回線トラブルやアプリケーションの不具合等、予期せぬトラブルが発生することもあ

った。そのため、研修終了後には研修プロデュース室会議において研修内容や運営面の反省を共有し、次

回への改善点を協議するなど、不断の見直しを図った。また、中央研修、基盤研修、指導者養成研修につ

いては、プロジェクトα・βを組織した。αは中央研修、βは基盤研修と指導者養成研修の改善点につい

て検討を行い、令和４年度の研修計画に反映させることとした。 

 

③主体的・協働的な演習や協議 

オンラインによる同時双方向型の研修については、双方向性を重視し、講義内において受講者と講師あ

るいは受講者同士が議論を深められるよう小グループに分けての演習・協議等の方法を導入した。 

中央研修においては、１日の終わりに「ユニットミーティング」を位置づけ、事前課題動画や研修内容

について協議する場を設けた。受講者同士で所属校や各地域の状況について、積極的な情報交換が行われ

た。 

基盤研修、指導者養成研修のＡタイプでは、中央研修と同様、同時双方向型であることから、講義の小

グループ内で活発な意見が交わされた。また、Ｂタイプでは、収録動画視聴後にグループ協議の時間を設

けた。ここでは、機構職員がファシリテートし、講座の内容について観点を示して振り返らせたり、協議

をしたりするようにした。 

受講者は、オンラインで協議ができたことを高く評価していた。 

 

④政府関係機関の地方移転に関する基本方針に基づく研修 

政府関係機関の地方移転に関する基本方針（平成 28 年３月 22 日 まち・ひと・しごと創生本部）に基

づき誘致提案を行った地方自治体３県と連携しつつ、令和３年度のコロナ禍への対応を検討した。当初、

集合型で開催予定であったが、三重県で開催予定であった「外国人児童生徒等に対する日本語指導指導者

養成研修」、福井県の「小学校における外国語教育指導者養成研修」、富山県の「キャリア教育指導者養成

研修」は、いずれも同時双方向型の研修へ変更せざるを得ない状況であった。オンライン研修への変更に

伴い、改めて講師や関係自治体と研修のカリキュラムや運営方法について打合せを行い、円滑な研修の実

施が可能となった。 

 

⑤機構４法人の連携 

12 月に開催した「共生社会を実現する教育研究セミナー」では、通常学級における特別支援教育の在

り方に焦点を当てた。実施にあたり、事前のカリキュラム検討会には、国立特別支援教育総合研究所の研

修担当３名が出席し、講義内容や講義の順番などについて、助言を得た。また、中央研修の次世代リーダ

ー育成研修、４～８年目教員育成研修の「インクルーシブ教育の推進」の講座においては、同じく国立特

別支援教育総合研究所の方に講師を依頼し、講義を行ってもらった。 

国立女性教育会館からは、当機構職員に研修企画委員、及び研修講師の依頼があり、当機構職員が参加

した。 

今後も、他法人と連携・協力しながら、効率的・効果的な研修の実施に努めたい。 

 

【研修の廃止、縮減、内容・方法等の変更】 

機構では、教員研修のナショナルセンターとして、校長、副校長・教頭、中堅教員、事務職員といった

学校管理職及び指導的役割を担う教職員に対する研修の実施等、各都道府県教育委員会や民間機関等で

は担い得ない、国として真に実施すべき研修等を実施している。一方、事務及び事業の遂行にあたって

は、業務運営の効率性、自律性及び質の向上を図る視点を基本としている。 

毎事業年度に実施する各研修の内容等については、国の教育政策の方向性や、受講者又はその任命権者

等に対する研修成果に関する調査結果、都道府県ごとの受講者数、事業年度の評価結果、教育委員会・大

学等の専門家の知見等を踏まえ、不断の見直しを行っている。令和３年度は、以下のように見直した。 
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４．その他参考情報 

特になし 

  

 

①中央研修の改善点 

○研修内容・研修方法等の変更 

令和３年度より、中央研修は５日間の研修とした。これまで集合・宿泊型研修で実施していた時より日

数が減ったため、それぞれの研修においては、対象とする受講者層に必要とされる内容を教員育成指標等

から検討し、講座を決定した。 

校長研修では、昨年度、実施できなかった「学校マネジメントプランの設計」の講義・演習を実施した。

グループ協議の時間には、連携する教職大学院の教員にファシリテーターを依頼し、協議を深めた。ま

た、研修後支援として修了者が希望する場合には、受講年度及び次年度の２年間それらの大学教員に相談

できる体制となっており、令和３年度は２件の依頼があり、登録した教職大学院の教員を派遣した。 

副校長・教頭等研修では、管理職が業務改善に中心となって取り組む必要があることから、タイム・マ

ネジメントの講座を新設した。 

事務職員研修については、これまで年３回の開催であったが、受講機会確保のため、年４回の開催へと

変更した。 

これまでにも述べてきたように、中央研修は結果的に全ての研修をオンライン研修へと変更すること

となったが、変更後も内容等については大きな変更なく実施することができた。 

 

②基盤研修、指導者養成研修の改善点 

○研修内容・研修方法等の変更 

第６期中期目標期間については、基盤研修、指導者養成研修をオンライン研修として実施する。このオ

ンライン研修に関しては、方法・形態について改善の余地が多いこともあり、約３年間の取組を通してオ

ンラインに適した研修内容や研修方法などを探っているところである。指導者養成研修の目的のひとつ

に、学校や当該地域のリーダーとして、研修成果を広く普及させるということが掲げられている。この目

的は引き続き強調していくものの、オンライン研修とすることを考慮すると、できるだけ多くの関心の高

い教職員を対象とすることも検討した方がよい。そこで、研修の時間と質を維持しつつ、Ａ、Ｂタイプは

人数を制限し、協議を充実させたリアルタイム・オンライン研修に、Ｃタイプは、人数を制限せず、いつ

でもどこでも研修が可能となるオンデマンド型の研修として実施した。 

 

③ 研究セミナーの開催 

【新設】防災教育推進セミナー 

令和３年度に新設した「防災教育推進セミナー」を２日間の日程で実施した。防災教育を広義の視点か

ら読み解き、災害を誘引する社会の脆弱性に学校教育がどう向き合えばよいのかについて深く検討する

ことができた。これらのテーマにおいて、新しい学校経営やカリキュラム・マネジメントへの展開に繋げ

ることに寄与した。 

【新設】令和の日本型学校教育実践セミナー 

本セミナーは年度計画にはなかったが、「令和の日本型学校教育」実現のため、長野県教育委員会と共

催した。当初は長野県へ参集してのセミナーを予定していたが、新型コロナウイルス感染症の拡大によ

り、オンラインでの開催となった。荒瀬理事長の基調講演の後、横浜創英中学・高等学校長の工藤勇一氏、

軽井沢風越学園校長の岩瀬尚樹氏がそれぞれ講演を行い、その後３者に長野県の先生方を交え、学びの改

革をテーマに協議を行った。本セミナーを通じて、学びの改革のために必要な教育理念の変革について、

いくつかの実践の背景にある理念を共有することができた。今後は、セミナー参加者各自が各学校の状況

に合わせ、自校にあった理念を創造し、令和の日本型学校教育実現のための学びを改革していく、その営

みが拡がっていくことを期待する。 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―２ 公立学校の校長及び教員の資質の向上に関する指標を策定する任命権者に対する専門的な助言 

業務に関連する政策・施策 政策目標 1 新しい時代に向けた教育政策の推進 

施策目標 1－3 魅力ある教育人材の養成・確保 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人教職員支援機構法第 10 条第１項第２号 

当該項目の重要度、難易度 重要度：「高」（指標は、教員がキャリアステージに応じて身に付ける

べき資質能力を明示化するものであり、教員の研修計画の改善充実を

図る上で重要であることから、機構が有する知見やネットワーク等を

活用した専門的な助言等を行うことは、教員の資質向上を図る上で極

めて重要であるため） 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

令和４年度行政事業レビュー番号 0024 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標期間最終年度値

等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

セミナー開催

件数 
－ 2 件 1 件 － － － － 予算額（千円） 1,436 －   －    －    －    

セミナー参加

人数 
－ 178人 97 人 － － － － 決算額（千円） 1,996 －    －    －    －    

 
    

   
経常費用（千円） 8,116 －    －    －    －    

        
経常利益（千円） △423 －    －    －    －    

        
行政サービス実施コスト（千円） －    －    －    －    －    

        
行政コスト（千円） 8,116 －    －    －    －    

          
従事人員数 14 －    －    －    －    
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標、中期計画、年度計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 評定 B 

＜主な定量的指標＞ 

・指標に関するセミ

ナー開催件数 

 

・指標に関するセミ

ナー参加人数 

 

＜その他の指標＞ 

中期目標に定めた指

標を策定する任命権

者に対する専門的な

助言を適切に行う。 

 

＜評価の視点＞ 

公立学校の校長及び

教員の資質向上に関

する指標を策定する

任命権者に対する専

門的な助言が適切に

実施されているか。 

＜主要な業務実績＞ 

【実施状況】 

（１）相談窓口及び情報交換の広場の運用 

指標策定等に係る質問に対応するための「協議会・指標・教員研修計画等に関する相

談窓口」、及び機構に寄せられた指標に関する情報提供依頼等を踏まえた調査の結果を

掲載する「情報交換の広場」を運用した。（相談件数６件、情報提供依頼件数 11件に対

応） 

 

（２）指標策定に関するアンケートの実施 

都道府県・指定都市教育委員会を対象に、「公立の小学校等の校長及び教員としての

資質向上に関する指標策定に関するアンケート」を実施し、その結果を機構ホームペー

ジに公開した。 

 

（３）主催セミナーにおける指標と研修に関する情報提供 

調査研究プロジェクトにおける知見に基づき、「全国研修担当者セミナー」（５月開

催）において、各都道府県等の指標の中で「ICT（教育機器を含む）」の概念がキャリア

ステージごとにどう記述されているかについてのデータを示すとともに、今後の指標

の在り方に関する情報交換と協議を行った。 

＜自己評価評定：Ａ＞ 

【根拠理由】 

これまでの取組を整理・継続し、全国の教育委員

会の専門的助言を行うハブ機能を果たすために、以

下の取組を実施した。 

 

（１）指標に関する全国の教育委員会からの問い合

わせについて、平成 29 年度に開設した「指標等に

関する相談窓口」及び「情報交換の広場」を引き続

き運用することで、各教育委員会等への情報提供と

情報共有の促進を図った。 

 

（２）都道府県・指定都市教育委員会を対象とした

「指標策定に関するアンケート」を実施し、その結

果を機構ホームページに公開することで、各県市に

おける指標の活用状況や見直し状況等について、今

後に資する情報提供を行った。 

 

（３）調査研究プロジェクトと連携し、主催セミナ

ーで指標における ICT に関する記述についてのデ

ータを示し、情報交換と協議を行うことで、今後の

指標の在り方に関する情報提供と情報共有の促進

を図った。 

 

これらのことから、養成・採用・研修の一体的改

革を担う中核拠点としての助言機能を果たし、中期

計画における所期の目標を上回る成果が得られた

ため、自己評価評定をＡとした。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、研修事業や調査研究事業と連携しなが

ら、専門的助言を行っていく必要がある。 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

中期計画に定められたとおり、概ね着実

に業務が実施されている。 

自己評価は「A」評定であるが、指摘事

項、業務運営上の課題及び改善方策欄及び

その他事項欄に示す点について、さらなる

改善を期待したい。 

 

定量的指標として挙げている「セミナー

開催件数」と「セミナー参加件数」につい

て、いずれも対基準値の 100％を下回って

いるが、指標策定等に係る質問に適宜対応

するとともに、調査結果を「情報交換の広

場」に体系的に公表し、相談窓口としてホ

ームページの情報を充実させており、利用

者目線の対応は評価されるものである。 

また、指標作成についてのアンケートを

毎年行い、結果を公表し各教育委員会に情

報提供している。 

いずれも数年間の情報が蓄積されてお

り、指標作成の拠り所となるものである。 

   

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方

策＞ 

 

 コロナ禍の予測困難な状況ではあるが、

初期の目標を確実に達成するため、セミナ

ーをより積極的に開催する等、工夫が必要

である。 

また、引き続き、研修事業や調査研究事

業と連携しながら、専門的助言を行ってい

く必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

地元の仙台市教員育成協議会ではここ 2

～3 年でいじめ防止と ICT 活用に係る指

標の文言を修正した。指標自体の吟味とと

もに、地域の実態を踏まえた養成・採用・

研修に関する情報共有が進み、例えば学生

が参加できる教育センターでの研修が 40

に増えたことで、学生はもとより教員にと

っても若手教員やミドルリーダーの育成

に関わる OJT 推進に効果があることなど
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４．その他参考情報 

本事業の予算額と決算額に 10％以上の乖離がある理由：セミナーの開催内容が変更されたため、研修対象者が限定されたため。 

  

が共有されている。指標とそれに基づく研

修企画策定のヒントを含め、修正のポイン

ト等の積極的な発信に期待したい。 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―３ 学校教育関係職員を対象とした研修に関する指導、助言及び援助 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標 1 新しい時代に向けた教育政策の推進 

施策目標 1－3 魅力ある教育人材の養成・確保 

 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人教職員支援機構法第 10 条第 1 項第３号 

当該項目の重要度、難易

度 

重要度：「高」（機構が教員の養成・採用・研修を通じた体系的かつ総

合的支援拠点としての使命を果たす上で、機構が有する関係機関間ネ

ットワークのハブ機能、研修実施機能、調査研究機能の有機的連携を

図り、学校教育関係職員の研修の充実に関する指導、助言及び援助を

行うことは、極めて重要な取組であるため） 

困難度：「高」（機構が実施する研修の高度化・体系化を一層推進する

とともに、集合・宿泊型研修とオンライン研修とのベストミックスに

向けた検討・実践を早急に進め、教職員研修の将来像を提案・牽引す

ることは、都道府県教育委員会等における将来の教職員研修の在り方

を方向付ける取組であるため） 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

令和４年度行政事業レビュー番号 0024 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標期間最終年度値

等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

インターネッ

ト配信により

提供した講義

動画の累計タ

イトル数 

－ 152本 197本 － － － － 

予算額（千円） 117,004 －    －    －    －    

決算額（千円） 62,794 －    －    －    －    

経常費用（千円） 82,389 －    －    －    －    

インターネッ

ト配信により

再生された講

義動画の累計

再生回数 

－ 1,583,804回 
2,304,053

回 
－ － － － 

経常利益（千円） 56,751 －    －    －    －    

行政サービス実施コスト（千円） －    －    －    －    －    

行政コスト（千円） 82,389 －    －    －    －    

表彰事業にお

ける実践事例

集の作成・提

供数 

1 件 1 件 1 件 － － － － 

 

従事人員数 14 －    －    －    －    

HP に掲載した

実践事例集へ

の年間アクセ

ス回数 

3,000 回 3,304 回 4,483 回 － － － － 

  

  

   

NITS・教職大

学院コラボ研

修プログラム

支援事業によ

－ 26 件 40 件 － － － － 
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り支援を行っ

た研修プログ

ラム数 

NITS・教職大

学院コラボ研

修プログラム

に参加した人

数 

－ － 5,217 人 － － － － 

  

  

   

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標、中期計画、年度計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 評定 Ｓ 

＜主な定量的指標＞ 

・インターネット配

信により提供した講

義動画の累計タイト

ル数 

 

・インターネット配

信により再生された

講義動画の累計再生

回数 

 

・表彰事業における

実践事例集の作成・

提供数 

 

・HP に掲載した実践

事例集への年間アク

セス回数 

 

・NITS・教職大学院

コラボ研修プログラ

ム支援事業により支

援を行った研修プロ

グラム数 

 

・NITS・教職大学院

コラボ研修プログラ

ムに参加した人数 

 

＜その他の指標＞ 

中期目標に定めた指

導・助言・援助（情

報提供等）を適切に

行う。 

 

＜評価の視点＞ 

学校教育関係職員を

＜主要な業務実績＞ 

（１）都道府県教育委員会等への指導、助言及び援助 

① 教職員への指導、助言及び援助 

ア オンライン研修動画コンテンツの充実 

職務多忙等から職場を離れての研修が困難な教員等に多様な研修の機会を提供するこ

とを目的として、平成 28 年度からオンライン講義動画を制作し、インターネット上の

動画共有サイト『YouTube』に機構公式チャンネルを開設し、提供している。 

 

「校内研修シリーズ」では、校内研修での活用を想定し、1 本 20 分程度で、各テーマ

の基礎理論、又は理論的整理や考え方の提示を行う講義動画を提供しており、多様なテ

ーマについて解説を行う「本編」と、学習指導要領改訂のポイント等を解説する「新学

習指導要領編」に分かれている。 

令和３年度においては、今日的な教育課題となっているテーマ（不登校支援、ESD 等）

を中心に 16 タイトル制作するとともに、高等学校新学習指導要領の改訂のポイントと

学習評価に関する動画を、教科別に 23タイトル制作した。 

 

また、令和２年度に行った「校内研修シリーズ」の活用に関するアンケート調査結果

を踏まえ、「具体的な実践方法を学びたい」というニーズに応えるため、主に自己学習

のために活用することを想定した、1 本 10 分程度の講義動画「実践力向上シリーズ」

を、新たに制作した。本シリーズでは、授業等で実践できる力を身に付けるための内容

を、事例等を交えながら提示している。 

令和３年度においては、今日的な教育課題となっているテーマ（ICT 活用、プログラ

ミング教育）について 6 タイトル制作した。 

 

各シリーズの活用状況は以下のとおりである。 

・再生回数 校内研修シリーズ：720,249 回（令和３年４月～令和４年３月） 

                         （前年度：890,645 回） 

      実践力向上シリーズ：2,816 回（令和４年３月） 

                ※令和４年３月 18 日公開 

 

イ 教職員の資質向上に関する情報発信 

（ア）「動画教材リンク集」の掲載 

学校教育関係職員の資質向上に資する動画教材を提供している外部サイトを紹介す

る「動画教材リンク集」を、機構ホームページに新たに掲載した。文部科学省や教育委

員会、民間企業等のリンクを、説明書きとともに分かりやすく紹介することで、機構の

ホームページにアクセスした人が、学びたい内容に即した動画教材にアクセスできる

ようにした。 

＜自己評価評定：Ｓ＞ 

【根拠理由】 

 教職員や教育委員会への指導、助言及び援助とし

て、オンライン研修動画コンテンツの充実や、教職

員の資質向上に関する情報発信、学校現場における

優れた実践の表彰及び取組の普及、教職員研修の将

来像の提案をはじめとした教職員研修の改善・充

実に資する情報提供、教育委員会等の研修の企画立

案・運営を担う人材育成等を以下のとおり実施し

た。また、教職大学院との連携・協力として、教職

大学院との連携協定、教職員や院生に対する支援、

海外の大学等に対する支援を以下のとおり実施し

た。 

 

（１）中央教育審議会の審議まとめを受け、審議役

をリーダーとした数名の職員に戦略調整担当を命

じ、「新たな教師の学びの姿」の実現に向けた準備

を行った。具体的には、10 月に教育委員会や大学

等の関係者による協議会立ち上げのための意見交

換会を行うことで、関係機関と連携を図り、協働し

て取組を進めていく準備を整えた。また、大学や民

間団体等が広く全国の教職員に提供している多様

な学習コンテンツ等を一元的に検索できるシステ

ムを開発し、令和４年度からの試行的運用の準備を

整えることで、今後のプラットフォームの構築に繋

げ、全国の教職員に学びの機会を提供することに寄

与した。 

 

（２）オンライン研修動画コンテンツの充実につい

ては、「校内研修シリーズ」について、前年度まで

に制作した 152タイトルに加え、令和３年度には、

今日的課題となっているテーマ（不登校支援や ESD

等）を中心に 16 タイトルを制作するとともに、高

等学校新学習指導要領の改訂のポイントと学習評

価に関する動画を、教科別に 23 タイトル制作し、

公開した。また、「具体的な実践方法を学びたい」

というニーズに応えるために、「実践力向上シリー

＜評定に至った理由＞ 

 

以下に示すとおり、中期計画に定められ

た以上の業務の顕著な進捗が認められる

ため。 

 

中央教育審議会の審議まとめを受け、審

議役をリーダーとした数名の職員に戦略

調整担当を命じ、「新たな教師の学びの姿」

の実現に向けた準備を行い、教育委員会や

大学等の関係者による協議会立ち上げの

ための意見交換会を行うことで、関係機関

と連携を図り、協働して取組を進めていく

準備を整えたこと。また、大学や民間団体

等が広く全国の教職員に提供している多

様な学習コンテンツ等を一元的に検索で

きるシステムを開発し、令和４年度からの

試行的運用の準備を整えることで、今後の

プラットフォームの構築に繋げ、全国の教

職員に学びの機会を円滑に提供できたこ

とを高く評価するものである。人員体制が

変わらない中、機構自ら協議会を立ち上

げ、教育関係者にヒアリングを主導的に行

うとともに、協働的な取組を進めた。 

同じく、人員体制を工夫し検索システム

を構築し、教師の目線に立った使いやすい

検索システムを構築した。当該システムに

おいては、免許更新講習のほか、学びの提

供として大学等の研修講座も検索対象に

しており、「新たな教師の学びの姿」の実

現に向けて、機構が構築・運用を求められ

ている３つの仕組みのうちの「ワンストッ

プ的に情報を集約し、適切に整理・提供す

るプラットフォーム」の前段階として、大

学や民間団体等が広く全国の教職員に提

供している多様な学習コンテンツ等を一

元的に検索できるシステムを開発し、即時
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対象とする研修に関

する指導・助言及び援

助が効果的に実施さ

れているか。 

 

（イ）メールマガジンによる情報提供 

隔週の金曜日に、メールマガジン「NITSニュース」を配信し、研修修了者を中心に全

国の教員に対して、研修を担当した講師の論稿等を掲載し、教育現場での実践における

助言に繋がる情報提供を行った。令和３年度は新たに「NITS 大賞受賞校のその後…」

「調査研究プロジェクトレポート」のコーナーを新設し、研修修了後の実践サポート

や、機構の事業発信に繋げた。また、バックナンバーを機構ホームページに掲載するこ

とで、いつでもメールマガジンの内容を閲覧できるようにしている。 

・メールマガジン登録者数 21,405 件（令和４年３月） 

                  （前年度：19,555 件） 

 

（ウ）公式 Facebook による情報共有 

機構公式 Facebookで情報共有を行い、教職員間の情報交換の場を提供した。 

・フォロワー数 1,670件（令和４年３月） 

（前年度：1,605件） 

 

（エ）各教育委員会等が作成した教材に関する情報提供 

各都道府県・指定都市教育（研修）センター等が研修用に作成した教材等を機構が収

集し、教員等が研修の企画や教材を作成する際の参考となるよう機構ホームページに

教材一覧として掲載し、情報提供を行った。 

・アクセス数 5,910 件（令和３年４月～令和４年３月） 

（前年度：13,108 件） 

 

ウ 学校現場における優れた実践の表彰及び取組の普及 

学校をとりまく課題の解決に向けて実践した活動を広く募集し、表彰・公開すること

により、教育現場に優れた取組を普及していく表彰事業「NITS大賞」は、平成 29 年度

に新設し、第５回目の開催となる令和３年度は、136 点の応募があった。 

令和３年度は、従前の取組に様々な改善を加えた。新たに文部科学省を始めとする多

くの関係団体の後援を得るとともに、主題を「子供一人一人が輝ける場となるように～

教師の働きがいを再構築する学校づくり～」とし、学校改善に取り組んだ教育実践を募

集した。また、各実践については、そのプロセスにも脚光を当てることとし、新たな審

査委員も迎えて審査に当たった。一次審査としての書類審査、二次審査としてのオンラ

インによるプレゼンテーション審査を経て、大賞１点、準大賞２点、優秀賞６点、入選

２点を選出した。 

受賞発表は機構ホームページ上で行い、その内容は複数のウェブメディアに掲載さ

れた。受賞発表後には、二次審査におけるプレゼンテーション映像を機構ホームページ

に掲載するとともに、受賞した優秀な実践活動を事例集（冊子）にまとめて発行するこ

とで、全国の教育現場にフィードバックして、効果的な活動の実践を支援した。 

 

エ 情報交換を行う場の提供 

（ア）NITS・教職大学院等コラボ研修プログラム支援事業 

本事業は、各地域における現職教員の研修の高度化・体系化を実現するために、各教

職大学院等が実施する研修、セミナー等の実施に当たり、機構が必要に応じて指導・助

言を行い事業費の一部を補助するものである。 

令和３年度は、21 機関により 40研修の申請がなされ、延べ 5,237名が参加した。実

施後は、実施概要や受講者の感想等をまとめた報告書を機構ホームページで公表し、関

係機関が同様の研修等を実施する際の参考にできるようにした。これにより、教員の資

質能力向上の全国的な充実を図ることに寄与した。 

 

② 教育委員会への指導、助言及び援助 

ズ」を新たに開設し、令和３年度には、「ICT 活用」

「プログラミング教育」について６タイトル制作

し、公開した。これにより、機構において制作、公

開する動画は 197 タイトルに達し、再生回数は全シ

リーズ合計で 723,065回にのぼった。学校現場のニ

ーズに積極的に応えることで、効果的な研修機会の

提供に繋げた。 

 

（３）学校教育関係職員の資質向上に資する動画教

材を提供している外部サイトを紹介する「動画教材

リンク集」を、新たに機構ホームページに掲載した。

機構ホームページにアクセスした人が、学びたい内

容に即した動画教材にアクセスできるようにする

ことで、研修機会の更なる拡充に貢献した。また、

メールマガジン「NITSニュース」において、「NITS

大賞受賞校のその後…」「調査研究プロジェクトレ

ポート」のコーナーを新設することで、受講者の研

修修了後の実践をサポートするとともに、機構の事

業発信に繋げた。 

 

（４）学校をとりまく今日的な教育課題の解決に向

けて実践した活動を広く募集し、表彰・公開し、教

育現場に優れた取組を普及していく表彰事業「NITS

大賞」の第５回を開催した。今年度は事業の内容を

刷新し、新たに主題を設定するとともに、多くの関

係団体に後援をいただき、多様な審査委員に審査を

お願いすることで、事業の趣旨をより明確にした。

応募数は 136 点となり、学校全体を巻き込み、学校

改善に資する好事例の収集に繋がった。さらに審査

を二段階制とし、二次審査でオンラインによるプレ

ゼンテーションを行い、その映像を機構ホームペー

ジに掲載することで、感染症対策を行いながら、同

時に優れた取組の情報発信を実現した。加えて優秀

な実践活動を事例集（冊子）にまとめて機構ホーム

ページへ掲載することで、好事例の普及を促進し、

効果的な活動の実践を支援した。 

 

（５）NITS・教職大学院等コラボ研修プログラム支

援事業は、令和３年度は、21 機関により 40 研修の

申請がなされた。全国で 5,237 名の参加があり、各

地域における、現職教員の研修の高度化・体系化の

実現に寄与した。また、実施後に実施概要や受講者

の感想等をまとめた報告書を機構ホームページで

公表し、関係機関が同様の研修等を実施する際の参

考にできるようにしたことで、教員の資質能力向上

の全国的な充実を図ることに寄与した。 

 

（６）当機構と教育委員会が連携し、マネジメント

研修の企画立案・運営を担う人材育成とともに、マ

ネジメント研修の高度化・体系化を図ることを目

的に対応したことは高く評価できる。 

 

同時にオンライン研修コンテンツの作

成もこれまでと同じように制作し、高等学

校の指導要領解説の動画や新しい試みと

して現場のニーズにさらに応える「実践力

向上シリーズ」など新規動画を作成し、自

らの研修コンテンツの充実に努め、その存

在価値を高めた。 

 

 他にも HP やメルマガ、SNS 等多方面か

ら精力的に情報提供を行い、事業の広報活

動に努めるとともに、具体的な学校現場の

課題に対する優れた取組の表彰や普及、教

職大学院等とのコラボ研修など、多岐に渡

り学校教育関係職員への指導、助言及び援

助を精力的に行っており、その活動は高く

評価されるものである。 

   

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方

策＞ 

 

 令和４年の教育公務員特例法改正に伴

い、戦略調整担当の担う役割が高まるた

め、より一層の文部科学省との連携が求め

られる。 

また、学びのプラットフォームの運用に

おいては、教師や教育委員会のニーズに合

わせてより充実したものとなるよう工夫

していく必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

 

―   
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◎「新たな教師の学びの姿」の実現に向けた体制の構築 

中央教育審議会「『令和の日本型学校教育』を担う教師の在り方特別部会」（令和３年

11 月 15 日）で示された「『令和の日本型学校教育』を担う新たな教師の学びの姿の実

現に向けて 審議まとめ」において、教員免許更新制の発展的解消後の「新たな教師の

学びの姿」の実現に向けた方策とともに、教職員支援機構の果たすべき役割が明示され

た。こうした動きを踏まえ、機構では審議役をリーダーとした数名の職員に戦略調整担

当を命じ、その役割遂行に向けた準備を行った。 

具体的には、教育委員会や大学等の関係者による協議会立ち上げのための意見交換

会を、10月 27 日に行った。意見交換会では、「『令和の日本型学校教育』を担う新たな

教師の学びの姿の実現に向けて 審議まとめ」についての情報共有を行うとともに、後

述するプラットフォーム等についての意見交換を行い、今後の「新たな教師の学びの

姿」実現に向けた方策の方向性の理解・共有を図った。この意見交換会を通じて、関係

機関と連携を図り、今後も協働して「新たな教師の学びの姿」の実現に向けた取組を進

めていくことの確認を行うことができた。また、機構が構築・運用を求められている３

つの仕組みのうちの「ワンストップ的に情報を集約し、適切に整理・提供するプラット

フォーム」の前段階として、大学や民間団体等が広く全国の教職員に提供している多様

な学習コンテンツ等を一元的に検索できるシステムを開発した。令和４年度に試行的

に運用し、全国の教職員に学びの機会を提供するとともに、今後のプラットフォームの

構築に繋げていく。 

 

ア 教職員研修の将来像の提案をはじめとした教職員研修の改善・充実に資する情報

提供 

（ア）教育委員会と大学等との連携促進のために研究協議等の意見交換を行う場の提

供 

 ５月に開催した「全国研修担当者セミナー」及び「教職大学院セミナー」では、１日

目に国内外の教育政策の最新動向について、機構から荒瀬克己理事長と百合田真樹人

上席フェローが基調となる講義において問題提起し、この内容について研修担当者と

教職大学院職員がグループリフレクションを行った。ここでは、「令和の日本型学校教

育」について、話題にするグループが多かった。２日目は、研修内容が異なったため、

研修担当者と教職大学院職員が意見を交換する場はなく、それぞれの内容で研修を深

めた。研修担当者と教職大学院職員が意見交換することは、教員の養成・採用・研修の

一体的改革の推進に寄与するものであることから、今後もセミナー等の中で、積極的に

位置付けていく。 

 

（イ）研修手法の提供  

機構が行う研修の講師情報についてはオンラインによる提供を行っている。教育委

員会等の要請により、職員を研修会講師として都道府県教育（研修）センター等に派遣

し、研修手法等の普及を行った。令和３年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、当機構の職員の派遣の他にオンライン型での研修講師も実施した。 

・講師派遣（オンライン研修含）21 件（令和３年４月～令和４年３月） 

 

イ 教育委員会等の研修への指導、助言及び援助 

（ア）教育委員会等の研修企画・立案担当者を対象とする会議の開催 

 令和４年２月に、「研修企画担当職員研究セミナー」を開催した。このセミナーでは、

今日的な教育課題の解決のためには、全ての教職員に対するマネジメント能力の育成

が強く求められていることから、各都道府県が実施しているミドルリーダーを対象と

した研修の具体について情報交換をするとともに、早期から教員のマネジメント意識

を醸成していくための研修の在り方について協議することを通して、教員研修の高度

化、体系化を実現する指導主事等の専門性の開発を目的とした。ミドルリーダーの育成

は学校現場においても喫緊の課題となっていることから、協議では、各地で実施されて

的とし、令和３年度は、つくば中央研修センターに

５名の特別研修員が派遣された。特別研修員は、実

際に各研修の担当・運営を担い、研修の組立や講師

選定、オンラインによる研修の運営方法等、研修運

営に必要な実践的な能力を獲得した。また本年度は

調査研究の各プロジェクトにもオブザーバーとし

て参画し、調査研究の手法を学んだ。 

 

（７）連携協定を締結した 44 大学との連携協定を

令和３年度も継続し、各教職大学院に「スクール・

マネジメント分野」専門講師の登録を依頼した。中

央研修の校長研修において、26大学延べ 33 名の講

師に「学校マネジメントプランの設計」の指導に当

たってもらったことで、研修の充実に大きく貢献し

た。また、当該大学院生等延べ 259 名が機構の実施

した研修を受講し、教職大学院向け集中研修講座で

は 52 名が単位認定を受けた。このことにより、コ

ロナ禍においても研修の機会を提供し、教職大学院

生の学びを支援した。 

 

 

これらのことから、中期計画における所期の目標

を上回る顕著な成果が得られたため、自己評価評定

をＳとした。 

 

＜課題と対応＞ 

 オンライン研修動画コンテンツの充実について、

「校内研修シリーズ」「実践力向上シリーズ」の内

容の充実や改善について検討していくとともに、新

規シリーズの制作についても検討する。 

また、免許更新制の発展的解消後を見据え、教育委

員会や教職大学院とのさらなる連携の在り方につ

いて、検討していく。 
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いる研修について活発な情報交換が行われた。 

 

（イ）研修の講師情報及び教育委員会等が実施している研修等の情報提供 

機構が実施している研修についての講師情報（講師名、職名、専門分野、研修名）を、

機構ホームページに掲載し、各都道府県・指定都市・中核市教育委員会等へ情報提供を

行った。 

また、都道府県等教育（研修）センターが実施している研修情報を機構ホームページ

に掲載し、情報提供を行った。 

 

（ウ）研修に関する相談窓口の設置 

教育委員会が実施する研修への支援等を行うため、研修にかかる相談窓口を引き続

き開設した。 

・相談件数 176件（令和３年４月～令和４年３月） 

 

ウ 教育委員会等の研修の企画立案・運営を担う人材育成 

機構と教育委員会が連携し、マネジメント研修の企画立案・運営を担う人材育成とと

もに、マネジメント研修の高度化・体系化を図ることを目的とし、令和２年度から実施

している。 

令和２・３年度は静岡県・高知県・鹿児島県に委託を、令和３・４年度は長野県・和

歌山県に委託を行い、令和３年度はつくば中央研修センターに５名の特別研修員が派

遣された。特別研修員は、実際に各研修の担当・運営を担い、研修の組立や講師選定、

オンラインによる研修の運営方法等、研修運営に必要な実践的な能力を獲得した。また

本年度は調査研究の各プロジェクトにもオブザーバーとして参画し、調査研究の手法

を学んだ。 

 

エ 地方公共団体からの要請を踏まえた研修に関する事業への援助 

（ア）外国語指導助手の招聘に関する事業 

地方公共団体が実施する JETプログラム（語学指導等を行う外国青年招致事業）の一

環として実施される、外国語指導助手を対象とした来日直後オリエンテーション（オン

ライン）の資料作成等を行った。 

 

（イ）英語教育海外派遣事業 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和３年度は中止とした。 

  

（ウ）産業・情報技術等指導者養成事業 

農業、工業、家庭、看護、情報、福祉、技術・家庭（技術）、技術・家庭（家庭）の

８教科についてオンライン研修を実施し、計 201名が参加した。（商業、水産は中止） 

    

（エ）産業教育実習助手資質向上事業 

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和３年度は中止とした。 

 

（オ）産業・理科教育教員派遣事業 

理科、農業、工業等の産業・理科教育に関する研修を行うため、受講者を大学等に派

遣し、13 府県より計 19名が参加した。 

 

（２）教職大学院等との連携・協力 

教職大学院等とのネットワークを構築し、機構の全国的な教育研修・支援のハブ機能

を整備・充実を図るため、教職大学院等との連携協力協定の締結を基に、相互の取組の

充実を図るとともに、教職大学院等の院生や教員の研究・交流を支援した。また、海外

の大学や政府機関等と連携し、海外の教員を対象とした研修等、以下の事業を行った。 
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① 教職大学院等との連携協定 

教職大学院等との連携を推進するため、令和２年度までに 44 の教職大学院と連携協

力協定を締結し、令和３年度も継続した。 

連携協力協定を締結した各教職大学院には令和元年度から引き続き、「スクール・マネ

ジメント分野」専門講師の登録を依頼した。令和３年度は 28大学から 65名の登録を得

た。中央研修の校長研修において 26 大学延べ 33 名の講師が「学校マネジメントプラン

の設計」の指導に当たった。今後は、校長研修修了者に対する研修事後指導への協力を

得ることとしている。 

 

② 教職大学院の教員等に対する支援 

教職大学院の開設科目の充実に資するよう、当機構の研修受講を科目の一部として

活用（単位認定）してもらえる仕組みを第５期中期目標・計画期間より整備し、実施し

ている。また、令和４年２月に教職大学院教職員研究セミナーを実施し、当機構と教職

大学院との連携の在り方を検討した。 

  

③ 教職大学院の院生等に対する支援 

機構が行う研修を受講する機会を提供するため、連携協定を締結している 44 大学の

教職大学院等の院生等延べ 259 名が、機構の実施した指導者養成研修及び教職大学院

向け集中研修講座を受講した。このうち、教職大学院向け集中研修講座は、連携協定を

締結する教職大学院に対して、コロナ禍においても研修の機会を減らさないよう、単位

認定を含めた支援を行うものである。教職大学院の授業の開設学期に配慮し、令和３年

度は８月～９月にかけて３講座（「スクール・マネジメント」「生徒指導（教育相談含）」

「道徳教育」）を NITSオンライン研修として開講し、延べ 52 名が単位認定を受けた。 

 

④ 海外の大学等に対する支援 

機構の機能を発揮し、国際的な連携・協力を促進するとともに、相互の教育発展に寄

与するため、本機構とタイ教育省ティーチャーズカウンシル、コンケン大学教員研究開

発センター（IRDTP）が連携し、福井大学等の協力のもと、タイ王国の学校教育の改革

を進めるために選抜されたタイ王国の校長・教育指導主事・教員（83 名）に対する研

修を実施した。 

 

 

４．その他参考情報 

本事業の予算額と決算額に 10％以上の乖離がある理由：新型コロナウイルス感染症の影響等により、事業委託先での実施費用が予定より少なかったことなど。 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―４ 学校教育関係職員が職務を行うに当たり必要な資質に関する調査研究及びその成果の普及 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標 1 新しい時代に向けた教育政策の推進 

施策目標 1－3 魅力ある教育人材の養成・確保 

 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人教職員支援機構法第 10 条第 1 項第４号 

当該項目の重要度、難易

度 

重要度：「高」（養成・採用・研修の一体的な改革を進めていく上で、

教職員の資質向上に関する様々なエビデンスを獲得・蓄積し、機構が

実施する各種事業の企画･立案への反映や教育委員会等に調査研究の

成果を普及していくことは、教職員の資質向上、教職への優秀な人材

の確保を図る上で極めて重要であるため） 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

令和４年度行政事業レビュー番号 0024 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標期間 

最終年度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

実施した調査

研究プロジェ

クト数 

－ 5 件 5 件 －   －   －   －   

予算額（千円） 109,071 －    －    －    －    

決算額（千円） 71,114 －    －    －    －    

経常費用（千円） 90,056 －    －    －    －    

調査研究プロ

ジェクト報告

書の提供数、

及び学校教育

関係者等を集

めた会議等で

の発表数 

4 件 4 件 3 件   －   －   －   － 経常利益（千円） 38,559 －    －    －    －    

        行政サービス実施コスト（千円） －    －    －    －    －    

        行政コスト（千円） 98,883 －    －    －    －    

         従事人員数 14 －    －    －    －    
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標、中期計画、年度計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 評定 A 

＜主な定量的指標＞ 

・実施した調査研究プロジェク

ト数 

 

・調査研究プロジェクト報告書

の提供数、及び学校教育関係者

等を集めた会議等での発表数 

 

＜その他の指標＞ 

中期目標に定めた調査研究及び

成果の普及を適切に行う。 

 

＜評価の視点＞ 

養成・採用・研修の改善に資す

る専門的・実践的な調査研究が

実施されているか。また、調査

研究の成果を機構が実施する各

種事業の企画・立案に適切に反

映させるなど、成果の普及に適

切に取り組んでいるか。 

＜主要な業務実績＞ 

【実施状況】 

（１）調査研究の実施 

教職員の養成・採用・研修の改善に資する専門的・実践的な調査研究

を実施し、機構の各種事業に反映させるとともに、学校教育の関係者に

広く普及させることを目的に、令和３年度においては、次の５つの調査

研究プロジェクトを実施した。 

 

①管理職育成に関する研修の在り方に関する調査研究プロジェクト 

②学習指導法の改善に関する調査研究プロジェクト 

③日本発教師の well-being（個人的社会的幸福）のための制度的保障

に関する調査研究プロジェクト 

④学校運営の行動変容を促進する要因の解明に関する調査研究プロジ

ェクト 

⑤アフターコロナ時代の新たな研修スタイルの確立に関する調査研究

プロジェクト 

 

調査研究組織の運営に当たっては、プロジェクトリーダー会議を開

催し、各調査研究プロジェクトのリーダーが調査研究計画や調査研究

内容の相互関連を計画的に検討し、効果的な調査研究を行った。この運

営により、質の高い研究成果を実現した。 

 

・令和３年度調査研究プロジェクト（令和３年度が調査研究期間最終年

度となるプロジェクト） 

①管理職育成に関する研修の在り方に関する調査研究プロジェクト 

プロジェクトリーダー：葛上 秀文（客員フェロー／鳴門教育大学教

授） 

調査研究期間：令和元年度～令和３年度 

実施概要： 

複雑化、多様化する教育課題に対応するため、研修が一層重要な役割

を持つようになっており、特に研修効果に関する関心が高まっている。

本プロジェクトでは、機構が実施している中央研修を対象に調査研究

を行い、今後の管理職研修の在り方について、その方向性を探ることを

試みた。 

令和３年度中央研修の受講者を対象にアンケート調査を実施し、ヒ

ギンスの制御フォーカス理論から、予防フォーカスと促進フォーカス

に分類される制御フォーカスに焦点を当て、学校管理職及び教育委員

会の制御フォーカスのタイプの違いが、研修の成果にどのような影響

を与えるかの分析を行った。また、令和元年度中央研修の受講者が提出

した研修成果の活用レポートを分析するとともに、研修成果を維持・発

展させたと推定される受講者については、ウェブ会議システムを使っ

てインタビュー調査を実施して、研修成果を維持・発展させる要因につ

いての分析を行った。 

 

②学習指導法の改善に関する調査研究プロジェクト 

プロジェクトリーダー：森山 賢一（特任フェロー／玉川大学教授） 

＜自己評価評定：Ａ＞ 

【根拠理由】 

教職員の養成・採用・研修の改善に資する専門的・実

践的な調査研究を実施し、機構の各種事業に反映させる

とともに、学校教育の関係者に広く普及させることを目

的に、令和３年度においては、次の５つの調査研究プロ

ジェクトを実施した。 

①管理職育成に関する研修の在り方に関する調査研究プ

ロジェクト 

②学習指導法の改善に関する調査研究プロジェクト 

③日本発教師の well-being（個人的社会的幸福）のため

の制度的保障に関する調査研究プロジェクト 

④学校運営の行動変容を促進する要因の解明に関する調

査研究プロジェクト 

⑤アフターコロナ時代の新たな研修スタイルの確立に関

する調査研究プロジェクト 

 

（１）機構全体の調査研究プロジェクトの運営について

は、プロジェクトリーダー会議を開催し、各調査研究プ

ロジェクトのリーダーが調査研究計画や調査研究内容の

相互関連を計画的に検討し、効果的な調査研究を行った。

この運営により、質の高い調査研究成果が実現した。 

 

（２）調査研究成果の普及については、調査研究プロジ

ェクトで得られた知見等に関する記事をメールマガジン

にて配信したほか、１年間の調査研究の成果をまとめた

調査研究報告書等を作成し、機構ホームページに公開す

ることで、積極的な成果発信を行った。また、機構の中央

研修及びセミナーの専門化・高度化を図るエビデンスを

提供するとともに、研修企画に資する提言を行うことで、

機構で実施するオンライン研修の実施・運営方法の改善

に寄与した。さらに、調査研究成果に基づいて、セミナー

を実施するとともに、機構の実施するセミナーのなかで

講演を行うなど、多様な教育関係者に調査研究で得られ

た知見を提供し、成果の共有を図ることで、効果的な成

果普及に繋げた。加えて、機構の上席フェローが自由民

主党政務調査会文部科学部会で教師教育政策・研究につ

いての発表、中央教育審議会で学校管理職の在り方につ

いて、政策提言に資する発表を行った。 

 

これらのことから、調査研究プロジェクトの運営、調

査研究成果の普及と活用について、中期計画における所

期の目標を上回る成果が得られたため、自己評価評定を

Ａとした。 

 

＜課題と対応＞ 

＜評定に至った理由＞ 

 

以下に示すとおり、中期計画に定められ

た以上の業務の進捗が認められるため、 

自己評価書の「A」との評価結果が妥当で

あると確認できた。 

 

令和３年度においては、５つの調査研究

プロジェクトを実施した。 

 なかでも、「⑤アフターコロナ時代の新

たな研修スタイルの確立に関する調査研

究プロジェクト」については昨年度より掲

げているオンラインと集合のベストミッ

クスについて取り上げたものであり、研修

事業のなかの大きな挑戦である研修を３

タイプに分けて行うこととも連動されて

おり、機構の強みを生かすとともに、自ら

の課題解決に向けて前向きに取り組んだ

調査研究であった。 

 調査結果は、メールマガジンやホームペ

ージで配信、公開し、できる限りの成果発

信を行い、普及を図った。また、機構の中

央研修やセミナーの専門化・高度化を図る

エビデンスとしての提供、研修企画に資す

る提言として用いられ、機構で実施する研

修の実施・運営の改善に寄与した。自身の

調査研究を最大限に生かし、さらなる事業

の向上に役立てたことは評価に値する。 

加えて、自民党政務調査会で教師教育・

研究について、中央教育審議会において学

校管理職の在り方について政策提言に資

する発表資料となっており、質の高い調査

研究が行えたと言える。 

 

昨年度までの調査研究より、上記の調査

研究以外は継続的なものであるが、機構の

最優先事項である研修についての調査研

究を本年度より新たに開始したことは評

価に値するものである。他の調査研究につ

いては、本年度で終了するため、今後の調

査研究にも期待が高まっている。 

 

 調査研究の成果の普及については、機構

のホームページやメルマガ等で効率よく

行うと同時に、セミナーや講演のエビデン

スとして提供したり、内容の一部として還
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調査研究期間：令和２年度～令和３年度 

実施概要： 

教員の日常の教育指導が「主体的・対話的で深い学び」に適したスタ

イルで行われることが必要不可欠であり、教員の資質能力向上に関す

る大きな課題である。ICT 環境整備の充実を踏まえた上でのこれからの

児童・生徒の学びの変化への対応、また ICT 環境を充分に活用した「主

体的・対話的で深い学び」の在り方への研究開発が求められている。本

プロジェクトは、「主体的・対話的で深い学び」の視点から、教員養成

段階における学習指導法に関する教育の改善について調査研究を行っ

た。 

教職課程を置く大学等を対象に ICT 活用等に関わるアンケート調査

を実施し、それら大学等における ICT 活用及び情報活用能力の育成に

関する実態把握と授業改善の方向性、さらに「主体的・対話的で深い学

び」に関する対応措置、研修の実態、指導と評価の一体化への対応、大

学における ICT教育の先導的取組の実際について分析を行った。 

 

③日本発教師の well-being（個人的社会的幸福）のための制度的保障

に関する調査研究プロジェクト 

プロジェクトリーダー：本図 愛実（客員フェロー／宮城教育大学教

授） 

調査研究期間：令和２年度～令和３年度 

実施概要： 

国際動向として、OECD からパンデミックにおける学校教育の有用性

が示されつつ、2030年を目途とした well-being（個人的社会的幸福）

の実現が目指されている。本プロジェクトは、教員の働き方や労務実態

を概観し、そこから浮かび上がる課題を明らかにする一方で、そのなか

で教員が働きがいを得る諸因子を探ることで、教員の well-beingを促

進する因子と阻害する因子を明らかにし、システム的な改善につなげ

ることを目的として行った。 

自治体及び当機構の研修受講者を対象としたアンケート調査や教員

養成大学の学生を対象としたアンケート調査を実施し、教師の well-

being の視点から、教職員の資質向上や労務環境、教職キャリア選択の

動機づけ要因について分析を行ったほか、OECD や TALIS により提示さ

れる国際指標や調査結果の影響についてや制度的保障、ジェンダー問

題、異動や通勤といった労働環境、若手教員等の視点から well-being

実現の課題や改善について検討を行った。 

 

④学校運営の行動変容を促進する要因の解明に関する調査研究プロジ

ェクト 

プロジェクトリーダー：青木 栄一（客員フェロー／東北大学教授） 

調査研究期間：令和２年度～令和３年度 

実施概要： 

日本の学校運営や教員個々人の行動が旧態依然となっている状況を

変えるためには、学校や教員の意識ではなく行動の変化が重要である。

そこで、行動変容という学問領域を教員研究にも応用することで、教育

研究上のフロンティアを開拓できる可能性がある。本プロジェクトは、

学校運営の行動変容を促進する要因を解明し、それを実装することで、

学校運営の変革をもたらすことを目的として行った。 

令和２年度に機構の研修受講者を対象にしたウェブ調査を実施して

分析を行ったが、属性に偏りがある可能性が確認されたため、同一の内

教職員研修の高度化及び体系化を図るため、機構主催

研修と調査研究を連携、往還させながら進めていく必要

がある。 

 

元されており、着実な活動を行っている。 

   

 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方

策＞ 

 

本数ですべてを評価するものではない

が、前年度より本数が１本減少しており、

多くの調査研究に区切りがついたなか、令

和４年の調査研究が充実したものになる

ことが求められる。 

 

 

＜その他事項＞ 

 

― 
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容を含むウェブ調査を調査会社に登録された全国の一般モニターのな

かから教員一般を対象にして実施した。それらの調査結果等から、教員

の生活時間とワークライフバランス、睡眠時間とメンタルヘルス、職場

の人間関係と教員の労働時間・メンタルヘルス・職務満足度の関係、タ

イムマネジメント意識、被援助志向性、行動経済的・心理的特性、昇進

意欲や新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響などについて分析を

行った。 

 

・令和３年度調査研究プロジェクト（継続） 

⑤アフターコロナ時代の新たな研修スタイルの確立に関する調査研究

プロジェクト 

プロジェクトリーダー：清國 祐二（上席フェロー／つくば中央研修セ

ンター長） 

調査研究期間：令和３年度～（継続） 

実施概要： 

令和２年に拡大したコロナ禍は教育界にも多大な影響を及ぼし、機

構の研修の在り方を根本から問い直す契機となった。本プロジェクト

では、集合・宿泊型研修として実施する「教職員等中央研修」、オンラ

イン研修として実施する「学校経営に関する基盤研修」及び「教育課題

に対応する指導者養成研修」を対象に調査等を行い、それぞれの研修の

目的を達成するベストミックスやハイブリッドを体現する研修体系の

構築を試みた。 

令和３年度は、機構が実施した３タイプの研修について、研修のプロ

セス及び受講後のアンケート調査の結果等の分析を行った。Ａタイプ

は、講師がリアルタイムで講義を行い、小グループによる演習も行う同

時双方向型研修、Ｂタイプは、講義は収録動画をリアルタイムで配信

し、機構の研修プロデューサーのファシリテートによるグループ協議

でリフレクションを行う同時双方向型研修、Ｃタイプは、学習管理シス

テムを用いて配信する非同期型のオンデマンド研修である。分析から、

研修の満足度や研修による自己の成長や変化、研修への専念状況など

にタイプごとの差異がみられた。今後、各研修を別のタイプで実施する

などしてアンケート調査を行い、ベストミックスやハイブリッドを体

現する研修体系について検討していく。 

 

（２）成果の普及 

調査研究プロジェクトで得られた知見等に関する記事をメールマガ

ジン「NITS ニュース」にて計５回配信したほか、１年間の調査研究の

成果（ならびに進捗状況）をまとめた調査研究報告書等を作成し、機構

ホームページに公開した。 

また、機構の中央研修及びセミナーの専門化・高度化を図るエビデン

スを提供するとともに、研修企画に資する提言を行い、機構で実施する

オンライン研修の実施・運営方法の改善に寄与した。 

さらに、調査研究成果に基づいて、令和２年度に引き続き、地域とと

もにある学校セミナーを実施したり、機構の全国研修担当者セミナー・

教職大学院セミナーのなかで講演を行ったりするなど、機構の事業へ

の還元を図った。 

加えて、百合田真樹人上席フェローが自由民主党政務調査会文部科

学部会「教師の養成・採用・研修・支援小委員会(4/21)」において、「教

師教育政策/研究のパラダイムシフト」についての発表や、中央教育審

議会「『令和の日本型学校教育』を担う教師の在り方特別部会（第 2回）・
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初等中等教育分科会教員養成部会（第 124 回）合同会議(6/28)」におい

て、「『令和の日本型教育』を担う教師を支える学校管理職の在り方をめ

ぐる検討の視点」についての発表などを行った。 

 

４．その他参考情報 

本事業の予算額と決算額に 10％以上の乖離がある理由：新型コロナウイルス感染症の影響等により、研究旅費の執行が予定より少なかったことなど。 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―５ 免許状更新講習及び免許法認定講習等の認定に関する事務 

業務に関連する政策・施策 政策目標 1 新しい時代に向けた教育政策の推進 

施策目標 1－3 魅力ある教育人材の養成・確保 

 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人教職員支援機構法第 10 条第 1 項第 5 号 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

令和３年度行政事業レビュー番号  

 

２．主要な経年データ 

 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標期間最終年度値

等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

免許状更新講

習の開設認定

にかかる審査

件数 

－ 9,930 件 10,102件 － － －  － 予算額（千円） 92,485 － －    －    －    

免許状更新講

習の申請受付

回数 

－ 13 回 13 回 － －    －    － 決算額（千円） 50,790 － －    －    －    

免許法認定講

習等の開設認

定にかかる審

査件数 

－ 104件 132件 － －    －    －    経常費用（千円） 64,884 － －    －    －    

        経常利益（千円） 39,645 － －    －    －    

        行政サービス実施コスト（千円） －    － －    －    －    

        行政コスト（千円） 64,884 － －    －    －    

         従事人員数 1 － －    －    －    
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標、中期計画、年度計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 評定 B 

＜主な定量的指標＞ 

・免許状更新講習の開設認定に

かかる審査件数 

 

・免許状更新講習の申請受付回

数 

 

・免許法認定講習等の開設認定

にかかる審査件数 

 

＜その他の指標＞ 

免許状更新講習及び免許法認定

講習等の認定に関する事務を適

切に行う。 

 

＜評価の視点＞ 

免許状更新講習及び免許法認定

講習等の認定に関する事務を適

切に実施しているか。 

＜主要な業務実績＞ 

【実施状況】  

教育職員免許法に基づく免許状更新講習及び免許法認定講習等の認

定について、免許状更新講習規則及び教育職員免許法施行規則を踏ま

え、文部科学省と連携を図り、本講習の認定に関する事務を以下のとお

り実施した。 

 

（１）免許状更新講習の認定事務 

①令和３年４月から 12 月までは令和３年度に実施される講習、12月以

降は令和４年度に実施される講習の申請を受け付け、審査を行った。３

月までに、令和３年度の講習 903 講習、次年度の講習 617 講習の審査

を完了し、文部科学省による認定が行われた。 

②また、令和２年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の感染拡大

の防止を目的として規定された特例等の影響により、1,620 件の変更届

及び 2,043 件の廃止届が提出された。 

③令和４年度分の免許状更新講習については、「必修」「選択必修」「選

択」の領域に関し、文部科学省による認定事務の変更を踏まえ、申請及

び認定に係る事務処理を行う「免許状更新講習認定申請等システム

（NITSくん）」の操作マニュアル及びＱ＆Ａの更新を行うとともに、当

機構において新たに領域変更手続きを実施した。結果として３月まで

に 20大学等から申請のあった 47講習の領域変更処理を行った。 

 

（２）免許法認定講習等の認定事務 

文部科学省と連携を図り、令和２年度に引き続き新型コロナウイル

ス感染症に関する特例措置に対応するとともに、押印及び郵送の廃止

について文部科学省からの通知を認定申請者とも情報共有し、令和３

年４月から令和４年３月末までに、延べ 132 大学等から受け付けた令

和３年度及び令和４年度の講習の申請について、滞りなく機構の審査

を完了し、文部科学省による認定が行われた。 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響等により、申請件数の約 75％

にあたる延べ 98大学等の開設者がインターネットを活用した実施形態

への変更や会場・日程の変更のほか、廃止等を行った。 

 

＜自己評価評定：Ａ＞ 

【根拠理由】 

 平成 30 年度から免許状更新講習及び免許法認定講習

等の認定に関する事務が文部科学省より移管され、同時

に「免許状更新講習認定申請等システム（NITS くん）」を

導入し、令和３年度も引き続き当該事務を実施した。 

令和４年度分の免許状更新講習については、「必修」「選

択必修」「選択」の領域に関し、文部科学省による認定事

務の変更を踏まえ、申請及び認定に係る事務処理を行う

「免許状更新講習認定申請等システム（NITSくん）」の操

作マニュアル及びＱ＆Ａの更新を行うとともに、当機構

において新たに領域変更手続きを実施した。 

 また、免許状更新講習のみならず免許法認定講習等に

おいても、文部科学省との連携を図り、申請等要領の改

訂等に際しては綿密な情報交換を行うとともに、着実に

事務処理を進め審査を完了した。 

 なお、免許状更新講習及び免許法認定講習ともに、新

型コロナウイルス感染症の防止を目的として規定された

特例等の影響により、インターネットを活用した実施形

態への変更等を行うため、例年に比べ格段に多くの変更

届、廃止届を受付け事務処理を行った。 

 

これらのことから中期計画における所期の目標を上回

る成果が得られたため、自己評価評定をＡとした。 

 

＜課題と対応＞ 

認定に関する事務を行うに当たっては、教育職員免許

法等による教員免許制度に関する知識が必要であり、継

続的にこうした知識を持つ職員の育成を行っていく必要

がある。 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

中期計画に定められたとおり、概ね着実

に業務が実施されている。 

自己評価は「A」評定であるが、指摘事

項、業務運営上の課題及び改善方策の欄に

示す点について、さらなる改善を期待した

い。 

 

 定量的評価について、いずれも対基準値

100%を上回っているが、120％を上回るも

のは 3 項目のうち 1 項目のみである。ま

た、認定事務を滞りなく行うことは通常業

務であるため、120％相当とみなすのは困

難である。 

 

【更新講習認定事務】 

文部科学省からの業務移管（平成 30 年４

月）に際し整備した「免許状更新講習認定

申請等システム」の利便性の向上に努め、

大学等と機構の双方の事務の更なる効率

化を図るとともに、文部科学省と連携しつ

つ、認定事務を確実に遅滞なく実施した。 

 

【認定講習認定事務】 

文部科学省と連携を図り、新型コロナウイ

ルス感染症への対応に関する事務手続の

変更などについて情報共有し、令和３年度

に延べ 132 大学等からの講習申請につい

て、滞りなく審査を完了した。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善

方策＞ 

困難度がとりわけ高いとは言えないが、

通常業務を確実に行っている。今年度末に

構築した、研修検索システムを稼働させて

おり、新たな業務への確実な対応が期待さ

れる。 

 

＜その他事項＞ 

 － 

 

 

４．その他参考情報 

本事業の予算額と決算額に 10％以上の乖離がある理由：事業を計画より少額で実施できたことなど。 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―６ 教員資格認定試験の実施に関する事務 

業務に関連する政策・施策 政策目標 1 新しい時代に向けた教育政策の推進 

施策目標 1－3 魅力ある教育人材の養成・確保 

 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人教職員支援機構法第 10 条第 1 項第 6 号 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

令和４度行政事業レビュー番号  

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標期間最終年度値

等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

教員資格認定

試験の出願受

理件数 

－ 1,019 件 1,461 件 － －   －   －   予算額（千円） 140,633 －   －   －   －   

実施種目数 3 種目 3 種目 3 種目 － －   －    － 決算額（千円） 103,111 －   －   －   －   

        経常費用（千円） 126,579 －   －   －   －   

        経常利益（千円） 38,918 －   －   －   －   

        行政サービス実施コスト（千円） - －   －   －   －   

        行政コスト（千円） 126,579  － －   －   －   

          従事人員数 3  － －   －   －   

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標、中期計画、年度計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 評定 A 

＜主な定量的指標＞ 

・教員資格認定試験の出願受理

件数 

 

・実施種目数 

 

＜その他の指標＞ 

教員資格認定試験の実施に関す

る事務を確実に行う。 

 

＜評価の視点＞ 

教員資格認定試験の実施に関す

る事務を確実に実施している

か。 

＜主要な業務実績＞ 

【実施状況】             

教育職員免許法に基づく教員資格認定試験の実施について、教員資

格認定試験規程を踏まえ、文部科学省と緊密な連携を図り、秘密保持に

十分留意した上での試験問題作成、及び試験の実施に関する事務を確

実に実施した。 

 

〔新型コロナウイルス感染症への対応〕 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び受験者等の安全確保

の観点から、前年度に引き続き令和３年度においても受験者への周知・

徹底事項並びに試験スタッフや試験会場での対策、運営内容を定めた

「令和３年度教員資格認定試験における新型コロナウイルス感染症へ

の対応について」を策定・公表し、試験を確実に実施した。特に試験会

場の確保に当たっては、全ての試験会場についてソーシャルディスタ

ンスが十分に確保できるよう収容能力に配慮して選定した。 

＜自己評価評定：Ａ＞ 

【根拠理由】 

（１）新型コロナウイルス感染症の流行下においての試

験実施にあたり、必要な対応策について情報収集及び関

係者との連絡調整を進め、「令和３年度教員資格認定試験

における新型コロナウイルス感染症への対応について」

を策定、実施し、感染拡大防止及び受験者等の安全確保

を図った。特に受験希望者が増加傾向にある小学校教員

資格認定試験の受験会場の確保に当たっても、ソーシャ

ルディスタンスの確保が十分に可能な会場を選定した。 

 なお、東京近郊会場の第１次試験実施に際し、急遽地

方公共団体から PCR 検査による陰性確認をすることが条

件とされたことに対しても、受験予定者全員に連絡・確

認を行うとともに、検査に要した費用の一部を負担する

など、適切に対応した。 

＜評定に至った理由＞ 

 

以下に示すとおり、中期計画に定められ

た以上の業務の進捗が認められるため、自

己評価書の「A」との評価結果が妥当であ

ると確認できた。 

 

 受験者の安全を確保するために必要な

対応策について情報収集及び関係者との

連絡調整を進め、「令和３年度教員資格認

定試験における新型コロナウイルス感染

症への対応について」を策定、実施し、検

査や会場確保、十分なテストを重ねた web

会議システムを組み合わせて活用したこ

とは評価に値する。 
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なお、茨城県と大阪府で実施した１次試験のうち、茨城県においては

試験会場となる県有施設において参加者全員の PCR 検査の陰性確認を

行うことが条件とされたため、茨城県での受験予定者 743 名に対し個

別に連絡（文書郵送、メール送信、電話連絡）を取り PCR 検査の受検依

頼を行うとともに、やむを得ない理由により受検できない者のために

当日、試験会場で受検できる体制をとった。なお、茨城県での受験予定

者の費用負担と大阪府受験者との費用負担面の公平性を考慮し、検査

に要した費用の一部について機構が負担した。 

 

〔幼稚園教員資格認定試験〕 

新型コロナウイルス感染症への対応のもと、実施要領に定められた

とおり、確実に試験を実施した。 

 

〔小学校教員資格認定試験〕 

新型コロナウイルス感染症への対応のもと、実施要領に定められた

とおり、確実に試験を実施した。 

 第２次試験については、新型コロナウイルス感染症の感染リスク回

避のため、受験案内においてウェブ会議ツールにて実施することを明

記し、また、試験実施方法に不安な受験者に対しては第２次試験前に数

日間の接続テスト期間を設け対応した。２次試験の実施に当たっては

外部有識者の協力を得るとともに、機構の全職員が運営業務にあたっ

た。 

 

〔特別支援学校教員資格認定試験〕 

新型コロナウイルス感染症への対応のもと、筑波大学の協力を得つ

つ東京において実施要領に定められたとおり、確実に試験を実施した。 

 

〔出願件数、実施日程等〕 

令和３年度試験における出願件数は、幼稚園 30名、小学校 1,242名、

特別支援学校 189 名であった。 

令和３年度の認定試験に関する主な日程は以下の通りであり、全日

程を滞りなく遂行することができた。 

 

令和３年４月 「試験の案内」を公表（幼稚園、小学校） 

５月     「試験の案内」を公表（特別支援学校） 

５～６月   出願受付（幼稚園、小学校） 

６月     出願受付（特別支援学校） 

８月     幼稚園教員資格認定試験、小学校教員資格認定試験第

１次試験 

９月     特別支援学校教員資格認定試験第１次試験 

10 月     幼稚園教員資格認定試験 合格発表 

11 月     小学校教員資格認定試験及び特別支援学校教員資格認

定試験 第２次試験 

12 月     小学校教員資格認定試験 最終合格発表 

令和４年１月 特別支援学校教員資格認定試験 最終合格発表 

 

（２）小学校教員資格認定試験については、第２次試験

について、新型コロナウイルス感染症の感染リスク回避

のため、受験案内においてウェブ会議ツールにて実施す

ることを明記し、また、試験実施方法に不安な受験者に

対しては第２次試験前に数日間にわたり接続テストの機

会を提供したことにより、大きな混乱が起こることなく、

確実に試験を実施することができた。 

    

（３）幼稚園教員資格認定試験及び特別支援学校教員資

格認定試験については、実施要領に定められたとおり確

実に実施した。 

 

これらのことから、実施要領に規定された試験内容の

確実な実施に留まらず、新型コロナウイルス感染症への

感染リスク回避に対応した参集型の試験及びオンライン

試験の実施、試験運営業務の外部委託による効果的・効

率的な運営の改善を図っていることなどから、中期計画

における所期の目標を質的に上回る成果が得られたこと

から、自己評価評定をＡとした。 

 

＜課題と対応＞ 

 機構における業務として実施するに当たり、効果的・

効率的な実施方法を引き続き検討していくことが必要で

ある。 

 

特に一部会場においては PCR 検査が義務

付けられていたため、一部負担で対応する

など、受験者ファーストの対応を取ってい

る。 

 コロナ禍でも安心して受験できたこと

により出願件数が増加している一因とな

っていると想定され、上記のような多面的

な対応を取ったことは、通常の教員資格認

定試験業務を超えており評価に値する。 

  

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方

策＞ 

 

 機構における業務として実施するに当

たり、効果的・効率的な実施方法を引き続

き検討していくことが必要である。 

 

 

＜その他事項＞ 

 認定試験の問題について、教職教養の知

識を問う問題が社会人にとって負担が大

きいのではないか。 

 その一方、教科の試験は負担軽減のため

教科選択制であり、選び方によっては実技

教科以外の科目の学力があまり問われな

い。 

社会人を登用するのであれば、教科をし

っかりと教えられるかが重要であるため、

前者より後者をより重要視すべきではな

いか。 

 

４．その他参考情報 

本事業の予算額と決算額に 10％以上の乖離がある理由：事業を計画より少額で実施できたことなど。 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２ 業務運営の効率化に関する事項 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

令和４年度行政事業レビューシート番号 0024 

 

２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 
基準値 

（前中期目標期間最終年度値等） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

一般管理費 

（土地借料除く） 計画的な削減に努め、前年度に比

較して 1％以上の効率化 
3％ 1％ －    －    －     －     

R3:設備の安全性の向上や感

染症対策に要した臨時的経

費を除く 

業務経費 

計画的な削減に努め、前年度に比

較して１％以上の効率化 
0.5％ 26％ －    －    －     －     

R2 から R3 への事業費の主

な減少理由:R2に実施した大

規模工事（第一宿泊棟等改修

工事）を R3 は実施していな

いため。 

 一者応札 
10％未満 9.4％ 10.5％ －    －    －     －     

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標、中期計画、年度計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 評定 B 

＜主な定量的指標＞ 

・一般管理費（土地借料除

く） 

・業務経費 

・一者応札 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

経費等の縮減・効率化が適

切に実施されているか。 

＜主要な業務実績＞ 

【実施状況】 

（１）経費等の縮減・効率化 

① コロナ禍における執行計画の変更 

 コロナ禍にあっては、役職員の出張、会議における委員の招集や調査研究における

職員等の移動の機会が予定より大幅に減少したことで旅費の支出が大きく減額とな

ったほか、会議や研修会など、集合して実施を予定していた事業についてもほとんど

をウェブを使った開催としたことにより、会場費やその他諸経費の減少につながっ

た。 

 

② テレワークの対応および研修のオンライン対応  

 政府の緊急事態宣言を受け、令和２年度に整備したテレワーク用パソコンや通信環

境をテレワークに有効に活用することができた。 

集合型研修に変え、令和２年度に導入したオンラインによる研修システム「学びば

こ」に、必要なカスタマイズを行うとともに、令和２年度に整備したスタジオを有効

に活用し、研修の LIVE 配信や収録を行った。 

この結果、予定した形での事務・研修事業を形を変えて実施するようになり、新た

な経費が発生する反面、旅費や会場借料等といった経費が抑制されることとなり、結

果として経費を縮減することとなった。 

＜自己評価評定：Ｂ＞ 

【根拠理由】 

（１）令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響

を鑑みて、予定していた集合型研修のすべての研修をオ

ンライン研修に順次変更して対応することとなった。こ

のような状況の中、予算計画を見直しながら、予算の再

配分に努めた。 

また、集合・宿泊型研修に変わるオンライン研修の実

施のため、研修システムに必要なカスタマイズを行うと

ともに、令和２年度に整備したスタジオを有効に活用し、

研修の LIVE配信や収録を行うなどの対応を行った。 

これらは本来、機構本部で行う予定であった集合研修

が実施できなくなったことに伴って生じた経費を活用し

て対応したものであり、無駄の無い柔軟な予算執行が図

られている。 

 

（２）一般管理費及び業務経費の削減、契約の適正化、

４法人による間接業務等の共同実施、研修・管理業務の

ICT 化等を行ったことにより、経費等の縮減・効率化を

＜評定に至った理由＞ 

 

中期計画に定められたとお

り、概ね着実に業務が実施され

たと認められるため、自己評価

書の「Ｂ」との評価結果が妥当で

あると確認できた。 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

集合研修ができなかったこと

による iPad等の機器のレンタル

から BYODに転換を図ったことは

評価されるが、ICT 機器のレンタ

ルの期間や契約の仕方には課題

があり、同様のことがないよう

機器の管理体制等見直す必要が

ある。 
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③ 契約形態の見直し 

 宿泊型研修をオンライン研修に変更する都度警備、清掃、施設管理の各委託業務に

おいて業務内容の見直し検討を行い、合計で 1,290 万円を減額する契約変更を行っ

た。 

   

④ 経費の削減目標 

コロナ禍における経費見直しを行いつつ、一般管理費と業務経費の整理を行うこと

により、設備の安全性の向上や感染症対策に要した臨時的経費を除く一般管理費（△

１％）及び業務経費（△１％）の削減目標を達成した。 

 

⑤ ４法人による間接業務等の共同実施 

 平成 25 年閣議決定を踏まえ、４法人による間接業務等の共同実施に関する協議会

報告書に基づき、費用対効果を検証しながら、継続的に間接業務等の共同実施を行っ

ている。 

職員研修の共同実施については、公文書管理研修及び人事制度研修をテーマとし、

オンラインで実施した。専門家からの講義後に、小グループに分かれ、研修テーマに

関連し４法人の現状や課題についての情報交換・意見交換を行った。また、新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止への配慮から、他法人による内部監査の共同実施を実施し

ない代わりに、オンラインで、各法人の監査や ICT 化への取組等についての情報交換

会を開催した。調達業務についても、前期に引き続き、非常食等の共同調達を実施し

た。これにより、各法人が個別に業務を実施する場合に比べ、実施の効率化及び経費

節減を図ることができた。 

 

⑥ 上記以外の共同調達 

上記閣議決定とは別に、機構においては、茨城県を所在地とする筑波大学など８機

関で行っている物品の共同調達にも参加しており、令和３年度には、トイレットペー

パーと PPC 用紙の２品目について共同調達を実施し、機構単独で調達するより安価

で購入することができた。 

 

（２）契約の適正化 

① 調達等合理化計画の状況 

 「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年５月 25

日総務大臣決定）に基づき策定した調達等合理化計画に沿って、一者応札・応募に関

する調達の改善に努めた。 

一般競争入札等の実施に当たっては、競争参加資格要件の緩和や公告期間の延長

（従前の原則 10 日以上から 20 日以上を確保）等を実施し、数多くの業者が入札等に

参加できるように競争性の確保に努めた。 

その結果、令和３年度の一般競争入札等における一者応札・応募の割合は、２件、

10.5％となった。 

 

② 契約監視委員会における点検・見直しの実施 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年５月 25

日総務大臣決定）に基づき設置した契約監視委員会（委員は監事１名、外部有識者２

名（弁護士１名、公認会計士１名））を開催し、令和３年度調達等合理化計画の内容

について、一者応札に関する調達や経費節減・効率化に関する調達の適正性等の点検

を行い、適切に実施されたことを確認した。 

 

③ 調達関係情報の開示 

機構ホームページに調達情報のページを設け一般競争入札や企画公募の公告を掲

図り、業務運営の効率化に寄与することができた。 

 

これら業務運営の効率化への柔軟な対応により、コロ

ナ禍にありながら効率的で無駄の無い取組を行うことが

でき、中期計画における所期の目標を概ね達成している

ため、自己評価評定をＢとした。 

 

＜課題と対応＞ 

 引き続き事業内容への柔軟な対応を図り、業務の効率

化を行うとともに、経費節減や効果的な契約の実施に向

け一層の見直しを図るなど、経費等の縮減・効率化につ

ながる方法等を、確保・実践する必要がある。 

 また、引き続き省エネルギー対策及び環境に配慮した

物品等の調達を推進し、経費節減に努める必要がある。 

＜その他事項＞ 

 

― 
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載し、より多くの参加者を募ることで競争性を確保するとともに、「公共調達の適正

化について」（平成 18 年８月 25日財計第 2017 号）に基づき、競争入札や随意契約に

係る契約結果の情報を開示し、引き続き契約業務の透明性の確保に努めた。 

④ その他 

物品等の調達に当たっては、「環境物品等の調達の推進を図るための方針」（令和２

年４月 23 日）を定め、引き続きグリーン購入法に適合する環境に配慮した製品等の

調達に努めた。 

また、大手町事務所で実施していた免許更新講習認定事務等を一ツ橋事務所に移管す

ることで、大手町事務所を完全閉鎖することができ、令和４年度より、年間３千万円

以上の事務所賃貸料の削減に努めた。 

 

（３）研修・管理業務の ICT化 

 研修の ICT 化に向け、研修におけるウェブ会議システムの利用拡大や、研修資料を

クラウド上からダウンロードするペーパーレス化を図るため、Wi-Fi の回線速度を上

げるなど、ICT 環境の整備を進めた。また、令和２・３年度については、受講者用 iPad

をレンタルし、iPad を有効利用した集合・宿泊型研修の運営方法等を検討してきた。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、集合・宿泊型研修をすべてオンラ

イン研修に変更したために、iPad を有効利用できなかったことや、GIGA スクール構

想により教員一人一台のパソコン保有が進んだことなどを背景に、令和３年度末に研

修の BYOD（Bring Your Own Device）化の方針を決定した。これにより、集合・宿泊

型研修において、受講者がパソコン等を持参して研修で活用することとなり、ウイル

ス対策などこれまで以上に情報セキュリティに配慮する必要があるが、受講者用パソ

コンや iPadのレンタルに必要な経費と比較し、大幅な経費削減となる。 

管理業務の ICT化については、通年で勤務管理システムを活用し、必要なデータを

電子データで処理することができるようになり、ペーパーレス化が図られた。また、

事務用パソコン・プリンタ・ネットワーク等情報システムの更新時期に合わせ、管理

業務の ICT 化と情報システムに係る必要経費削減を考慮し、始めにクラウドサービ

スの利用を検討して情報システムを導入するという政府の方針（クラウド・バイ・デ

フォルト原則）に基づき、情報システム導入に向けた準備を進めた。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３ 財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

令和４年度行政事業レビュー番号 0024 

 

 

２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 
基準値 

（前中期目標期間最終年度値等） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値

等、必要な情報 

 自己収入 － 25 百万円 36 百万円 －    －    －    －    － 

 一般管理費の固定経費 － 72 百万円 64 百万円 －    －    －    －    － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標、中期計画、年度計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 評定 B 

＜主な定量的指標＞ 

・自己収入 

・一般管理費の固定経費 

 

＜その他の指標＞ 

予算、収支計画及び資金計

画に沿った適切な執行が行

われたか。 

 

＜評価の視点＞ 

自己収入の確保、固定経費

の節減、財務内容等の透明

性の確保が適切に実施され

ている。 

＜主要な業務実績＞ 

【実施状況】 

機構の予算を７つのセグメント・収益化単位に区分し、セグメント

ごとの予算及び実績の管理を行い予算運営を行った。 

また、決算に係る各事業年度の財務諸表や決算報告書等を機構ホー

ムページで公開するとともに、直近の決算について図や表を交えて解

説した「決算の概要」も公開し、開示内容の充実に努めた。 

 研修・宿泊施設については、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り集合・宿泊型研修を実施しないこととしたため、１年間外部からの

受講者等を受け入れることができなかったが、再開後の研修の実施環

境や居住環境を意識し、受講者が研修に集中でき、かつ安全で快適に

研修を受けられる運営を念頭に置いて施設・設備の整備・充実に努め

た。 

 集合・宿泊型研修の中止及び研修施設、体育施設の貸し出し中止の

措置を講じたことにより宿泊料収入等が入らなかった。今後の再開時

期について検討を重ねるとともに、新たな利用者開拓の検討も行って

いる。 

 宿泊料収入・運営費交付金収入以外に、財源の多様化を図る取り組

みとして、茨城県より宿泊事業者感染対策支援事業費補助金 411,000

円の交付を受け、宿泊施設の感染症対策を行った。これにより集合・

宿泊型研修の再開に向けた環境を整備することができた。 

 

＜自己評価評定：Ｂ＞ 

【根拠理由】 

６つのセグメント・収益化単位（法人共通経費を含めて７つのセグメ

ント・収益化単位）に区分して予算、収支計画及び資金計画に沿った適

切な執行を行っているほか、財務諸表等のホームページでの公開を行っ

た。 

コロナ禍の中、予算の柔軟な執行を図る中で、オンラインによる研修

を実施しながら、研修再開に向けた施設・設備の整備などを行っている。

コロナ禍にあって外部利用をすべて中止としたことにより宿泊料等の収

入が入らなかった影響は大きいが、利用再開に向けた検討とともに新た

な収入確保の方法の検討を進めるなどにも努めており、令和３年度にお

いては茨城県から宿泊施設の感染症対策にかかる補助金の交付を受ける

ことができた。 

 

これらのことから中期計画における所期の目標を達成しているため、

自己評価評定をＢとした。 

 

＜課題と対応＞ 

施設利用再開と自己収入確保の検討に努めるとともに、収入が見込め

ない中での中期計画及び年度計画を踏まえた適切な執行を着実に実施す

る必要がある。 

＜評定に至った理由＞ 

 

中期計画に定められたとお

り、概ね着実に業務が実施され

たと認められるため。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果

が妥当であると確認できた。 

 

＜今後の課題＞ 

 

自己収入確保の検討に努める

とともに、収入が見込めない中

での中期計画及び年度計画を踏

まえた適切な執行を着実に実施

する必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―１ 長期的視野に立った施設・設備の整備・管理の実施 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

令和４年度行政事業レビュー番号 0024 

 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

基準値 

（前中期目標期間最終年度値等） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

施設・設備の 

有効活用の推進 

－ － 0 件 －    －     －         － 施設提供件数 

－ － 0 円 －    －     －         － 使用料収入 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標、中期計画、年度計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 評定 B 

＜主な定量的指標＞ 

・施設提供数 

・使用料収入 

 

＜その他の指標＞ 

施設・設備の整備・管理状況 

 

＜評価の視点＞ 

施設・設備の整備・管理が適切

に実施されているか。 

＜主要な業務実績＞ 

【実施状況】 

（１）施設・設備の整備 

①施設整備費事業 

令和３年度は、令和３年度補正予算において以下の事業の予算措置がされ、予

算全額が繰り越し承認され、次年度（令和４年度）早期の工事契約・完成を目指

すものである。 

 

事業名 第二研修棟等改修工事    

（事業内訳） 

・第二研修棟空調設備改修工事 

・第二研修棟等外壁改修工事 

 

予算規模：127,002 千円（財源：施設整備費補助金） 

 

②機構の財源による施設・設備の整備 

機構が行う業務について、効率化等経費の見直しにより捻出した財源を活用し

て、施設・設備の老朽化への対応、災害時の避難場所としての対応、研修受講者

に対しより良い環境での研修を提供するための対応を目的に優先的に整備を行

った。 

 

ア 施設強靭化のための整備 

・給水基幹設備である受水槽及び高架水槽を樹脂製からステンレス製へ更新し、

耐久性及び耐震性の向上を図った。これにより給水機能の持続性を向上させてい

る。 

 

イ 研修環境安全性確保のための整備 

・機構敷地境界南面は、比較的低い擁壁と低木植込みだけで防壁が備わっていな

かった。 

＜自己評価評定：Ａ＞ 

【根拠理由】 

（１）令和３年度自己資金により措置された工事につい

ては、遅滞なくすべて年度内に完了し機構の施設・設備

の老朽化及び機能向上のための整備を図ることができ

た。 

 

（２）業務の効率化等により捻出した財源を活用して、

施設の安全対策、研修環境の改善、施設のバリアフリー

化に目を向けて施設・設備の充実に取り組んでいる。 

 建築基準法等により定められた、建築物の適法性を確

保するための調査・検査において、現行法令に適合しな

い（既存不適格）施設設備の改善として、食堂棟防火シ

ャッター設備の危害防止用感知装置（シャッターはさま

れ事故防止）の改良工事を行うなど、施設の安全対策に

関わる整備を行った。 

また、第二研修棟内の医務室を再整備する際、緊急呼

び出し装置を整備するなど、研修受講生及び教職員に対

するバリアフリー化の拡充化を図った。 

 

 施設の外部利用中止の判断については、新型コロナウ

イルス感染症による感染防止という 状況から見て当然

の措置であった。施設強靱化への対応、安全・安心への

対応、受け入れ再開を先見した対応など、施設・設備の

整備及び施設の有効活用に対する独自の取組において、

中期計画における所期の目標を上回る成果が得られたた

め、自己評価評定をＡとした。 

 

＜課題と対応＞ 

＜評定に至った理由＞ 

 

中期計画に定められたとお

り、概ね着実に業務が実施され

ている。 

自己評価は「A」評定であるが、

今後の課題の欄に示す点につい

て、さらなる改善を期待したい。 

 

・バリアフリー化の拡充 

・危害防止用感知装置の改良 

・研修環境安全性確保フェンス

整備 

・施設強靭化、長寿命化への整備 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

施設・設備の有効活用を再考

し、施設提供の方法の検討を図

るとともに、保有の必要性につ

いて不断の見直しを行ってほし

い。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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従って、容易に侵入される可能性など防犯リスクが高かったことから、新たに

フェンスを設置し、研修環境の安全性を確保した。また、食堂棟防火シャッター

の危害防止用感知装置に改良を加えることで、関係法令等の基準を満たし安全性

を向上させた。 

    

ウ 施設の長寿命化のための整備 

・管理棟の屋上防水は、著しい劣化のため頻繁に雨漏りが発生していたことから、

屋上防水工事を実施した。その際、新規防水材の材質を高耐久性とし、施設の長

寿命化を図った。 

また、高反射性を併用したことにより、夏期の空調負荷低減にも寄与した。 

 

エ 施設のバリアフリー化のための整備 

・第二研修棟事務室等模様替を行った際、医務室を再整備し室内には緊急呼び出

し装置を整備するなど、バリアフリー化の充実化を図った。 

 

（２）施設・設備の有効活用の推進 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、昨年度に続き施設提供事業はすべて

中止した。 

研修施設は、集合・宿泊型研修を中止しすべてオンラインによる研修とし、ま

た新型コロナウイルス感染症による感染防止のためその他の外部利用について

もすべて中止した。 

体育施設（体育館）については、これまで定期的に使用していた団体等から繰

り返し利用再開の問い合わせがあったが、感染の予防、クラスターの発生の危険

性などから、年間を通し外部利用をすべて中止した。 

研修施設は、職員が密を避けて業務を行うようにするための執務室の代用とし

て活用したものの、本来目的での利用には供していないため、令和３年度におけ

る稼働率は研修施設、宿泊施設、体育施設とも計上していない。 

 

（３）研修・宿泊施設の管理について 

施設の維持管理・運営業務については、「公共サービス改革基本方針」（平成 27

年７月閣議決定）に基づいた民間競争入札を平成 28 年度に実施し､平成 29 年度

～令和２年度に同業務を実施した。令和３年度からは、当該年度を５年契約の１

年目として、新たに同業務を実施している。 

 

これまで、施設・設備の有効活用を推進してきたが、

利用再開時における施設提供の方法の検討を図るととも

に、保有の必要性について不断の見直しを行う。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―２ 人事に関する計画 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

令和４年度行政事業レビュー番号 0024 

 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

基準値 

（前中期目標期間最終年度値等） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

 

人件費（決算額） － 271,610 千円 286,687 千円 －    －    －     －     平成３０年度より、免許状更新講習及

び免許法認定講習等の認定事務並び

に教員資格認定試験の実施事務が文

部科学省より移管 

 年度末職員数 － 34 人 35 人 －    －    －     －     

 常勤職員の給与水準

(年齢･地域･学歴勘案) 

対 国 家 公 務 員

100以下 
97.9％ 103.2％ －    －    －     －     

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標、中期計画、年度計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 評定 A 

＜主な定量的指標＞ 

・人件費（決算額） 

・年度末職員数 

・常勤職員の給与水準 

 

＜その他の指標＞ 

職員研修の実施、人事配置の

状況 

 

＜評価の視点＞ 

人事に関する計画（人件費の

削減、常勤職員の給与水準、職

員研修のや他機関のとの人事

交流）が適切に実施されてい

るか。 

＜主要な業務実績＞ 

【実施状況】 

（１）機構のミッションを実現するための組織体制の構築 

①「令和の日本型学校教育」を担う新たな教師の学びの姿の実現に向けて 

 令和３年 11 月 15 日中央教育審議会「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り

方特別部会において、審議のまとめ「『令和の日本型学校教育』を担う新たな教師

の学びの姿の実現に向けて」が提言された。この中で、具体的に、教職員支援機構

の果たすべき役割についても示され、研修受講履歴管理システムの構築・運用に参

画すること、また、教育委員会等と質の高い研修コンテンツ（標準的な動画コンテ

ンツなど）を継続的・計画的に共同作成すること等が求められている。 

 このような状況の中、今後、機構に求められる役割を果たすために、以下のとお

り組織体制・人事配置の見直しを図り、「令和の日本型学校教育」を担う新たな教

師の学びの姿の実現に向けて機構としての準備を進めた。 

・ 審議役をリーダーとする戦略調整担当チームを発足させ、教育委員会や大学等

の関係者による協議会立ち上げのための意見交換会を実施した。教員免許更新制

の発展的解消に伴い、機構が構築・運用を求められている３つの仕組みのうちの

「ワンストップ的に情報を集約し、適切に整理・提供するプラットフォーム」の前

段階として、大学や民間団体等が広く全国の教職員に提供している多様な学習コ

ンテンツ等を一元的に検索できるシステムの開発を進めた。 

・ 研修、教員育成指標、指導・助言・援助及び調査研究に関する４業務をつくば

中央研修センターに集約し、業務の有機的な連携を促進するとともに、事務の効率

化を図った。つくば中央研修センターに集約した４業務をより一層効果的・効率的

に実施できるよう、適切な人事配置とともに、新たなチーム制や研修以外の業務の

担当制についての検討を行った。東京事務所については、一ツ橋及び大手町の２箇

所に事務所を構えていたが、令和３年 10 月に大手町事務所を閉鎖し、大手町事務

所に勤務していた職員をつくば本部と一ツ橋事務所に配置した。令和４年４月か

らの新たな組織体制を見据え、大手町事務所閉鎖後の事務分掌の整理及び人員配

＜自己評価評定：Ａ＞ 

【根拠理由】 

（１）中央教育審議会審議のまとめに示された「令和の

日本型学校教育」を担う新たな教師の学びの姿の実現に

向け、機構に求められる役割を果たすため、戦略調整担

当を置き協議会立ち上げのための意見交換会を実施した

こと、つくば中央研修センターに業務を一元化すること

で業務の有機的連携や事務の効率化を図ったこと、大手

町事務所を閉鎖し計画的に組織体制・人事配置を見直し

たこと等を実現させた。 

 

（２）プロパー職員の年齢構成の偏りが大きく、ベテラ

ンから若手への知識・技能の継承が喫緊の課題となる

中、若手プロパー職員が機構に求められる社会的使命を

意識し、意欲と誇りを持って活躍できるよう、必要とな

る資質、能力、態度の早期育成を図るための計画的育成

が急務であり、中長期的な視点から人事に関する計画を

実行している。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるオ

ンライン研修への移行や業務の電子化の推進、及び情報

セキュリティの確保のため、デジタル技術を活用できる

人材を専任として体制強化を図った。 

 さらに、新採用職員の職場環境への適応を目的とした

メンター制度導入に向け、試行実施やそのための研修を

充実させている。 

 

（３）養成・採用・研修の一体的改革を担う中核拠点の

＜評定に至った理由＞ 

 

 以下に示すとおり、中期計画

に定められた以上の業務の進捗

が認められるため、自己評価書

の「A」との評価結果が妥当であ

ると確認できた。 

 

研修受講履歴管理システムの

構築・運用に参画すること、ま

た、教育委員会等と質の高い研

修コンテンツ（標準的な動画コ

ンテンツなど）を継続的・計画

的に共同作成すること等が求め

られ、組織体制・人事配置の見直

しを図り審議役をリーダーとす

る戦略調整担当チームを発足さ

せた。これにより、協議会を発足

させたほか、教員免許更新制の

発展的解消に伴い、機構が構築・

運用を求められている３つの仕

組みのうちの「ワンストップ的

に情報を集約し、適切に整理・提

供するプラットフォーム」の前

段階として、大学や民間団体等

が広く全国の教職員に提供して

いる多様な学習コンテンツ等を



 

42 

 

置を計画的に行った。 

・ 機構のミッションを実現するための組織体制を明確化するため、令和３年度末

に機構組織規程を改正した。具体的には、新たに戦略調整室を置き、「中央教育審

議会で提言された「令和の日本型学校教育」を担う新たな教師の学びの姿に関連す

ることの中で、機構の果たすべき役割に係る企画立案及び連絡調整に関すること」

を戦略調整室が所掌する業務として明文化した。また、機構の組織体制・分掌につ

いて機構外にも説明しやすくするために２部（総務部・事業部）、４課（総務企画

課・財務課・事業企画課・教員免許課）体制に整理した。 

 

②人材育成と人事交流を含めた適切な人事配置 

多様な関係諸機関から専門的人材の積極的な人事交流、プロパー職員の資質向上

とキャリア形成を図るための積極的な登用を行った。 

プロパー職員の年齢構成の偏りが大きく、ベテランから若手への知識・技能の継

承が喫緊の課題になっている。多様な関係諸機関等からの人事交流等による組織の

活性化を図る一方で、若手プロパー職員が、機構に求められる社会的使命を意識し、

意欲と誇りを持って活躍できるよう必要となる資質、能力、態度の早期育成を図る

ための計画的育成が急務である。このため、プロパー職員育成の中長期的な視点か

ら人事配置を検討し、多様なポストに配置する計画的な人事サイクルを行うととも

に、昇任の早期化を含む積極的な登用を行った。 

令和３年度における人事交流等機関は以下のとおりで、人数は 17 人となってい

る。 

文部科学省（５人）、宮城県教育委員会（３人）、千葉県教育委員会（１人）、 

茨城県教育委員会（１人）、京都府教育委員会（１人）、 

鹿児島県教育委員会（１人）、筑波大学（２人）、 

高エネルギー加速器研究機構（１人）、タイ王国コーンケン大学（１人） 

大学改革支援・学位授与機構（１人） 

また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるオンライン研修への移行や業務

の電子化の推進、及び情報セキュリティの確保のため、デジタル技術を活用できる

人材を総務企画課システム管理係の専任として配置し、システム管理係を５名体制

（専任３名、併任２名）に増員した。 

 

③メンター制度の導入 

 機構の社会的役割が重要視される中、今後の組織の安定的・発展的運営の観点か

ら、新規採用職員４名を内定し、そのうち１名を令和３年 10 月から採用した。新

規採用職員の職場環境への適応を目的としたメンター制度導入に向け、メンター制

度の試行実施及び人事担当者やメンター候補者向けの研修を実施した。試行実施に

ついてメンター及びメンティのそれぞれから意見を聞き、令和４年４月よりメンタ

ー制度の実施を決定した。なお、新採用職員は、国立青少年教育振興機構主催の新

採職員研修に参加するとともに、当機構の新採用職員オリエンテーションにおい

て、機構職員としての心構えや日本の教育制度等について学ぶ機会を設けた。 

 

（２）人件費の適切な執行 

予算額に対する決算額の差額については、研修事業、調査研究、免許関係事務及

び国際連携・協力などの新たな事業展開・充実のための経費に充てている。。 

 

（３）役職員の給与水準  

文部科学大臣の検証結果において、これまでも役員の報酬については「妥当であ

る」、職員の給与については「適正である」となっており、その検証結果や取組状

況を機構ホームページにおいて公表した。 

また、機構職員の給与は、「一般職の職員の給与に関する法律」に準拠しており、

ミッションの実現を図るため、様々なキャリアやバック

グラウンドのある多様な専門的人材を関係諸機関から人

事交流等により登用しており、多様性のメリットを生か

した OJT を意図的に実施し、重要な資源である職員の資

質向上を絶えず行っている。 

 

（４）健全な職場環境の形成のために、機構行動規範を

改正し、理事長が職員に向けて繰り返し伝えるとともに、

職員の声を直接聞くために理事長と少人数の職員の懇談

の場を設けるなど、風通しの良い職場づくりを行ってい

る。ハラスメントの防止等についても、規程の全部改正、

ガイドラインの作成、全職員及びハラスメント相談員を

対象とした研修の実施など、ハラスメント防止のための

取組を充実させた。 

 

 これらのことから、中期計画における所期の目標を上

回る成果が得られたため、自己評価評定をＡとした。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、養成・採用・研修の一体的改革を担う全国

的な中核拠点として必要な人材となる職員の育成を図る

必要がある。 

一元的に検索できるシステムの

開発に専念できるようにした。 

 

研修、教員育成指標、指導・助

言・援助及び調査研究に関する

４業務をつくば中央研修センタ

ーに集約し、業務の有機的な連

携を促進するとともに、事務の

効率化を図ったほか、大手町事

務所を閉鎖し、大手町事務所に

勤務していた職員をつくば本部

と一ツ橋事務所に配置した。令

和４年４月からの新たな組織体

制を見据え、大手町事務所閉鎖

後の事務分掌の整理及び人員配

置を計画的に行った。 

 

機構のミッションを実現する

ための組織体制を明確化するた

め、令和３年度内に機構組織規

程を改正し、戦略調整室が所掌

する業務を明文化し、機構の組

織体制・分掌について機構外に

も説明しやすくするために２部

（総務部・事業部）、４課（総務

企画課・財務課・事業企画課・教

員免許課）体制に整理したこと

は、中央教育審議会審議のまと

めに示された「令和の日本型学

校教育」を担う新たな教師の学

びの姿の実現に向けた、人事計

画の実行であり、評価に値する。 

 

また、行動規範の改正や少人

数の懇談の場の設定、ハラスメ

ント防止のガイドライン作成と

研修の実施等、健全な職場環境

形成の努力が見られる。 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

引き続き、養成・採用・研修の

一体的改革を担う全国的な中核

拠点として必要な人材となる職

員の育成を図る必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

 

― 
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国家公務員と同様の給与体系としている。ラスパイレス指数については、年齢・地

域・学歴勘案で 103.2 となり、国家公務員の割合を上回っているが、当機構がつく

ば市（２級地）及び東京（１級地）に所在し全職員に地域手当が支給されているこ

と、住居手当受給割合が高いこと、小規模組織であるために人事交流等の影響が大

きいことが要因と考えられる。 

※ラスパイレス指数：機構の職員の給料月額と国家公務員の給料月額を比較するた

め、年齢・地域・学歴の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員

の俸給月額を 100 として計算した指数 

 

（４）職員の資質向上のための研修 

職員の資質向上のため、以下の取組を実施し、機構業務の実施に関する企画・立

案能力等の専門性を高め、意識向上を図った。 

①OJT（オン･ザ･ジョブ･トレーニング）による職員の資質向上 

 養成・採用・研修の一体的改革を担う中核拠点という新たなミッションの実現の

ためには、機構職員の多様な専門的人材の資質向上が喫緊の課題となっている。こ

のため、様々なキャリアやバックグラウンドのある多様な専門的人材を関係諸機関

から人事交流等により登用しており、多様性のメリットを生かした OJTを意図的に

実施し､人事交流者及びプロパー職員の資質向上を行った｡ 

つくば中央研修センターにおいては、教育学研究者のセンタ－長、指導主事や地

方教育行政の経験を有する研修プロデューサー、教育委員会の管理職及び校長の経

験を有する特任フェロー、ポストドクターのアシスタント・フェロー、各県から派

遣された特別研修員といった多様な専門的人材とプロパー職員とが有機的に相互

連携し、理論と実践を融合させて、研修の企画を行う体制を整備し、研修の全面オ

ンライン化に即応した。また、研修プロデュース室会議での協議を通して、研修の

PDCA サイクルをより一層機能させるとともに、職員の資質向上を図った。さらに、

アシスタント・研修プロデューサー（若手プロパー職員）が研修の担当責任者とな

る機会を設け、企画力・運営力の強化を図った。 

    

②各種研修会への参加 

今後の教員の資質能力向上に関する政策の動向や新たな教育課題に対応し、実効

性のある教職員への総合的な支援や研修の企画・運営を行うという本機構の目標を

達成するためには、職員の資質向上が不可欠であり、総務省や文部科学省主催の各

種研修・セミナー・説明会等へ参加した。 

また、機構の職務を遂行する上で必要となる資質能力について、職員自身が振り

返り、自主的なキャリアアップの意識を涵養するため、全職員を対象とした「スキ

ルアップ研修制度」を設け、自らのキャリアアップに必要な外部研修等（放送大学

を含む）の受講を幅広く認めるとともに、研修の受講料や旅費等の一部を機構が支

援し、52 研修(講座)に延べ 119 名が参加した｡ 

 

③Zoomを活用した職員研修会の実施 

Zoom を活用し、機構の今後の在り方等について、全職員で考え、協議すること

で、組織の活性化及び職員の資質向上を目指す「NITS Zoom 研修会」を昨年度に引

き続き、隔週で実施した。 

 

（５）健全な職場環境の形成 

 健全な職場環境の形成に資するため、当機構の行動規範を改定した。具体的には、

「私たちは、全国の教職員へのよりよい支援(Customer Satisfaction)を行うため、

気づいたことを言い合える風通しのよい組織を作り、安心、信頼、満足できる明る

く健全な職場環境の形成(Employee Satisfaction)に努めます。また、個人の尊厳

を尊重するとともに、一切の差別行為及びハラスメント行為を行いません。」とし
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た。このことを、理事長が職員に向けて繰り返し伝えるとともに、理事長が職員の

声を直接聞くために理事長と少人数の職員の懇談の場を設けるなど、風通しの良い

職場づくりを行った。 

ハラスメントの防止等については、従前の規程の全部改正を行い、理事長、監督

者及び職員それぞれの責務やハラスメント相談員の役割の明確化、ハラスメント防

止対策委員会の設置等について規定した。また、ハラスメント防止等のためのガイ

ドラインを作成し、ハラスメントの防止、相談、問題解決の流れ等について全役職

員に周知した。さらに、全職員向けのハラスメント研修を実施するとともに、ハラ

スメント相談員を対象とした研修を実施するなど、ハラスメント防止のための取組

を充実させた。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―３ 内部統制の充実・強化 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

令和４年度行政事業レビュー番号 0024 

 

 

２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 
基準値 

（前中期目標期間最終年度値等） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

 

－ － － － － － － － － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標、中期計画、年度計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 評定 A 

＜主な定量的指標＞ 

－ 

＜その他の指標＞ 

内部統制の充実・強化に

向けた取組状況 

 

＜評価の視点＞ 

内部統制の充実・強化に

向けた取組が適切に実施

されているか。 

＜主要な業務実績＞ 

【実施状況】 

（１）機構のミッションの啓発 

 「令和の日本型学校教育」を担う新たな教師の学びの姿の実現に向けた取組など、今

後、機構に求められる役割を果たすために、以下のとおり機構のミッションや理事長の

理念を組織内の各層に浸透させた。 

・ 令和３年度より、教職員支援機構への社会的要請に即応し、より有効かつ効率的に

機構のミッションを果たすために、経営戦略会議を隔週で開催した。経営戦略会議は、

理事長、理事及び幹部職員が出席し、理事長、理事の理念や事業方針を共有するととも

に、各部署の所掌を超えて意見を出し合う場とした。全国的な教員政策や機構の経営の

視点から、理事が中心となって「令和の日本型学校教育」を担う新たな教師の学びの姿

の実現に向けた取組をはじめ、研修の高度化・体系化、地域センター・教職大学院との

連携、調査研究プロジェクト、国際連携・タイ研修などの課題等を整理し、共通理解を

図った。あわせて、これらの機構のミッションを果たすために必要な組織・チーム体制

などの検討を行い、改善を図った。 

・ 経営戦略会議の直後に、全職員が参画する事務連絡会を開催し、機構のミッション

や経営戦略会議での決定事項等の迅速な周知を行った。理事長より、直接、職員に向け

て、「機構の社会的役割がますます重要となり、仕事のやり方も変わってきているが、

何かあれば早めに相談してほしい。全国の教職員へのよりよい支援 (Customer 

Satisfaction)を行うため、気づいたことを言い合える風通しのよい組織を作り、安心、

信頼、満足できる明るく健全な職場環境を形成(Employee Satisfaction)したい。中央

教育審議会で提言された「令和の日本型学校教育」を担う新たな教師の学びの姿に向け

た取組を推進するために、戦略調整担当チームを発足させ、とりまとめ等を行うが、全

職員が機構のミッションを果たすために協力して取り組まなければならない」旨を繰

り返し伝えた。 

事務連絡会については、録画視聴も可能とするとともに、提示資料や進め方を、前年

度から大幅に見直し、①当面の予定、②連絡・報告事項、③懸案・課題事項を整理し、

簡潔に説明等を行うことで、事務連絡会の開催時間を３０分以内とした。 

事務連絡会以外でも、対面形式で実施した役職員就任挨拶や年頭挨拶にて、また、Zoom

＜自己評価評定：Ａ＞ 

【根拠理由】 

（１）「令和の日本型学校教育」を担う新たな教師の学び

の姿の実現に向けた取組など、今後、機構に求められる

役割を果たすために、様々な機会を活用して、機構のミ

ッションや理事長の理念を組織内の各層に浸透させてい

る。経営戦略会議を立ち上げるとともに、事務連絡会の

大幅な見直しを図り、役職員一人一人がミッションを意

識して業務に取り組むよう繰り返し啓発を図った。また、

中央教育審議会で提言された「令和の日本型学校教育」

を担う新たな教師の学びの姿に向けた取組を推進するた

めに戦略調整担当チームを発足させ、免許状更新制の発

展的解消に伴う新たなミッションへの取組を機構全体で

推進している。また、役職員間の情報共有の推進を図っ

ており、理事長と職員が直接意見交換ができる機会を設

けるとともに、小規模法人であることの特性を生かし、

理事長が日常的なモニタリング等を行っている。 

 

（２）監事監査、機構内に設置する監査室による内部監

査、会計監査人による外部監査により、機構の健全な発

展と社会的信頼性の保持に資する上で、有効な指摘や改

善に係る助言及び提案を受けて、業務の改善に生かした。 

 

（３）機構の健全な発展と社会的信頼性の保持に資する

ため、組織の内部において適用されるルールや業務プロ

セスを整備し、運用することは重要であり、その要であ

る機構の規程について、不断の見直しを行い、業務の活

性化、効率化及び適正化、職員の業務に関する意識の向

上、並びに組織のガバナンス体制の強化を図った。 

＜評定に至った理由＞ 

 

以下に示すとおり、中期計画

に定められた以上の業務の進捗

が認められるため、自己評価書

の「A」との評価結果が妥当であ

ると確認できた。 

 

理事長が新しく着任したタイ

ミングを活かし、役職員間の情

報共有の推進を図っており、理

事長と職員が直接意見交換をで

きる機会を設けるとともに日常

的なモニタリング等を行った。

これまでの機構に新風を吹き込

み、意欲的な雰囲気を生み出し

たと監事の指摘もあり、理事長

のリーダーシップを大いに発揮

したと言える。 

 経営戦略会議を新たに定例化

することで、機構のミッション

や理念を各層に浸透させた一方

で、時間に限りを設けるなど業

務改善を図っている。 

 

監事監査、機構内に設置する

監査室による内部監査、会計監

査人による外部監査により、健

全な発展と社会的信頼性の保持
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を活用した職員研修会においても、理事長より直接、職員に向けて、役職員一人一人が

ミッションを意識して業務に取り組むよう啓発を図った。 

・ 令和３年４月の荒瀬理事長就任に合わせ、新たにプロパー職員を理事長秘書とし

た。中央教育審議会委員や学識者として理事長が参加する会議・講演等に理事長秘書が

同席し、機構に求められる役割や教育の動向を機構職員に伝えることで、いち早く機構

内への情報共有を図った。 

 

（２）内部統制の充実・強化に関する取組 

組織の業務の適正を確保するための仕組みとして、監事や監査室による監査の実施

や、各種の規程の整備を定期的に行っている。 

日常的な業務運営においては、今後の教員の資質能力向上に関する政策の動向や新

たな教育課題に対応し、実効性のある教職員への総合的な支援や研修の企画・運営を行

うため、これまで以上に役職員間の情報共有を密に行うとともに組織間の風通しをよ

くしながら、各職員が主体的に、目的意識を持って業務を遂行できるよう啓発を図って

いる。小規模法人であることの特性を生かし、理事長と職員が直接意見交換ができる機

会を設けるとともに日常的なモニタリング等を行っている。 

また、各業務の運営上のリスクについて、リスクの発生防止、リスクが発生した場合

の損失の最小化を図るためにとりまとめたリスク対応計画及びリスク分類表を職員に

周知するとともに、各部署で適宜見直しを図ることにより意識啓発を図った。 

 

（３）監査の実施  

機構の業務について、監事、機構内に設置する監査室及び会計監査人により、法令、

機構の諸規程及び社会規範等に則り、適正に実施されているかを公正かつ客観的に内

外から監査し、機構の健全な発展と社会的信頼性の保持に資する上で、有効な指摘や改

善に係る助言及び提案を受けて、業務の改善に活かした。 

 なお、令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年度に引き続き、

現地実査や対面による監査の方法を極力控え、Zoom を取り入れた書面審査、聞き取り

調査を中心に監査を実施した。 

① 監事監査 

監事監査については、以下の項目について令和３年度監査計画に盛り込み、会計監査

及び業務監査を実施した。 

ア 業務監査 

・中期目標及び中期計画等に基づき実施される業務 

・理事長の意思決定の状況 

・内部統制システムの構築・運営状況 

イ 会計監査 

・年次監査（財務諸表、事業報告書、決算報告書） 

・月次監査（収入・支出・資金運用の状況、現預金残高、予算の執行状況、資産の管理

状況、契約の状況等） 

ウ その他 

・第三者機関の意見等が、業務運営に適切に反映されていることの確認 

・閣議決定において定められた事項の取り組み状況 

 

業務監査については、中期計画、年度計画に対する実施状況について、中期計画の初

年度として業務が順調に推移しているかに留意しつつ、各課室等からの業務実施状況

について資料による調査、オンラインで関係者からのヒアリングにより監査にあたっ

た。会計監査については、月次監査において提示書類に基づき、予算執行、収支・資金

運用状況、前月分収支計算書、預金残高の確認をしたほか、契約の状況等について所要

の会計書類に基づき監査を行った。 

監査において監事から指摘のあった事項については、本部事務局、つくば中央研修セ

 

これらのことから、中期計画における所期の目標を上

回る成果が得られたため、自己評価評定をＡとした。 

 

＜課題と対応＞ 

 内部統制の充実・強化は、機構の安定的で発展的な運

営の観点から重要であり、今後とも不断の見直しが必要

である。 

に資する有効な指摘や改善に係

る助言及び提案を適宜享受、規

程の見直しを行ったことは評価

に値する。 

 

 また、リーダーシップが適切

な状態で保たれるよう、内部統

制システムを明確化し一層の推

進を図るため「内部統制規程」を

新たに制定するととともに、当

機構に求められる公共性及び社

会的責任が一層高まっているこ

とを踏まえ「教職員支援機構行

動規範」の見直しを着実に行っ

た。 

 

＜今後の課題＞ 

 

 内部統制の充実・強化は、機

構の安定的で発展的な運営の観

点から重要であり、今後とも不

断の見直しが必要である。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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ンター、東京事務所で情報を共有し、関係する業務の改善に活かしている。 

 

② 会計監査人による外部監査 

機構は、独立行政法人通則法第 39 条に規定する会計監査人の監査を受けなければな

らない法人には指定されていないが、独立行政法人会計基準等に準拠した財務諸表等

を適正に記載するため、従前より同法律に準じて会計監査人と監査契約を締結してい

る。監査にあたっては、契約事務の業務フローや契約決議書類の把握・確認から財務諸

表等の作成に至る決算処理まで外部監査を実施した。 

監査が終了した後、会計監査人及び役員が監査報告を踏まえ、今後の業務の改善に関

する意見交換を行っている。 

 

③ 職員による内部監査 

監査室が中心となって、内部監査体制の充実を図っている。 

監査室では、令和３年度内部監査計画に基づき、機構の業務運営及び会計処理につい

て、適法性、妥当性の観点から内部監査（業務監査及び会計監査）を実施した。 

会計監査においては、国立特別支援教育総合研究所、国立青少年教育振興機構、国立

女性教育会館及び当機構の４法人による間接業務等の共同実施の一環として、他法人

の職員を監査員として受入れて実施してきたところであるが、昨年度に引き続き令和

３年度も新型コロナウイルス感染症による感染防止への配慮から中止した。 

なお、監査の共同実施を取りやめた代わりに、各法人の監査担当職員によりオンライ

ンによる情報交換会を開催した。各法人が抱える問題や監査方法等、多岐にわたり有意

義な意見の交換ができた。 

監査において指摘を受けた事項については、適切に対応を図るとともに日々の業務

の改善に活かしている。 

 

（４）規程の不断の見直し 

 機構の健全な発展と社会的信頼性の保持に資するため、組織の内部において適用さ

れるルールや業務プロセスを整備し、運用することは重要であり、その要である機構の

諸規程の不断の見直しを図った。 

 特に、内部統制システムを明確化し一層の推進を図るため「内部統制規程」を新たに

制定するととともに、当機構に求められる公共性及び社会的責任が一層高まっている

ことを踏まえ「教職員支援機構行動規範」の見直しを行った。 

これにより、業務の活性化、効率化及び適正化、職員の業務に関する意識の向上、並

びに組織のガバナンス体制の強化を図った。 

 

（５）倫理・コンプライアンスの意識向上の取組 

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（平成 19 年２月文部科

学大臣決定）」及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン（平

成 26年８月文部科学大臣決定）」に基づき、前年度に引き続き、機構全職員を対象とし

た「コンプライアンス教育」研修を実施した。また、コンプライアンスや情報モラルに

関する意識啓発を図るため、全職員を対象に、ハラスメント防止研修及び情報セキュリ

ティ研修をオンラインで実施した。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他の業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４―４ 業務の電子化の推進及び情報セキュリティの確保 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

令和４年度行政事業レビュー番号 0024 

 

 

２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 
基準値 

（前中期目標期間最終年度値等） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

 － － － － － － － － － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標、中期計画、年度計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 評定 B 

＜主な定量的指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

情報セキュリティ対

策の推進状況 

 

＜評価の視点＞ 

情報セキュリティ対

策が適切に実施され

ているか。 

＜主要な業務実績＞ 

【実施状況】 

（１）ICT環境整備・業務の電子化 

 研修の ICT 化に向け、研修におけるウェブ会議システムの利用拡大や、研修資料をクラ

ウド上からダウンロードするペーパーレス化を図るため、Wi-Fiの回線速度を上げるなど、

ICT 環境の整備を進めた。また、GIGA スクール構想により教員一人一台のパソコン保有が

進んだことなどを背景に、令和３年度末に研修の BYOD 化の方針を決定した。 

 内部業務の電子化については、通年で勤務管理システムを活用し、必要なデータを電子

データで処理することができるようになり、ペーパーレス化が図られた。また、事務用パ

ソコン、プリンタ、ネットワーク等情報システムの更新時期に合わせ、内部業務の ICT 化

と情報システムに係る必要経費削減を考慮し、始めにクラウドサービスの利用を検討して

情報システムを導入するという政府の方針（クラウド・バイ・デフォルト原則）に基づき、

情報システム導入に向けた準備を進めた。 

 

（２）情報セキュリティ対策 

最高情報セキュリティ責任者（CIO：理事）を筆頭とし、全課長及び各課システム担当者

を構成員とした「情報化・セキュリティ連絡会」を開催し、組織全体で情報共有や意識向

上を図った。また、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」（令和

３年７月サイバーセキュリティ戦略本部決定）を踏まえ、情報セキュリティポリシーを策

定するとともに、情報セキュリティ関係の必要な運用を行った。 

 

（３）職員に対する研修の実施 

情報セキュリティインシデントの発生状況及び情報セキュリティ環境の変化等を踏まえ、

組織に対するリスクを防ぐために、すべての職員が情報セキュリティに関する知識、遵守事

項、対策内容等を理解することを目的とし、情報セキュリティをテーマとした Zoom 研修会

を実施した。 

＜自己評価評定：Ｂ＞ 

【根拠理由】 

研修の ICT 化に向け、Wi-Fi の回線速度を上げるなど、

ICT 環境の整備を進めた。また、GIGA スクール構想によ

り教員一人一台のパソコン保有が進んだことなどを背景

に、令和３年度末に研修の BYOD化の方針を決定し、業務

の電子化を推進している。内部業務の電子化についても、

通年で勤務管理システムを活用し必要なデータを電子デ

ータで処理することができるようになり、ペーパーレス

化を図っている。 

情報セキュリティの確保に関しては、政府の方針等に

基づき、情報化・セキュリティ連絡会を開催し、情報シ

ステム・情報セキュリティ対策を行った。また、全職員

に対する情報セキュリティ研修を実施し、役職員等の情

報セキュリティに関する意識啓発を行った。 

 

これらのことから、中期計画における所期の目標を達

成しているため、自己評価評定をＢとした。 

 

＜課題と対応＞ 

情報化の推進や情報セキュリティに関する規定やマニ

ュアルを整備し、より一層の情報化の推進と情報セキュ

リティ体制の強化を図る必要がある。 

＜評定に至った理由＞ 

 

中期計画に定められたとお

り、概ね着実に業務が実施され

たと認められるため、自己評価

書の「Ｂ」との評価結果が妥当で

あると確認できた。 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

情報化の推進や情報セキュリ

ティに関する規定やマニュアル

を整備し、より一層の情報化の

推進と情報セキュリティ体制の

強化を図る必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

 － 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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（別添）中期目標、中期計画、年度計画 

項目別調書 No. 中期目標 中期計画 令和 3 年度計画 

１-１ 学校教育

関係職員に対する

研修 

Ⅲ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に

関する事項 

１．学校教育関係職員に対する研修 

（１）実施する研修の基本的な内容 

i 各地域で学校教育において中心的な役割を担う校長、副校

長・教頭、中堅教員、次世代リーダー教員、４～８年経験教

員及び事務職員等に対する学校経営力の育成を目的とする

研修 

ii 学校経営の観点から教職員の意識・意欲を高め学校の組織

基盤の強化を目的とする研修 

iii 各学校や地域における現代的な教育課題に関する研修の

マネジメントを推進する指導者の養成等を目的とする研修 

 

iv 国の教育政策上、緊急に実施する必要性が生じた学校教育

関係職員の研修については、関係行政機関からの要請又は

委託等により実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に

関する目標を達成するためとるべき措置 

１．学校教育関係職員に対する研修 

（１）実施する研修の基本的な内容 

i 各地域で学校教育において中心的な役割を担う校長、副校

長・教頭、中堅教員、次世代リーダー教員、４～８年経験

教員及び事務職員等に対する学校経営力の育成を目的と

する研修 

ii 学校経営の観点から教職員の意識・意欲を高め学校の組

織基盤の強化を目的とする以下の研修 

iii 各学校や地域における現代的な教育課題に関する研修

のマネジメントを推進する指導者の養成等を目的とする

以下の研修 

iv 国の教育政策上、緊急に実施する必要性が生じた学校教

育関係職員の研修については、関係行政機関からの要請又

は委託等により実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）研修の高度化及び体系化 

研修事業については、教職員の生涯を通じた職能成長を

促すため、育成指標に基づく職務階層及び年齢階層別に、

学校経営力の育成を目的とする研修を行うとともに、学校

経営の観点から学校の組織基盤の強化を目的とする研修、

各地域での教育課題に対応する研修の企画・実施を担う指

導者の育成を図る研修等、社会的な研修ニーズ等に応じた

多様な研修プログラムを構築し、実施する。 

研修プログラムの開発に当たっては、機構の調査研究と

の往還により研修の一層の充実と高度化を導くとともに、

教職大学院等との緊密な連携により教職員等のマネジメ

ント能力向上に繋げることに傾注する。教職員自らが解決

すべき課題を見極め、その方法を熟慮し、学校と地域全体

で協調しつつ取り組む姿勢を育成することを最優先し、研

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の

質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１．学校教育関係職員に対する研修 

（１）実施する研修の基本的な内容 

中期計画に基づき、国として実施する責務を有

する研修について、別紙１の「１．教職員等中央

研修」、「２．学校経営に関する基盤研修」及び「３．

教育課題に対応する指導者養成研修」のとおり各

研修を実施するほか、機構が企画する研修を関係

機関との協働により実施する。 

また、上記の各研修以外に国の教育政策上、緊

急に実施する必要性が生じた研修については、関

係行政機関からの要請又は委託等により実施す

る。 

なお、「第５次男女共同参画基本計画」（令和 2 

年 12 月 25 日閣議決定）を踏まえ、主催する研

修における女性教職員の割合を 25％以上とする

ことを目標としつつ、特に女性教職員の割合が低

い下記の研修については、過去の実績等を勘案し

た上で、女性教職員の割合についての目標値を

個々に設定する。令和 3 年度においては、主催す

る研修のうち６割の研修で目標を達成する。 

（目標値 20％以上） 

・教職員等中央研修のうち校長研修 

・体力向上マネジメント指導者養成研修 

・キャリア教育指導者養成研修 

（目標値 10％以上） 

・生徒指導基幹研修 

・いじめ問題理解基幹研修 

・学校安全指導者養成研修 

・学校教育の情報化指導者養成研修 

 

 

（２）研修の高度化及び体系化 

国として実施する責務を有する研修のうち、

教職員等中央研修については、従来の校長研修、

副校長・教頭等研修、中堅教員研修、次世代リ

ーダー育成研修、事務職員研修の５研修を５日

間の集合・宿泊型研修とし、オンラインによる

事前研修を課すことで研修の効果をさらに高め

る。また、４～８年目教員育成研修を新設する

ことで、シームレスな研修体系を実現する。 

学校経営に関する基盤研修、教育課題に対応

する指導者養成研修は、原則３日間のオンライ

ン研修とし、それぞれの研修の特性に応じて、

最適な実施形態を探る。 

調査研究プロジェクト「アフターコロナ時代
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（２）研修の目標とする成果の指標 

i 調査研究の成果や関係機関との連携を通じて、教職員研修

の高度化及び体系化を図る。 

ii ＩＣＴ活用やオンライン研修の一層の充実を進めるとと

もに、集合・宿泊型研修とオンライン研修を最適に組み合わ

せることで研修効果の最大化を目指すハイブリッド型研修

を確立する。 

各研修の目標とする成果指標については、以下に掲げるよ

うな方法を基本として研修ごとに定め、達成状況を把握する

修の体系化を図る。 

 

 

 

 

（３）集合・宿泊型研修とオンライン研修のベストミックスを指

向するハイブリッド型研修の確立 

教職員が居住地にいながらにして、研修の受講に専念で

きるよう、ICT を活用したオンライン研修が標準になるよ

う努める。双方向性の確保や演習方法の改善を図ること

で、利便性のみならず研修成果も高めることとする。一方、

集合・宿泊型研修においてはその特性を最大限に生かすた

め、オンライン研修も活用しつつ、対面・集合演習の一層

の充実を図るとともに、リーダー性の伸長や人的ネットワ

ークを形成する。このような取組を通じて、両研修形態の

ベストミックスを指向するハイブリッド型研修の在り方

を追求する。 

 

 

 

 

（４）地域センター（連携協定を締結した教職大学院のうち、都

道府県等と大学の連携・協働並びに教職員の養成・採用・研

修の一体改革の地域拠点となる大学）を拠点とした高度で多

様な研修機会を提供する仕組みの構築 

 

教職大学院をはじめとした大学と教育委員会による教職

生活全体を通じた教職員の資質能力向上を支援するネッ

トワークについて、さらなる連携協働体制の基盤を整備す

るとともに、教職大学院等との連携協力の下、各地域にお

いて多様な研修の機会を提供するものとする。 

とりわけ、教職員の養成・採用・研修の一体改革と教職

員の資質能力の向上に資する取組を全国展開するため、前

期に地域センターの土台の整備に取り組んだ。その拠点機

能を拡充するため関係機関のネットワークを強化すると

ともに、地域センターの強みや特色を生かした研修の開発

をさらに進め、その成果を ICT の活用により全国に発信す

るなど、機能や役割の新展開を図る。 

 

 

 

（５）研修の目標とする成果の指標 

研修全般の目標とする成果の指標については、以下の①､ 

②のとおり、研修機能の強化を図ることを最重要指標とす

る。 

①調査研究の成果や関係機関との連携を通じて、教職員研修

の高度化及び体系化を図る。 

②ＩＣＴ活用やオンライン研修の一層の充実を進めるとと

もに、集合・宿泊型研修とオンライン研修を最適に組み合

わせることで研修効果の最大化を目指すハイブリッド型

の新たな研修スタイルの確立に関する調査研究

プロジェクト（仮）」を設置し、３年間かけてオ

ンライン研修の強みを最大限に引き出す研修プ

ログラムの開発を行う。 

 

（３）集合・宿泊型研修とオンライン研修のベスト

ミックスを指向するハイブリッド型研修の確立 

教職員等中央研修は集合・宿泊型研修とし、

学校経営に関する基盤研修と教育課題に対応

する指導者養成研修は原則オンライン研修と

して実施し、調査研究と関連づけながら、両

研修形態のベストミックスを指向するハイブ

リッド型研修の在り方を追求する。 

特にオンライン研修における講義・演習・課

題・フォローアップ等の最適な方法の組合せ

については、ナショナルセンターとして先導

的な取組を実施する。それらの取組の検証に

ついては新たに調査研究プロジェクトを設置

し、研修の最適化とその普及について検討す

る。 

 

（４）地域センター（連携協定を締結した教職大学

院のうち、都道府県等と大学の連携・協働並びに

教職員の養成・採用・研修の一体改革の地域拠点

となる大学）を拠点とした高度で多様な研修機会

を提供する仕組みの構築 

第６期中期目標期間では、前期に設置した

地域センターの活動を踏まえつつ、当機構の

ミッションに掲げる教職員の養成・採用・研

修の一体改革と教職員の資質能力の向上に資

する取組を進め、全国に波及するための協働

体制の構築という次の局面へ展開する。 

具体的には、急激に変化する教育現場への

支援は待ったなしの状況であり、喫緊の教育

課題に対応する研修、地域センターの強みや

特色を生かした研修等の開発をさらに促進

し、その成果を機構のホームページや LMS（オ

ンライン研修を提供する学習管理システム：

Learning Management System）等を活用して

広く全国に発信する。 

 

（５）研修の目標とする成果の指標 

中期計画に定めた、研修全般の目標とする成果

の指標については、以下の①、②のとおり、新た

な研修フェーズに対応した研修体系を確立する

ことを最重要指標としており、その達成に向けた

着実な進展を図る。 

①調査研究の成果や関係機関との連携を通じて、

教職員研修の高度化及び体系化を図る。 

②ＩＣＴ活用やオンライン研修の一層の充実を進
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とともに、その達成を図る。上記（１）ⅰの研修の成果指標

は、以下の①～③とする。 

①研修は、集合・宿泊型研修とオンライン研修とのベストミ

ックスを基本に標準定員を設定して実施するほか、標準

定員に対する参加率が、90％以上となるようにする（前中

期目標期間の参加率実績（平均値）：109.8％）。 

②受講者に対して、研修終了後に研修内容・方法、研修環境

等についてのアンケート調査等を実施し、95％以上から

「有意義であった」などのプラスの評価を得るほか、80％

以上から「大変有意義であった」の最高評価を得る（前中

期目標期間の有意義率（大変有意義率）実績（平均値）：

99.5％（88.9％））。 

③学校及び教育委員会等から参加する受講者に対して、研

修終了後、１年程度の期間内に研修成果の活用状況（研修

企画、研修講師、他校訪問等）についてのアンケート調査

等を実施し、85％以上から「機構での研修成果を効果的に

活用できている」などのプラスの評価を得る（前中期目標

期間の成果活用率実績（平均値）：98.9％）。 

また、学校から参加する受講者に対しては、校内研修等（勤

務校において開催する研修会、随時行われる勉強会及び教職

員会議等の定例会議等における発表等）への活用状況につい

て、85％以上から「機構での研修成果を校内研修等に効果的

に活用できている」などのプラスの評価を得る。（前中期目

標期間の校内研修活用率実績（平均値）：91.9％）。 

上記（１）ⅱ、ⅲの研修は原則オンライン研修で実施する

こととし、研修効果の最大化を図る観点から研修と調査研究

を連携・往還させながら、集合・宿泊型研修の要素を組み込

んだ最適な組合せを３年間（令和５年度まで）で検討し、確

立する。そのため、上記（１）ⅱ、ⅲの研修の定量的な成果

指標については中期計画において定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修を確立する。 

各研修の目標とする成果指標については、以下に掲げるよ

うな方法を基本として研修ごとに定め、達成状況を把握する

とともに、その達成を図る。達成できなかった場合は、研修

内容・方法の見直し等、必要な措置を講じる。 

上記（１）ⅰの教職員等中央研修の成果指標は、以下の①

～③とする。 

①演習・協議を中心とし、集合・宿泊型研修とオンライン研

修とのベストミックスを図るとともに、最適な人数による

班構成（ユニット）を基本に標準定員を設定して実施する

ほか、標準定員に対する参加率が、90％以上となるように

する。ユニット数については、年度計画において定める。 

②受講者に対して、研修終了後に研修内容・方法、研修環境

等についてのアンケート調査等を実施し、95％以上から

「有意義であった」などのプラスの評価を得るほか、80％

以上から「大変有意義であった」の最高評価を得る。 

③学校及び教育委員会等から参加する受講者に対して、研修

終了後、１年程度の期間内に研修成果の活用状況（研修企

画、研修講師、他校訪問等）についてのアンケート調査等

を実施し、85％以上から「機構での研修成果を効果的に活

用できている」などのプラスの評価を得る。 

また、学校から参加する受講者に対しては、校内研修等

（勤務校において開催する研修会、随時行われる勉強会及

び教職員会議等の定例会議等における発表等）への活用状

況について、85％以上から、「機構での研修成果を校内研修

等に効果的に活用できている」などのプラスの評価を得

る。 

上記（１）ⅱ、ⅲの研修は原則オンライン研修で実施する

こととし、研修効果の最大化を図る観点から研修と調査研

究を連携・往還させながら、集合・宿泊型研修の要素を組

み込んだ最適な組合せを３年間（令和５年度まで）で検討

し、確立する。 

そのため、定量的な成果指標については暫定的に以下の

①及び②とし、３年間（令和５年度まで）で最適な組合せ

を検討し、確立した上で、中期計画における成果指標の見

直しを行う。 

①標準定員に対する参加率が、90％以上となるようにする。 

②受講者に対して、研修終了後に研修内容・方法等につい

てのアンケート調査等を実施し、集合・宿泊型研修とは異

なり、集団・グループではなく個別的な学びとなることが

前提となることを踏まえ、80％以上から「有意義であった」

などのプラスの評価を得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

めるとともに、集合・宿泊型研修とオンライン研

修を最適に組み合わせることで研修効果の最大

化を目指すハイブリッド型研修を確立する。 

また、中期計画に定めた、各研修の目標とする

成果の指標について、研修ごとに以下に掲げる方

法により達成状況を把握するとともに、その達成

を図る。達成できなかった場合は、研修内容・方

法の見直し等、必要な措置を講じる。 

別紙１の「１．教職員等中央研修」の成果指標

は、以下の①～③とする。 

①演習・協議を中心とし、集合・宿泊型研修とオ

ンライン研修とのベストミックスに向けた取組

を着実に進めるとともに、演習・協議に最適な人

数（20 人程度）による班構成（ユニット）を基本

に設定する標準定員を、別紙１のとおり定め、標

準定員に対する参加率が、90％以上となるように

する。 

②受講者に対して、研修終了後に研修内容・方法、

研修環境等についてのアンケート調査等を実施

し、95％以上から「有意義であった」などのプラ

スの評価を得るほか、80％以上から「大変有意義

であった」の最高評価を得る。 

③学校及び教育委員会等から参加する受講者に対

して、研修終了後、１年程度の期間内に研修成果

の活用状況（研修企画、研修講師、他校訪問等）

についてのアンケート調査等を実施し、85％以上

から「機構での研修成果を効果的に活用できてい

る」などのプラスの評価を得る。 

また、学校から参加する受講者に対しては、校

内研修等（勤務校において開催する研修会、随時

行われる勉強会及び教職員会議等の定例会議等に

おける発表等）への活用状況について、85％以上

から、「機構での研修成果を校内研修等に効果的に

活用できている」などのプラスの評価を得る。 

なお、アンケート調査等の結果を踏まえ、研修

成果活用の具体的な取組について分析を行う等、

研修内容の改善について検討を行う。 

別紙１の「２．学校経営に関する基盤研修」及

び「３．教育課題に対応する指導者養成研修」は

原則オンライン研修で実施することとし、研修効

果の最大化を図る観点から多様な研修方法・形態

等を組み込み、最適な組合せを３年間（令和５年

度まで）で検討し、確立することとしており、達

成に向けた取組を着実に進める。それまでの間、

定量的な成果指標については暫定的に以下の①及

び②とする。 

①標準定員に対する参加率が、90％以上となるよ

うにする。 

②受講者に対して、研修終了後に研修内容・方法・

形態等についてのアンケート調査等を実施する。
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（３）研修の効果的・効率的な実施のための方法の導入 

研修の実施に当たっては、個々の研修内容等について、国の

教育政策の方向性や地方自治体等の研修ニーズ等を適切に把

握し、効果的・効率的な研修の実施が可能となるよう、研修内

容・方法等の見直しを行うほか、オンライン研修の活用や関

係機関及び大学等との連携及び教員研修に関する調査研究等

を行い、より一層の研修内容の高度化を図るとともに、課題

の発見・解決に向けた主体的・協働的な演習や協議をより多

く取り入れ、研修効果を高めるため、最適な人数による班構

成（ユニット）を基本に研修を行う。 

また、国立特別支援教育総合研究所、国立青少年教育振興機

構、国立女性教育会館及び機構の４法人は、研修のより効率

的・効果的な実施に資するため、その連携について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）研修の内容・方法の見直し 

研修について、独立行政法人として実施する必要性、研修の

効果、都道府県ごとの受講者数、毎事業年度の評価結果等に

ついて不断に検証し、必要な場合には、内容・方法の見直し

等、所要の措置を講じる。 

なお、研修の見直しの必要性を判定するための基準等につ

いては中期計画において定める。 

【重要度：高】 

新たな課題に対応した教育が学校現場で効果的に実践され

るよう、研修事業の再構築を図るとともに、校内研修等の活

性化を促進していくことは、教員の資質向上を図る上で極め

て重要であるため。 

【困難度：高】 

調査研究の成果や関係機関との連携を通じて、教職員研修

の高度化及び体系化を図ること並びにＩＣＴ活用やオンライ

 

 

 

 

（６）研修の効果的・効率的な実施のための方法の導入 

研修の実施に当たっては、個々の研修内容等について、国

の教育政策の方向性や地方公共団体等の研修ニーズ等を適

切に把握し、効果的・効率的な研修の実施が可能となるよう、

研修内容・方法等の見直しを行うほか、年度計画において、

オンライン研修の活用や関係機関及び大学等との連携及び

教員研修に関する調査研究などの適切な方法を定め、それに

より一層の研修内容の高度化を図る。 

また、研修効果を高めるため、少人数グループによる課題

の発見・解決に向けた主体的・協働的な演習や協議をより多

く取り入れる。さらに、演習や協議の成果を共有し相互作用

を生み出すため、20 人程度で構成するユニットを活用する。

オンライン研修についても、研修方法や形態に工夫しつつ最

適な演習・協議の在り方を探っていく。 

国立特別支援教育総合研究所、国立青少年教育振興機構、

国立女性教育会館及び機構の４法人は、研修のより効率的・

効果的な実施に資するため、その連携について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）研修の内容・方法の見直し 

研修について、独立行政法人として実施する必要性、研修

の効果、都道府県ごとの受講者数、毎事業年度の評価結果等

について不断に検証し、必要な場合には、以下の基準により、

内容・方法の見直し等、所要の措置を講じる。 

・研修の見直し基準 

研修成果の活用状況等についてのアンケート調査等にお

いて、「機構での研修成果を効果的に活用できている」割合が

５０％を下回った場合には、見直し等の措置を講じる。 

ただし、上記（１）ⅱ、ⅲの研修は、集合・宿泊型研修と

オンライン研修のベストミックスを指向するハイブリッド

型研修を確立するまでの間、研修と調査研究を連携・往還さ

せる必要があることから、研修の見直し基準を適用しない。 

多様な研修方法・形態等を組み込むことを踏ま

え、80％以上から「有意義であった」などのプラ

スの評価を得る。 

 

（６）研修の効果的・効率的な実施のための方法の

導入 

研修の効果的・効率的な実施を図るため、以下

に掲げる方法を導入する。 

①国の教育政策の方向性や地方公共団体等の研修

ニーズ等を適切に把握するとともに、大学、関係

機関及び企業等との連携協力を一層進めるほか、

調査研究の成果を活用し、研修内容の高度化を図

る。また、社会的要請に即応してセミナーを企画

実施する。 

②効果的・効率的な研修の実施が可能となるよう、

研修内容・方法等の見直しを行う。新たな研修フ

ェーズのもと研修効果を高めるため、研修内容・

方法・形態等の見直しを行い、特に集合・宿泊型

研修とオンライン研修のベストミックスを指向

するハイブリッド型研修の在り方を検討する。 

③課題の発見・解決に向けた主体的・協働的な演

習や協議をより多く取り入れ、研修効果を高め

る。また、演習や協議の実施にあたっては、全て

の受講者が積極的に発言し、思考を深めることが

できるよう、別紙１に掲げるユニットを基本に行

う。 

④政府関係機関の地方移転に関する基本方針（平

成 28 年３月 22 日 まち・ひと・しごと創生本

部決定）に基づき提案地方公共団体と連携して開

催する。 

また、国立特別支援教育総合研究所、国立青少年

教育振興機構、国立女性教育会館及び機構の４法

人において、研修のより効率的・効果的な実施に

資するため、その連携について検討する。 

 

（７）研修の内容・方法の見直し 

研修について、独立行政法人として実施する必

要性、研修の効果、都道府県ごとの受講者数、事

業年度の評価結果について不断に検証し、必要な

場合には、中期計画に定めた研修の見直し基準に

より、内容・方法の見直し等、所要の措置を講じ

る。 

・研修の見直し基準 

研修成果の活用状況等についてのアンケート調

査等において、「機構での研修成果を効果的に活

用できている」割合が５０％を下回った場合に

は、見直し等の措置を講じる。 

ただし、別紙１の「２．学校経営に関する基盤

研修」及び「３．教育課題に対応する指導者養成

研修」は、集合・宿泊型研修とオンライン研修の
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ン研修の一層の充実を進めるとともに、集合・宿泊型研修と

オンライン研修を最適に組み合わせることで研修効果の最大

化を目指すハイブリッド型研修を確立することは、新たな研

修の仕組みを構築する取組であるため。 

ベストミックスを指向するハイブリッド型研修

を確立するまでの間、研修と調査研究を連携・往

還させる必要があることから、研修の見直し基準

を適用しない。 

１-２ 公立学校

の校長及び教員の

資質の向上に関す

る指標を策定する

任命権者に対する

専門的な助言 

２．公立学校の校長及び教員の資質の向上に関する指標を策定

する任命権者に対する専門的な助言 

本事業は、平成 29 年４月の機能強化以降、本法人が有

する知見や全国的なネットワーク等を活用した専門的な助

言や好事例の収集、指標データベースの作成等により、各任

命権者が抱える指標と研修に関する課題の解決をリードす

る拠点としての役割を果たしている。 

各任命権者による指標及び研修計画の改善等に対して、

引き続き必要な専門的助言を行い、積極的に支援していく

ものとする。 

特に、「ＧＩＧＡスクール構想」の推進により、学校教育

におけるＩＣＴ環境の整備が進められる中で、教員に必要

となる資質能力としてＩＣＴ活用能力や情報セキュリティ

能力の一層の向上が求められていること等に留意する。 

【重要度：高】 

指標は、教員がキャリアステージに応じて身に付けるべ

き資質能力を明示化するものであり、教員の研修計画の改

善充実を図る上で重要であることから、機構が有する知見

やネットワーク等を活用した専門的な助言等を行うこと

は、教員の資質向上を図る上で極めて重要であるため。 

２．公立学校の校長及び教員の資質の向上に関する指標を策定

する任命権者に対する専門的な助言 

教員は高度で専門的な職業人であり、キャリアステージ

や社会の要請に応じて目指すべき育成指標を明示し、これ

を踏まえて教員研修を計画・実行して、生涯を通じて資質

能力を高めていくことが必要である。また、育成指標と研

修計画を連携・往還させて、これらの見直しを図っていく

ことが求められる。 

各任命権者が策定する育成指標、研修計画の改善及び実

施される研修の充実等に資するよう、機構の研修実施機

能、調査研究機能及び関係機関間ネットワーク機能を発揮

し、引き続き専門的助言等を行う。 

特に、「ＧＩＧＡスクール構想」の推進により、学校教育

におけるＩＣＴ環境の整備が進められる中で、教員に必要

となる資質能力としてＩＣＴ活用能力や情報セキュリテ

ィ能力の一層の向上が求められていること等に留意する。 

２．公立学校の校長及び教員の資質の向上に関する

指標を策定する任命権者に対する専門的な助言 

各任命権者が策定する公立学校の校長及び教

員の資質に関する指標、研修計画及び実施され

る研修の充実等に資するよう、ICT 環境の整備

が進む中で必要とされる資質能力の向上の在り

方を含め、機構の研修実施機能、調査研究機能

及び関係機関間ネットワーク機能を活用した専

門的助言等を行う。 

専門的助言等を行うに当たっては、指標等に

関する相談窓口及び「情報交換の広場」を開設

するとともに、全国の指標の分析を行う。 

１-３ 学校教育

関係職員を対象と

した研修に関する

指導、助言及び援

助 

３．学校教育関係職員を対象とした研修に関する指導、助言及び

援助 

機構が有する関係機関間ネットワークのハブ機能、研修実

施機能、調査研究機能の有機的連携を図り、情報発信を強化

するとともに、学校教育関係職員の研修の充実に係る指導、

助言及び援助を行う。 

（１）都道府県教育委員会等への指導、助言及び援助 

都道府県教育委員会等において、より充実した学校教育関

係職員に対する研修が実施できるよう、以下の指導、助言及

び援助を行う。 

 

①教員等への指導、助言 

オンライン講座の一層の充実、情報交換機会の提供を行う

ほか、教員の資質向上に関する情報発信を行う。 

また、学校現場における優れた実践事例の表彰を行い、その

取組を普及し、教職の魅力を発信する。 

②教育委員会等への指導、助言及び援助 

・教職員研修の将来像の提案 

機構が実施する研修の高度化・体系化を一層推進する

とともに、集合・宿泊型研修とオンライン研修とのベスト

ミックスに向けた検討・実践を早急に進め、教職員研修の

将来像を提案・牽引していく。 

・教育委員会等の研修への指導、助言及び援助 

教育委員会等の研修企画・立案担当者を対象とする会議

を開催する。 

また、地方公共団体単独での実施が困難な研修等について

３．学校教育関係職員を対象とした研修に関する指導、助言及び

援助 

機構が有する関係機関間ネットワークのハブ機能、研修実

施機能、調査研究機能の有機的連携を図り、情報発信を強化

するとともに、学校教育関係職員の研修の充実に係る指導、

助言及び援助を行う。 

（１）都道府県教育委員会等への指導、助言及び援助 

都道府県教育委員会等において、より充実した学校教育関

係職員に対する研修が実施できるよう、以下の指導、助言及

び援助を行う。 

 

①教職員への指導、助言及び援助 

・オンライン研修動画コンテンツの充実 

オンライン研修動画コンテンツについて、都道府県教

育委員会等のニーズを踏まえ、校内研修シリーズや学習

指導要領編の一層の充実を図る。 

・教職員の資質向上に関する情報発信 

教職員の資質向上に関する情報をオンラインにより広

く情報発信し提供する。 

・学校現場における優れた実践の表彰及び取組の普及 

学校現場において教育課題の解決に取り組んだ優れ

た実践を表彰するとともに、その取組を普及し、教職の

魅力を発信する。 

・教職員が大学や教育委員会等の学校教育関係諸機関の職

員との情報交換を行う場の提供 

教職員が大学や教育委員会等の学校教育関係諸機関

３．学校教育関係職員を対象とした研修に関する指

導、助言及び援助 

 

 

 

 

（１）都道府県教育委員会等への指導、助言及び援

助 

都道府県教育委員会等において、より充実し

た学校教育関係職員に対する研修が実施できる

よう、以下の指導、助言及び援助を行う。 

①教職員への指導、助言及び援助 

ア オンライン研修動画コンテンツの充実 

都道府県教育委員会等のニーズを踏ま

え、校内研修シリーズや学習指導要領編

等の一層の充実を図り、教員等の自主的

な研修を促す環境作りに寄与する。 

イ 教職員の資質向上に関する情報発信 

教職員の資質向上に関する情報を、ホー

ムページやメールマガジン等により広く

情報発信し提供する。 

ウ 学校現場における優れた実践の表彰及び

取組の普及 

学校現場において教育課題の解決に取

り組んだ優れた実践を表彰するととも

に、その取組を普及し、教職の魅力を発信



 

54 

 

は、地方公共団体からの要請を受けて援助を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の職員との情報交換を行う場の提供を行う。 

 

 

 

 

②教育委員会への指導、助言及び援助 

・教職員研修の将来像の提案をはじめとした教職員研修

の改善・充実に資する情報提供 

機構が実施する研修の高度化・体系化を一層推進する

とともに、集合・宿泊型研修とオンライン研修とのベス

トミックスに向けた検討・実践を早急に進め、研修と調

査研究の両輪で教職員研修の在り方を追求し、その成果

をもって教育委員会が実施する教職員研修の将来像を提

案牽引していくなど、教職員研修の改善・充実に資する

情報提供を行う。 

情報提供に当たっては、教育委員会と大学等との連携

促進のために研究協議等の意見交換を行う場の提供や、

研修手法等の普及のための機構職員の講師派遣等を行

う。 

・教育委員会等の研修への指導、助言及び援助 

教育委員会等の研修企画・立案担当者を対象とする会

議を開催する。また、教育委員会と大学等の学校教育関

係諸機関の職員との情報交換を行う場の提供を行う。 

・教育委員会等の研修の企画立案・運営を担う人材育成 

各教育委員会における研修の高度化・体系化を推進す

るため、教育委員会における研修の企画立案・運営にお

いて中核的な役割を担う人材を機構に派遣させ、OJT に

よる実地研修、調査研究等を通じて、その育成を図る。 

・地方公共団体からの要請を踏まえた研修等の援助 

地方公共団体単独での実施が困難な研修等について

は、地方公共団体からの要請を受けて援助を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する。 

エ 情報交換を行う場の提供 

教職員が大学や教育委員会等の学校教

育関係諸機関の職員との情報交換を行う

場の提供を行う。 

②教育委員会への指導、助言及び援助 

ア 教職員研修の将来像の提案をはじめとし

た教職員研修の改善・充実に資する情報

提供 

機構が実施する研修の高度化・体系化

を一層推進するとともに、集合・宿泊型研

修とオンライン研修とのベストミックス

に向けた検討・実践を早急に進め、研修と

調査研究の両輪で教職員研修の在り方を

追求し、その成果をもって教育委員会が

実施する教職員研修の将来像を提案・牽

引していくこととしており、その達成に

向けた着実な進展を図る。 

また、教職員研修の改善・充実に資する

情報提供を行う。情報提供に当たっては、

教育委員会と大学等との連携促進のため

に研究協議等の意見交換を行う場の提供

や、研修手法等の普及のための機構職員

の講師派遣等を行う。 

イ 教育委員会等の研修への指導、助言及び援

助 

教育委員会等の研修企画・立案担当者を

対象とする会議を開催する。また、教育委

員会と大学等の学校教育関係諸機関の職

員との情報交換を行う場の提供を行う。 

さらに、機構が行う研修の講師情報及び

教育委員会等が実施している研修等の情

報を収集し、オンラインにより提供する。 

加えて、教育委員会等が実施する研修へ

の支援等を行うため、研修に関する相談

窓口を設置する。 

ウ 教育委員会等の研修の企画立案・運営を担

う人材育成 

各教育委員会におけるマネジメント研

修の高度化・体系化を推進するため、教育

委員会における研修の企画立案・運営に

おいて中核的な役割を担う人材を機構に

派遣させ、OJT による実地研修、調査研究

等を通じて、その育成を図る。 

エ 地方公共団体からの要請を踏まえた研修

に関する事業への援助 

地方公共団体単独での実施が困難な事

業について、別紙１の「４．地方公共団体

からの要請を踏まえて実施する事業」の

とおり実施する。 
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（２）教職大学院等との連携 

教職大学院等の大学等とのネットワークを構築し、機構の

全国的な教員研修・支援のハブ機能の整備・充実を図る。ま

た、教職大学院等の大学等の院生や教員の研究・交流等を支

援するため、以下の取組を行う。 

 

 

 

 

①教職大学院との連携協定 

教職大学院等の大学との連携協定の締結を進め、関係機

関間のネットワークのハブ機能の強化を図る。 

 

 

 

 

 

②教職大学院の教員等に対する支援 

教職大学院等の大学との連携を推進するため、「独立行政

法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 

日閣議決定）を踏まえ、教職大学院の教職員の研究・交流支

援のための場を提供する。 

 

③教職大学院の院生等に対する支援 

教職大学院の院生等に対する支援のため、機構が行う研

修を受講する機会を提供する。また、教職を志す学生等に対

し、学びの機会を提供する。 

 

 

④海外の大学等に対する支援 

国際連携ネットワークの構築に取り組み、国際貢献を図

りつつ、相互に学び合う機会を創出する。 

【重要度：高】 

機構が教員の養成・採用・研修を通じた体系的かつ総合的

支援拠点としての使命を果たす上で、機構が有する関係機関

間ネットワークのハブ機能、研修実施機能、調査研究機能の

有機的連携を図り、学校教育関係職員の研修の充実に関する

指導、助言及び援助を行うことは、極めて重要な取組である

ため。 

【困難度：高】 

機構が実施する研修の高度化・体系化を一層推進するとと

もに、集合・宿泊型研修とオンライン研修とのベストミック

スに向けた検討・実践を早急に進め、教職員研修の将来像を

提案・牽引することは、都道府県教育委員会等における将来

の教職員研修の在り方を方向付ける取組であるため。 

 

（２）教職大学院等との連携・協力 

教職大学院等の大学等とのネットワークを構築し、機構の

全国的な教員研修・支援のハブ機能の整備・充実を図る。ま

た、教職大学院等の大学等の院生や教員の研究・交流等を支

援するため、以下の取組を行う。 

 

 

 

 

①教職大学院との連携協定 

教職大学院等の大学との連携協定の締結を進め、関係機

関間ネットワークのハブ機能の強化を図る。 

 

 

 

 

 

②教職大学院の教職員に対する支援 

教職大学院の教員等の研究・交流支援のための会議を開

催し、教職大学院等と教育委員会が連携・開発した研修プ

ログラムの普及を図るほか、教員養成及び現職研修のカリ

キュラム向上を促進する。 

 

③教職大学院の院生等に対する支援 

教職大学院の院生等に対する支援のため、機構が行う

研修を受講する機会を提供する。また、教職を志す学生

等に対し、学びの機会を提供する。 

 

 

④海外の大学等に対する支援 

国際連携ネットワークの構築に取り組み、国際貢献を

図りつつ、相互に学び合う機会を創出する。 

 

（２）教職大学院等との連携・協力 

教職大学院など国内外の大学等とのネットワー

クを構築し、機構の全国的な教員研修・支援のハ

ブ機能の整備・充実を図る。そのため、教職大学

院等との連携協力協定の締結を基に、相互の取組

の充実を図るとともに、教職大学院等の大学等の

院生や教員の研究・交流を支援する。また、海外

の大学や政府機関等と連携し、海外の教員を対象

とした研修等を実施する。 

①教職大学院との連携協定 

教職大学院等の大学との連携協定を継続し、か

つ、連携の質の高度化を図るとともに、当機構の

ミッションに掲げる教職員の養成・採用・研修の

一体改革と教職員の資質向上に資する取組を進

め、全国に波及するための協働体制の構築を図

り、関係機関間ネットワークのハブ機能を強化す

る。 

②教職大学院の教職員に対する支援 

教職大学院の教員等の研究・交流支援のための

会議を開催し、教職大学院等と教育委員会が連

携・開発した研修プログラムの普及を図るほか、

教員養成及び現職研修のカリキュラム向上を促

進する。 

③教職大学院の院生等に対する支援 

教職大学院の院生等に対する支援のため、機構

が行う研修を受講する機会を提供する。また、教

職を志す学生等に対し、校内研修シリーズ等を情

報発信するなど、利活用の促進を進めるととも

に、学びの機会を広く提供する。 

④海外の大学等に対する支援 

タイ王国政府や国内外の教職大学院等と連携

し、タイ王国の教員等に対する研修を実施する。 

１－４ 学校教育

関係職員が職務を

行うに当たり必要

な資質に関する調

４．学校教育関係職員が職務を行うに当たり必要な資質に関す

る調査研究及びその成果の普及 

教職員に対する総合的支援を行う全国拠点として、養成・

採用・研修の改革に資する専門的・実践的な調査研究を計画

４．学校教育関係職員が職務を行うに当たり必要な資質に関す

る調査研究及びその成果の普及 

教職員に対する総合的支援を行う全国拠点として、養成・

採用・研修の改革に資する専門的・実践的な調査研究を計画

４．学校教育関係職員が職務を行うに当たり必要な

資質に関する調査研究及びその成果の普及 

（１）調査研究の実施 

教職員に対する総合的支援を行う全国拠点とし
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査研究及びその成

果の普及 

的に行うこととし、集合型研修とオンライン研修のベスト

ミックスに関する調査研究を含め、中期目標期間中に 5 件

程度実施する。 

教員の資質向上に係る緊急度の高い課題を調査研究テー

マとし、機構の研修事業をはじめとした各種の事業との有

機的連携を強化するものとする。 

特に、養成・採用・研修の一体的改革、研修の高度化・体

系化、教職への優秀な人材の確保など、教員政策に寄与する

ものとする。 

調査研究の成果については、機構の研修事業をはじめと

した各種の事業に適切に還元させるとともに、文部科学省

等と連携しながら調査研究の成果の普及を図るものとす

る。 

【重要度：高】 

養成・採用・研修の一体的な改革を進めていく上で、教職

員の資質向上に関する様々なエビデンスを獲得・蓄積し、機

構が実施する各種事業の企画･立案への反映や教育委員会

等に調査研究の成果を普及していくことは、教職員の資質

向上、教職への優秀な人材の確保を図る上で極めて重要で

あるため。 

的に行うこととし、集合型研修とオンライン研修のベストミ

ックスに関する調査研究を含め、中期目標期間中に５件程度

実施する。 

教員の資質向上に係る緊急度の高い課題を調査研究テー

マとし、機構の研修事業をはじめとした各種の事業との有機

的連携を図る。 

特に、養成・採用・研修の一体的改革、研修の高度化・体

系化、教職への優秀な人材の確保など、教員政策へ寄与する

ものとする。 

調査研究の成果については、機構の研修事業をはじめとし

た各種の事業に適切に還元させるとともに、文部科学省等と

連携しながら調査研究の成果の普及を図るものとする。 

て、養成・採用・研修の一体的改革、研修の高度

化・体系化、教職への優秀な人材の確保など、我

が国の教員政策に資する調査研究を計画的に行

う。 

教員の資質向上に係る緊急度の高い課題を調査

研究テーマとする。とりわけ、集合・宿泊型研修

とオンライン研修のベストミックスを指向する

ハイブリッド型研修の確立に向けた調査研究を

最重要テーマとする。 

令和３年度は、次の研究を実施する。 

①アフターコロナ時代の新たな研修スタイルの確

立に関する調査研究プロジェクト（仮） 

②管理職育成に関する研修の在り方に関する調査

研究プロジェクト 

③学習指導法の改善に関する調査研究プロジェク

ト 

④日本発教師 well-being（個人的社会的幸福）の

ための制度的保障に関する調査研究プロジェク

ト 

⑤学校運営の行動変容を促進する要因の解明に関

する調査研究プロジェクト 

（２）成果の普及 

調査研究の成果については、機構の研修事業を

はじめとした各種の事業に適切に還元させると

とともに、文部科学省等と連携しながら、その成

果の普及を図る。 

１-５ 免許状更

新講習及び免許法

認定講習等の認定

に関する事務 

５．免許状更新講習及び免許法認定講習等の認定に関する事務 

教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）に基づく免

許状更新講習及び免許法認定 

講習等の認定について、免許状更新講習規則（平成 20 年

文部科学省令第 10 号）及び教育職員免許法施行規則（昭

和 29 年文部省令第 26 号）を踏まえ、文部科学省と緊密

な連携を図り、本講習の認定に関する事務を確実に遅滞な

く実施する。 

５．免許状更新講習及び免許法認定講習等の認定に関する事務 

教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）に基づく免

許状更新講習及び免許法認定講習等の認定について、免許

状更新講習規則（平成 20 年文部科学省令第 10 号）及び

教育職員免許法施行規則（昭和 29 年文部省令第 26 号）

を踏まえ、文部科学省と緊密な連携を図り、本講習の認定

に関する事務を確実に遅滞なく実施する。 

５．免許状更新講習及び免許法認定講習等の認定に

関する事務 

免許状更新講習及び免許法認定講習等の認定

に関する事務について、免許状更新講習認定申

請等システムを含む実施体制を着実に運用する

とともに、文部科学省と緊密な連携を図りつつ、

関係法令を踏まえ、本講習の認定に関する事務

を確実に実施する。 

１-６ 教員資格認

定試験の実施に関

する事務 

６.教員資格認定試験の実施に関する事務 

教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）に基づく教

員資格認定試験の実施について、教員資格認定試験規程（昭

和 48 年文部省令第 17 号）を踏まえ、文部科学省と緊密な

連携を図り、秘密保持に十分留意した上で、本試験の問題作

成を行うとともに、試験実施に関する事務を確実に行う。 

６．教員資格認定試験の実施に関する事務 

教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）に基づく教

員資格認定試験の実施について、教員資格認定試験規程（昭

和 48 年文部省令第 17 号）を踏まえ、秘密保持に十分留意

した上で、本試験の問題作成を行うとともに、試験実施に関

する事務を確実に行う。 

６．教員資格認定試験の実施に関する事務 

教員資格認定試験の実施に関する事務につい

て、関係法令を踏まえ、本試験問題作成及び試

験実施に関する事務を確実に実施する。 

２ 業務運営の効

率化に関する事項 

 

Ⅳ 業務運営の効率化に関する事項 

 

（１）経費等の縮減・効率化 

機構の業務運営に際しては、「独立行政法人改革等に関する

基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）等を踏ま

え、業務の見直し、調達等の合理化を進め、中期目標期間中、

毎事業年度において、一般管理費については対前年度比１％

以上、業務経費についても対前年度比１％以上の効率化を図

る。 

なお、一般管理費については、経費削減の余地がないか自己

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措

置 

（１）経費等の縮減・効率化 

機構の業務運営に際しては、「独立行政法人改革等に関する

基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）等を踏ま

え、業務の見直し、調達等の合理化を進め、中期目標期間中、

毎事業年度において、一般管理費については対前年度比１％以

上、業務経費についても対前年度比１％以上の効率化を図る。 

なお、一般管理費については、経費削減の余地がないか自己

評価を厳格に行った上で、適切な見直しを行い、経費の削減の

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するため

とるべき措置 

機構の業務運営に際しては、一般管理費につい

て、経費節減のための見直しを継続して行い、計

画的な削減に努めることとし、前年度に比較して

１％以上、また、業務経費についても前年度に比

較して１％以上の効率化を図る。 

なお、一般管理費については、経費削減の余地

がないか自己評価を厳格に行った上で、適切な見

直しを行い、経費の削減の一層の推進を図る。 
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評価を厳格に行った上で、適切な見直しを行い、経費の削減

の一層の推進を図る。 

契約については、「独立行政法人における調達等合理化の取

組の推進について」（平成 27 年 5 月 25 日総務大臣決定）

に基づく取組を着実に実施する。 

（２）間接業務等の共同実施 

同閣議決定を踏まえ、国立特別支援教育総合研究所、国立青

少年教育振興機構、国立女性教育会館及び機構の４法人は、

効果的・効率的な業務運営のために間接業務等を共同で実施

し、その取組を一層推進する。 

（３）予算執行及び業務運営の効率化 

契約については、「独立行政法人における調達等合理化の取

組の推進について」（平成 27 年 5 月 25 日総務大臣決定）

に基づく取組を着実に実施する。 

また、研修のＩＣＴ化のための環境整備を進めるとともに、

内部業務の電子化を進める。 

一層の推進を図る。 

契約については、「独立行政法人における調達等合理化の取

組の推進について」（平成 27 年 5 月 25 日総務大臣決定）に

基づく取組を着実に実施する。 

 

（２）間接業務等の共同実施 

同閣議決定を踏まえ、機構は、国立特別支援教育総合研究

所、国立青少年教育振興機構、国立女性教育会館と共同して、

効果的・効率的な業務運営のために間接業務等を実施すること

とし、その取組を一層推進する。 

（３）予算執行及び業務運営の効率化 

契約については、「独立行政法人における調達等合理化の取

組の推進について」（平成 27 年 5 月 25 日総務大臣決定）に

基づく取組を着実に実施するとともに、より一層の適正化を図

ることとし、その具体的な目標を年度計画で定める。 

また、研修のＩＣＴ化のための環境整備を進めるとともに、

内部業務の電子化を進める。 

契約については、「独立行政法人における調達等

合理化の取組の推進について」（平成 27 年 5 月 

25 日総務大臣決定）に基づく取組を着実に実施

する。 

また、国立特別支援教育総合研究所、国立女性

教育会館及び国立青少年教育振興機構と共同し

た間接業務等の実施に当たっては、費用対効果等

を検証しつつ継続して行う。 

契約業務においては、調達等合理化計画を着実

に実施し、競争契約における一者応札件数の割合

を 10％未満とするなど適正な調達を行い、契約

監視委員会において点検を実施する。 

さらに、物品等の購入に当たっては、環境負荷

の低減に資するべく引き続き環境物品等の調達

を推進する。 

また、研修のＩＣＴ化のための環境整備を進め

るとともに、内部業務の電子化を進めるＩＣＴ活

用やオンライン研修の充実のための環境整備を

進めるとともに、管理業務についても電子化に向

けた取り組みを進める。 

３ 財務内容の改

善に関する事項 

 

Ⅴ 財務内容の改善に関する事項 

（１）自己収入の確保 

国が実施する責務を有する研修等の実施という性格に十分

留意しつつ、受益者負担の適正化を図るとともに、施設の有

効利用促進等により自己収入の確保を図る。 

また、自己収入の取扱いにおいては、定期的に各施設の料金

を検証するとともに、毎事業年度に計画的な収支計画を作成

し、当該収支計画による運営を行う。 

 

 

 

 

（２）固定経費の節減 

管理業務の効率化を図るとともに、効率的な施設運営を行

うこと等により、固定経費の節減を図る。 

 

（３）財務内容等の透明性の確保 

機構の財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、決

算情報の公表の充実等を図る。 

Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 

（１）自己収入の確保 

国が実施する責務を有する研修等の実施という性格に十分

留意しつつ、受益者負担の適正化を図るとともに、施設につ

いては、更なる利用促進に向けた取組を行うことにより自己

収入の確保を図る。 

自己収入の取扱いにおいては、実績を勘案しつつ、毎事業年

度に計画的な収支計画を作成し、当該収支計画による運営を

行う。 

また、定期的に近隣施設の料金を検証しつつ、貸付料金の設

定を行い、自己収入の拡充を図る。 

 

（２）固定経費の節減 

管理業務の効率化を図るとともに、効率的な施設運営を行

うこと等により、固定経費の節減を図る。 

 

（３）財務内容等の透明性の確保 

機構の財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、決

算情報の公表の充実等を図る。 

１．予算（中期計画の予算） 

別紙１のとおり。 

２．収支計画 

別紙２のとおり。 

３．資金計画 

別紙３のとおり。 

Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び

資金計画 

固定経費の削減、財務内容等の透明性の確保に

努め、適切な予算管理を行うとともに、研修・宿

泊施設について、ホームページ等を通じ外部に向

けた更なる利用促進を図り、自己収入の確保を図

る。 

自己収入の取扱いにおいては、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、自己収入が年度計画策

定時の見通しよりも下回る可能性も勘案しつつ、

収支計画の作成及び必要に応じた見直しを行い、

当該収支計画による運営を行う。 

また、近隣施設の料金等を検証しつつ、貸付料

金の設定を行い、自己収入の拡充を図る。 

１．予算 

別紙２のとおり。 

２．収支計画 

別紙３のとおり。 

３．資金計画 

別紙４のとおり。 

  Ⅳ 短期借入金の限度額 

短期借入金の限度額は４億円とする。 

短期借入金が想定される事態としては、運営費交付金の受入れ

に遅延が生じた場合や想定されていない退職手当の支給などに

より緊急に必要となる経費として借入することが想定される。 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

短期借入金の限度額は４億円とする。 

短期借入金が想定される事態としては、運営費交付

金の受入れに遅延が生じた場合や想定されていない

退職手当の支給などにより緊急に必要となる経費と
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して借入することも想定される。 

  Ⅶ 剰余金の使途 

機構の決算において剰余金が発生したときは、独立行政法人教

職員支援機構法に定める業務の充実及び組織運営の改善並びに

施設・設備の整備等に充てる。 

Ⅴ 剰余金の使途 

機構の決算において剰余金が発生したときは、研修

事業の充実、研修に関する指導、助言及び援助等の

充実、調査研究事業の充実、免許法関連事務の充実、

機能強化・組織見直し、施設・設備整備等の充実に

充てる。 

４-１ 長期的視

野に立った施設・

設備等の整備・管

理の実施 

Ⅵ その他業務運営に関する重要事項 

１．中長期的視点に立った施設・設備等の整備管理の実施 

（１）施設・設備については、老朽化対策及び研修のＩＣＴ化の

ための環境整備等、中長期的視点に立った計画的な整備を

推進する。 

（２）従来の集合・宿泊型の研修に加えて、ＩＣＴ機器を活用し

たオンライン研修の拡充、両研修形態のベストミックスを

指向するハイブリッド型研修にふさわしい、また、感染防

止・衛生管理を含め受講者が安全かつ安心して研修に取り

組める環境を実現する施設・設備等の整備を積極的に進め

る。 

（３）機構の保有する研修施設について、貸出対象の拡充を行

い、施設の有効利用促進に取り組む。また、研修事業の在り

方を検討し、その確立を図った上で、教職員の受講環境の整

備の観点から、他法人や関係機関等の施設を利用して研修

を実施する可能性も視野に入れつつ、不断の見直しを行う。 

（４）各施設（研修・宿泊・運動）の稼働率等の成果指標につい

ては、研修効果の最大化を図る観点から集合・宿泊型研修と

オンライン研修の最適な組合せを３年間（令和５年度まで）

で検討し確立することとしていることを踏まえ、中期計画

において定める。 

Ⅷ その他主務省令で定める業務運営に関する事項等 

１．施設及び設備に関する計画 

別紙４のとおり。 

施設・設備については、中長期的視点に立った整備計画を

策定し、老朽化対策を計画的に行うとともに、従来の集合・

宿泊型の研修に加えて、ＩＣＴ機器を活用したオンライン

研修の拡充、両研修形態のベストミックスを指向するハイ

ブリッド型研修にふさわしい、また、施設・設備のバリア

フリー化を進めるほか、感染防止・衛生管理を含め受講者

が安全かつ安心して研修に取り組める環境を実現する施

設・設備等の整備を積極的に進める。 

また、施設の貸出対象の拡充を行い、施設・設備の有効利

用促進に取り組むとともに、研修事業の在り方を検討し、

その確立を図った上で、教職員の受講環境の整備の観点か

ら、他法人や関係機関等の施設を利用して研修を実施する

可能性も視野に入れつつ、不断の見直しを行う。 

各施設の稼働率については、集合・宿泊型研修とオンライ

ン研修とのベストミックスを３年間（令和５年度まで）で

検討し確立した上で、中期計画の見直しにより設定する。 

Ⅵ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

等 

１．施設・設備に関する計画 

・施設・設備の老朽化対策を計画的に行うとと

もに、従来の集合・宿泊型研修に加えて、ICT 機

器を活用したオンライン研修の拡充、両研修形

態のベストミックスを指向するハイブリッド研

修にふさわしい施設・設備等の整備を行う。 

・施設・設備等のバリアフリー化を進めるほか、

感染防止・衛生管理を含め、受講者が安全かつ

安心して研修に取り組めるよう、施設・設備等

の整備を行う。 

・研修施設について、学校教育関係職員等を対

象とした研修利用を引き続き促進し、施設の有

効利用を図る。 

・運動施設について、地域のスポーツ施設又は

防災拠点等として有効活用するため、近隣市町

村や学校等への周知を行うとともに、ホームペ

ージ等を通じた貸出可能日時等の提示に取り組

み、施設の有効利用を図る。 

なお、研修施設・運動施設の貸出は、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止に十分留意しつつ

取り組む。 

・保有施設については、研修事業の在り方を検

討し、その確立を図った上で、受講者における

受講環境の整備の観点から、他法人や関係機関

等の施設を利用して研修を実施する可能性も視

野に入れつつ、不断の見直しを行う。 

４-２ 人事に関

する計画 

２．人事に関する計画 

機構に求められる社会的使命を全うし、教員の養成・採

用・研修を通じた体系的かつ総合的支援拠点としての業務

を実施するため、組織体制を整備するとともに、その活性化

を図ることが重要であることから、デジタル技術を利活用

できる人材など、多様な専門的人材を確保・育成するため、

関係機関・団体との人材交流を視野に入れた人材確保・育成

方針を策定し、その取組を進める。 

また、役職員の報酬・給与・退職手当については、「独立

行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 

24 日閣議決定）を踏まえ、国家公務員の給与を参酌し、そ

の適正化を図るとともに、給与水準を公表する。 

２．人事に関する計画 

機構に求められる社会的使命を全うし、教員の養成・採

用・研修を通じた体系的かつ総合的支援拠点としての業務を

実施するため、組織体制を整備するとともに、その活性化を

図ることが重要であることから、デジタル技術を利活用でき

る人材など、多様な専門的人材を確保・育成するため、関係

機関・団体との人材交流を視野に入れた人材確保・育成方針

を策定し、その取組を進める。 

また、役職員の報酬・給与・退職手当については、「独立

行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 

24 日閣議決定）を踏まえ、国家公務員の給与を参酌し、そ

の適正化を図るとともに、給与水準を公表する。 

２．人事に関する計画 

・機構のミッションを実現するために必要な人

材育成を目指し、プロパー職員の資質向上とキ

ャリアアップを図る。その観点も踏まえ、外部

機関との人事交流を積極的に活用する等、デジ

タル技術を利活用できる人材を含め、多様な専

門的人材を確保・育成し、適切な人事配置を行

う。 

・手当を含む役職員給与については、「独立行政

法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 

12 月 24 日閣議決定）を踏まえるとともに、国

家公務員の給与水準も十分考慮し、その検証結

果や取組状況を公表する。 

・教員研修等の企画・立案、実施、評価等のよ
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り一層の充実を図るため、また、機構職員とし

てのスキルアップを図るため、所内及び所外の

研修会への参加機会を支援する。 

４-３ 内部統制

の充実・強化 

３．内部統制の充実・強化 

理事長のリーダーシップの下、機構の業務及びそのマネ

ジメントに関する内部統制・ガバナンスの充実・強化を図る

ため、その体制の整備・運用を推進していくとともに、不断

の見直しを行う。さらに、内部統制の仕組みが確実に機能を

発揮した上で、組織及び業務の運営がなされるよう、機構の

ミッションや理事長の理念を組織内の各層に浸透させると

ともに、役職員のモチベーション・使命感を向上させる取り

組みを行う。 

また、内部統制が有効に機能しているかどうかについて、

監事監査及び内部監査等により検証するとともに、その結

果を業務の改善に反映させる。 

３．内部統制・ガバナンスの充実・強化 

理事長のリーダーシップの下、機構の業務及びそのマネ

ジメントに関する内部統制・ガバナンスの充実・強化を図

るため、その体制の整備・運用を推進していくとともに、

不断の見直しを行う。さらに、内部統制の仕組みが確実に

機能を発揮した上で、組織及び業務の運営がなされるよ

う、機構のミッションや理事長の理念を組織内の各層に浸

透させるとともに、役職員のモチベーション・使命感を向

上させる取り組みを行う。 

また、内部統制が有効に機能しているかどうかについて、

監事監査及び内部監査等により検証するとともに、その結

果を業務の改善に反映させる。 

３．内部統制・ガバナンスの充実・強化 

独立行政法人教職員支援機構法を踏まえ、教

職員に対する総合的支援を行う全国拠点として

の使命を果たすため、機構組織の役割を明確化

し、さらなる強化を図る。 

さらに、中期目標及び中期計画に基づき法令

等を遵守しつつ業務を行い、機構のミッション

を有効かつ効率的に果たすため、機構のミッシ

ョンや理事長の理念を組織内の各層に浸透させ

るとともに、役職員のモチベーション・使命感

を向上させる取り組みを行う。 

また、内部統制システムの充実・強化を図り、

内部統制の仕組みが有効に機能しているかどう

かのモニタリング・検証を行い、その結果を業

務の改善に反映させる。 

・機構のミッションを果たすため、役職員一人

一人がミッションを意識して業務に取り組むよ

う、様々な機会を通じて機構のミッションにつ

いて啓発を図る。 

・機構における業務及び会計の適正を期するた

め、内部監査を実施する。 

・役員会及び外部有識者で構成される評議員会

において、機構の業務運営について、自己点検・

評価を実施し、業務運営の改善を促進する。 

・各業務の運営上のリスクについて、状況に即

応したリスク対応計画の見直しを実施するとと

もに、これに基づきリスクの低減を図るよう対

処する。 

・倫理及びコンプライアンスに関する研修等を

実施し、役職員等の意識・モラルの向上を図る。 

４-４ 業務の電

子化の推進及び情

報セキュリティの

確保 

４．業務の電子化の推進及び情報セキュリティの確保 

機構全体で、ＩＣＴ環境の整備に努め、機構が主催する研

修の充実、受講者の利便性の向上を図るとともに、内部業務

の電子化を進める。また、サイバーセキュリティ基本法（平

成 26 年法律第 104 号）に基づき策定された「政府機関等

の情報セキュリティ対策のための統一基準群」（平成 28 年 

8 月 31 日サイバーセキュリティ戦略本部決定。平成 30 

年 7 月 25 日改定）に従って、引き続き、情報セキュリテ

ィ対策を推進する。さらに、外部機関が実施する監査の結果

等を踏まえ、リスクを評価し、サイバー攻撃等への対応の強

化など必要となる情報セキュリティ対策を講じる。また、対

策の実施状況を毎年度把握し、PDCA サイクルにより情報セ

キュリティ対策の改善を図る。 

４．業務の ICT化の推進及び情報セキュリティ対策の確保 

機構全体で、ＩＣＴ環境の整備に努め、機構が主催する研

修の充実、受講者の利便性の向上を図るとともに、内部業

務の電子化を進める。また、サイバーセキュリティ基本法

（平成 26 年法律第 104 号）に基づき策定された「政府

機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」（平

成 28 年 8 月 31 日サイバーセキュリティ戦略本部決

定。平成 30 年 7 月 25 日改定）に従って、引き続き、

情報セキュリティ対策を推進する。さらに、外部機関が実

施する監査の結果等を踏まえ、リスクを評価し、サイバー

攻撃等への対応の強化など必要となる情報セキュリティ

対策を講じる。 

４．業務の電子化の推進及び情報セキュリティの確

保 

・機構全体で、ＩＣＴ環境の整備に努め、ＩＣ

Ｔ活用やオンライン研修の一層の充実を推進す

るとともに、内部業務の電子化を図る。 

・政府の方針等も踏まえ、情報セキュリティに

関する規程及び運用手順等を遵守し、これに基

づきＰＤＣＡサイクルによる情報セキュリティ

対策を講じるとともに、機構で利用する全ての

情報システムについて安全で適切な運用を継続

して行う。 

・情報セキュリティに関する研修等を実施し、

役職員等の情報セキュリティに関する意識啓発

を図る。 

 


